
 
 

 

 

 

 

 

令０２原機（環保）０１２ 

令 和 ３ 年 ３ 月 １ ２ 日 

 

 原子力規制委員会 殿 

 

 

住     所  茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

申 請 者 名  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

代表者の氏名  理事長  児玉 敏雄    

（公印省略） 

 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区） 

重水臨界実験装置に係る廃止措置計画の変更認可申請書の 

一部補正について 

 

令和２年６月１２日付け令０２原機（環保）００１をもって申請した国立研究

開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所（南地区）重水臨界実験装置に係る

廃止措置計画の変更認可申請書を下記のとおり一部補正いたします。 

 

 
記 

 

 

次の事項に関し、変更認可申請書の別紙を別紙１のとおり改める。 

また、本申請書の補正前との変更の内容を別添１に示す。 

 

（１）表5-1 DCA施設の廃止措置対象と表7-1 性能維持施設の位置、構造及び設

備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間において、排気筒、消火

設備及び照明設備を追加する。 

（２）記載の適正化 

 

 

以上 



別紙1

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る

廃止措置計画の変更

新旧対照表

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

令和3年3月



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変硬前(平成 27年10月30日認可)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究開発センター(南地区)

重水臨界実験装置に係る廃止措置計画

月1俳氏

平成 27年10月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

変更後

重水臨界実験装置に係る廃止措置計画

大洗研究,(南地区)

別紙

備考

令和 3年3月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

名称の変更

Q/H2)

中舗年月の変

更



0国立研究開発法人日本原子力研究閉発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

角体する

1.1

変更前(平成 27年10月30日認可)

1.2

角.体司、る

1.3

廃止措智の基本方針

1.4

子炉施設及びその角体の方法

2

廃止抄_計画の概要

核燃斗物

角イ本の方法

2.1

子炉施設

2.2

3

核燃料物

X燃';辨勿

核燃料物

σ) 渡しの方法

?染の

目次

の現"及び1 出の方針

3.2

によるt 染の除去の方法

の保壁及び出について講じる措置並びに安全確保

核燃斗物

放射ヒ汚染物質

t 染の除去の方法

況

4.1

二次t 染物、

4.2

放射性気体廃物

4.3

放射性液体

によってt 染された物の廃→工の方法

射性体

物

'物

(削除)

変更後

5

備考

法令改正に伴

い削除

(2/H2)

ー
ー
ー

2
3
3
3
3
4
4
4
d
4
5
5
5

1
 
2

1
 
3
 
3

ー
ー



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変硬前(平成 27年10月30日認可)

1

角N本すZ1.1

戸 とる灰子炉施設及びその色呈住旦1左迭

大洗研究開発センター(南地区)では、平成】7年8月2日に「核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に閼する法律佃召和 32年6阿 10日法律第 166号)」(以下 1原子炉等規制

法」という。)第 26 条第 1項に基ぢく原子炉設置変更許可 a6諸文科利・ 3朽0 目)を受け

た大洗工当センター原子炉設置許可申請書(以下「原子炉設置許可申請書」という。)に記載

子炉施設

しているとおり、

規制法第23条第

年5月20日法律

1核ハ料物

置の対象範囲は、原子炉設匿変更許可申請書の DCAに係る変吏の内容(別冊2)の「5.原子

炉及びその附属施設の位貿、構造及び設備」に記載している原子炉及びその附属施設である。

重水臨界実験装置(捌、下「DCA」という。)及び高速実験炉に係る原子炉等

1項に基バく原子炉設置許可を受けている。

DCA の

ス燃斗物

子炉設詐可及び設変更許可の

小1 号)

及び

氏佑又は称及び主戸並びに代表者の氏名

f則

子炉の規.11にf する法

氏名又は名称

2条

住_____^

代表者の氏名

2頂に基づく本廃止措置計画により実施寸る廃止措

工場又は事業所の名称及ぴ所在地

名

国立研究開発法人日本ハ子力研究開発キ

緯を表 1に示す

画__上在_」地

σ)^

県那珂郡東海村大宇舟石川 765

試験研究用叶<子炉の名称

称

を改正する法

変吏後

四_二窪^施設及びその敷地

名

児玉

国立研究開発法人日本ハ子力研究開発機構

大洗研究戸

廃止措対象施設の B

茨城県東茨郡大洗町成田町如02番

称

国立研究開発法人日本、子力研究開発

昼Q_"^yと^しでは、平成24年竺月30日に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律(昭和 32年6月10日法律第 166・号)」(以下「原子炉等規伶W去」という。)第

26条第 1項に基づく原子炉設置変更許可(23受文科科,5939目)を受けた大洗研究開発セン

平成 1/

廼杢堕^

(南地区)

ター原子炉設置変更許可申請書(以下「原子炉設置変硬許可申請書」という。)に記載してい

るとおり、重水臨界実験装置(以下「1〕CA」という。)及び高速実験炉に係る原子炉等規制法

第23条第1項に基づく原子炉設置許可を受けている。

本廃止措置計画により実施寸る廃止措置の対象範囲は、原子炉設置変更許可申請書のDCAに

係る変更の内容(別紙2)の「5.原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備」に記載して

いる原子炉及ぴその附属施設である。

地1

2 敷地

構大洗研究所(南地区)

子炉設

面Lた丘陵地帯の台地(炉高:約 38m に立

子炉施設を設

究開発法人日本、子力研究開発射大洗研究

備考

法令改正に伴

う見直し

)

対,施設の敷地を図 4-1 に示司、

と共用Lている

3

する大洗研究所(南地区)の敷地は

廃止措

法令改正に伴

う見直し

a)事業の許可等の変亜の経緯

ψ下「大洗研究戸

大洗研究所(南地区)の

魚施設の

当該數地の東西の幅は約 1.21くm

び変更認可の経緯を爽小3に示す

変更許可の

法令改正に伴

う見直し

(2)その他(廃止措

況

(3/H2)

(南地

法令改正に伴

う見直し

小才

を表十]に、が体届及び変更届の

(北地区)

茨城県東茨郡大洗町南部の太平洋に

地の面

に資する設計上の老

記載の適正化

ψ下 f大洗研究P

変更許可申

南北のφ一は赤勺 1.91Ⅷである

は 約 160 万 m'であり

ぴ)う土

北地区)

緯を表小2 に

記載の適正化

DCA に係る

法令改正に伴

う見直し

立研

とし

止拍

子炉設

止

許可及び

十画認可及

事長

三

一
理

設



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

廃、'物発生量の最小ヒに留

新たに設計 小る施設

小る

変吏後

設'にノ)いては 体夫乍 の容 及び放射'性

備考

法令改正に伴

う見直し

(4/H2)

鹸髪今



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

許可年月日

昭和心年Ⅱ月8日

昭和 46年7月8日

表 4-1

昭和Ⅱ年5月2日

変更後

設貴許可及び設置変更許可の経緯

昭和 47年7月27日

43原第 56的号

許可番号

昭和W午10月8日

如原第 5031 号

昭和 51年 H 月16日

U 原第 4do0 号

昭和 52年8月3日

47原第 7U9 号

昭和郭年1月He

(設置の許可)

四原第 9069 号

昭和 58年10月25日

プルトニウム富化燃料(0.54W/0

PU02・U02)の使用

許可の内容

51 安(原規)第 167 号

昭和 59年3月1日

実験用二酸化ウラン燃料の使用

52 安(原規)第 226 号

昭和 62年9月29日

プルトニウム富化燃料(0.87W/0

PU02-U02)の使用及び燃米H本昇温装

置の使用

尋1安(原規)第 170 号

平成元年7月31日

備考

表 4-1 の追加

(本文表 1 か

ら移動)

燃料様混合型燃料体使用

58 安(原規)第 1田号

平成5年4月28日

釣安(原規)第 30 号

60本燃半H本使用

平成 7年9月28日

62 安(原規)第 235 号

多数本クラスタ燃料体使用

平成]7年8月2日

元安(原規)第 349 号

36/如燃料集合体、防振板使用

平成 24年3月30日

5 安(原規)第 58 号

ポイズン急速注入装置の追加

24.2Cm ピッチグリッドキ反

36本燃料集合体の使用

7 安(原規)第 291 号

(5/H2)

36本軸方向富化度分布付ガドリニア

入り燃料集合体の使用

16 諸文科利第 3妬0 号

実験用二酸化ウラン燃料集合体用ガ

ドリニア入り燃料棒の使用

23 受文科科第5939 号

末臨界度測定機能の追加

未臨界度測定実験範囲の拡大

使用済燃料の処分の方法の変更

敷地形状の一部変吏



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年]0月30日認可)

平成H年1月21日

届出年月日

平成U年2月4日

表十2 解体届及び変更届の経緯

平成 M 年6月12日

平成 15年3月18日

変吏後

13 サイクル機構

218

平成 15年9月9日

届出番号

13 サイクル機構(大洗)

231

平成 16年1月23日

H サイクル機構(大洗)

076

平成16年2月2日

(大洗)

H 'サイクル機構(大洗)

3卜1

巧サイクル機キ酵(大洗)

128

平成 17年6月24日

DCA の角到本の届出

15 サイクル機構(大洗)

23'1

記載表現の適正化

届出内容

15 サイクル機構(大洗)

2'15

工事工程の一部変更

第2段階の解体工亦内容の詳細化

1フサイクル機構(大洗)

127

起動用中性子源装置等の解体撤夫の

方法の変更

備考

表十2 の追加

(本文表 2 か

ら移動)

認可年月日

平成 18年10月20日

理事長の交代に伴う代表者の氏名の

変更

表十3 廃止措置計画認可及び変更認可の経緯

取水の処分計画の明確化

平成 27年10月30日

性能を維持寸べき設備の見直L並び

に、燃料体分解設術、燃料体運搬設

備のうちブール内燃料集合体移送装

置及び放射線管理施設のうち一部の

モニタ等についての機能の停止

認可番号

18 諸文科科第 938 号

(6/H2)

原規規発第 15]0308 号

原子炉等規制法の一部を改正寸る法

律(平成 17年5月20日法律第 44

号)附則第2条第2項の規定に基づ

く廃止措置計画の認可

備

固体廃棄物の一時保管場所を保管廃

棄施設に座更

考

表4-3 の追加



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共凪に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年]0月30日認可) 変亜後

口

燃"

刷え坤

とヨ
,,ロ,

""竺ノー'

ワ(辻

北受電所

0

化円

゜ 1Nι,
・・'"'ーマ"ー、トg:滋を0"F

伸則済
ロニ,ト貯臓珪物

[コ第ニイν用済
声"貯鰻礁物

固休廃

験撫股

N"無

厘

',

海

^

」1π
排気

原子炉施設

霞永醜界凱験裴置
JMtA

瑚

1丁

高連災験が
飢陽

大洗研究所

(南地区)

備考

図 4-1の追加

村"献験炉
JVTR 〔1L地「王)

高1旦工¥武駐島究炉
f口R aL地[0

凸[コ

南堂電所[h

白

エ^

＼＼
吸地境界

周遅霊掘K嘘埼界

.

首

^Cコ

「ニニ^

島

ち1

(フ/H2)

第2開射材料
就験応詮

伽A排気口ω

"ι'A

ⅨA排気口佃}

漫

図十1

京門

止 賢 加設の 地

、
ー

⑧
句
@

廃

h



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水晦界実験装楓に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

廃止措買の対象五のうち角引本対象施設は、上記の原子炉及びその附属施設のうち、原子炉

建屋、DPタンクヤード及び重水倉庫の全ての施設・設備、機械室建屋に設置されている放射性

廃棄物の廃棄施設の排気設備及び電気設備並びに、付属建屋に設けられている制御室、放射線

管理施設、汚染検査室及びホット実験室に設置されている内装設備である。附属施設のうち、

高速実験炉と共用している野外管理用固定モニタについては、廃止措置終了後にDCA の附属施

設としての許可は失効するが、引き続き高速実験炉の附属施設となること小ら、解体対急施設

には含めない。

変更前(平成 27年10月30日認可)

DC<では

大洗) 218)を届け出て以

解体対象施設及び管理区域の範囲を、それぞれ図 1及び図2 に示す。管理区域ωうち、外部

放射線に係る線量のみが鰹量告丞に定める管理区域に係る値を超え、又は超えるおそれがある

区域を第二種管理区域と1,て、それ以外の区域売第一種管理区城とする。

平成 13年9月の

1.2 廃止措置の基本方劃

DCAの廃止措置における基本方針は次のとおりである。

(D DCAの廃止措置は、本廃止措置計画にりいて認可があった旨の通知を受けた日の翌日か

ら、この計画に基ノづき実施する。

(2)鯉佳中の原子炉施設にっいて、解体ω各過程に応じて当該機器毎に要求される機能を、ざ

洗研究開発センター(南地区)原子炉施設保安規定(以下、 1保安規定」という。)に基づ

転終了後に 平成 H 年1月21日に

き維持し、解体中の原子炉施設を適切に管理tる。

1.3廃止措置計画の概要

DCAの廃止措置は、炊に述べる 4 段階に区分1,て実施する。第'1段階の工事は、全ての燃料

の搬出が終了した後に着手する。

各段階の概要は以下のとおりで商る。

(D 運転停止~第 1段階(原子炉の機能停止に係る措置:実施済)

平成 13年9月の運転終了後に、炉心から燃料を全て抜き取り、燃料貯蔵庫に収納した。ま

た、原子炉本体及び重水系設備から重水を全て抜き取って保管L、平成 H 年1月に解体届を

届け出てから、解体に係る作業に着手した。

解体の第 1 段階では、平成 H 年度までに炉心タンクに封印蓋を取り付け、燃料を装荷でき

ないようにし、安全棒と制御棒の解体、計測制御系統施設の機能停止、並びに起動用中性子源

の取り外1,及び搬出を実施Lた。

燃料は第3段階で搬出するまでの問、燃料貯蔵庫にて安全に保管中である。

(2)第2段階(燃制棒分解洗浄設備等の解体撤夫:実施中)

第2段階では、平成15年度から、燃料棒分解洗浄設備及び起動用中性子源装置の角引本撤去

を実施した。また、保管していた重水を全て搬出した。

平成16年度からは、残存放射性物質の評価のための試料採取及び放射能測定を実施してお

体届の変更を行っている

記載の適正化

名称の変更

五

こ示

廃止措

体届

角酎本の対象となる施設

13 サイクル機構

解体の対魚となる施設(以下「,体対、施設

その敷地に記'している原子炉及びその附属施設のうち、原子炉建屋、 DPタンクヤード及

び重水倉庫の全ての施設・設備、機械室建屋に設置されている放射性廃棄物の廃棄施設の排気

設術及び電気設備並びに、付属建屋に設けられている制御室、放射線管理施設、汚染検査室及

びホット実験室に設置されている内装設備である。附属施設のうち、高速実験炉と共用してい

る野外管理用固定モニタについては、廃止措置終了後にDCAの附属施設としての許可は失効す

るが、引き続き高速実験炉の附属施設となることから、解体対象施設には含めない。P三"堅

施設のうち門本の、象となる施設及びその体の方法

記載の適正化

体 加設を表 5-1に示司

変更後

角引本対象施設及び管理区域の範囲を、それぞれ図 5-1及び図 5-2 に示す。管理区域のうち、外

部放射線に係る線量のみが「核、料物广又は核,、ゞ1物一の製,の事に関する 1」等の定に

づく舟量限庁

隈庶等告示

二種管理区域として、それ以外の区域を第一種管理区域とする。

2

とし

廃止措置の基本方針

DCAの廃止措置における基本方針は次のとおりである。

(D DCAの廃止措置は、本廃止措置計画について認可があ0た旨の通知を受けた日の翌日か

ら、この計画に基ノうき実施司、る。

(2)庇止1萱置中の原子炉施設について、☆引本の各過程に応じて当該機器毎に要求される機能

を、本迭!逐究駈(南地区)原子炉施設保安規定(以下 1保安規定」という。)に基づき維持

し、解体中の原子炉施設を適切に管理する。

を疋める告示

ノ

と、

)は、

)に定める管理区域に係る値を超え、又は超えるおそれがある区城を第

「四

記載の適正化

廃止措対象加設及び

成部

3 廃止措置計画の概要

DCA の廃止措置は、次に述べる・1段階に区分して実施一よる。第・1段階の工事は、全ての燃料

の搬出が終了した後に着手する。

各段階の概要は以下のとおりである。

(D 運転停止~第 1段階(原子炉の機能停止に係る措置:実施済)

平成 W年9月の運転終了後に、炉心から燃料を全て抜き取り、燃料貯蔵庫に収納した。ま

た、原子炉本体及び重水系設備から重水を全て抜き取って保管し、平成 H 年1月に解体届を

届け出てから、解体に係る作業に着手した。

角到本の第 1段階では、平成 H年度までに炉心タンクに封印蓋を取り付け、燃料を装荷でき

ないようにし、安全棒と制御棒の解体、計測制御系統施設の機能停止、並びに起動用中性子

源の取り外し及び搬出を実施1,た。

燃料は第3段階で搬出するまでの問、燃料貯蔵庫にて安全に保管中である。

(2)第2段階(燃料棒分解洗浄設佛等の解体撤去:実施済)

第2段階では、平成 15年度から、燃料棒分解洗浄設備及び起動用中性子源装置の解体撤去

を実施した。また、保管していた重水を全て搬出Lた。

平成 16年度からは、残存放射性物質の評価のための試料採取及び放射能測定を実施してお

4月1日

備考

法令改正に伴

う見直L

記載の適正化

子力規制委会告示 8 0 )

法令改正に伴

う見直し

記載の適正化

(以下「吊

記載の適正化

記載の適正化

(8/H2)

記載の適正化

表 )



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

り、原子炉建屋の放射線遮へい体のコンクリート、炉心タンク等の構造材から試料を採取し、

放射台断則定を行ってぃる。この結果は第3段階以降の工事計画の策定に用いる。

なお、第2段階以降の解体工事進捗に伴い、機能維持が不要となった設備及び機器は、機能

を停止寸る。

(3)第 3 段階(原子炉本体等の力到本撤去)

第3段階では、原子炉本体、重水系設備、ガス系設備」及び計測制御系統施設を解体撤去す

る。また、燃料を搬出寸、る。

(4)第、1段階(原子炉建屋等の解体撤夫等)

第、1 段階では、管理区域の解除を行い、残存、す、る設備及び施設を解体後、原子炉建屋、 DP

タンクヤード及び重水倉庫を解体し、廃止措置を終了した後、原子炉等規制法第 43 条の 3 の

2第3項において準用寸る同法第12条の6第8項に基づく廃止措置の終了の確認を受ける。

変更前(平成 27年10月30日認可)

名称の変更

名称の変更

記載の適正化

慮し

1.、1解体の方法

原子炉本体等の解体では、足場又は作業台等を設置し、主に可搬工具を使用して、炉心タン

ク、グリッド板、圧力管、カランドリア管、重水系及びガス系配管等を、切断又は分解する。

原子炉建屋等の解体では、3章に示す方法で除染を行った後、主に可搬工具又は重機を使用

して原子炉建屋を解体する。

解体対象の施設及び設備のうち、管理区域内に設置されているものは、3章に示す方法によ

り解体を行う。管理区域内の施設及び設備の解体後、管理区域は除染を行い、汚染の状況の確

認を行った上で、管理区域を順炊解除する。

なお、全ての放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物が搬出された後、それぞれの廃棄設備

の機能を停止した上で解体撤去し、また、原子炉建屋内の管理区域が全て解除された時点で、

放射線管理施設及び非常用竃源設備を解体する。また、原子炉建屋の解体時に炉室及び炉室内

クレーンも解体する。

付属建屋、機械室建屋及びグリッド板保管庫は解体せず、それぞれ研究開発棟、機械室建

屋、保管庫として引き続き利用tる。また、放射線管理施設のうち、大洗研究開発センターで

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

共用している野外管理用固定モニタについては、大洗研究開発センターの放射線管理施設とし

て継続して使用する。廃止措霞終了後の状態を図3 に示,、。

り、原子炉建屋め放射線遮童体のコンクリート、炉心タンク等の構造材'から試料を採取し、

放射能測定を行りた。この結果は第3段階以降の工事計画の策定に用いる。

なお、第2段階以降の育到本工事の進捗に伴い、機能維持が不要となった設備及び機器は、機

能を停止する。

(3)第 3段階(原子炉本体等の角到本撤夫'_室施虫)

第 3 段階では、原子炉本体、重水系設備、ガス系設備及び計測制御系統施設を角引本撤去す

る。主た、燃料を搬出寸る。

(■第、1段階(原子炉建屋等の解体撤夫等)

第'1 段階では、管理区域の解除を行い、残存する設備及び施設を解体後、原子炉建屋、 DP

タンクヤード及び重水倉庫を解体し、廃止措置を終了した後、原子炉等規缶IN去第心条の 3 の

2第3項において準用する同法第12条の6第S項に基・づく廃止措置の終了の確認を受ける。

ウス

1・染の拡

4.解体の方怯

原子炉本体等の解体では、足場又は作業台等を設置し、主に可搬工具を使用して、炉心タン

ク、グリッド板、圧力管、カランドリア管、重水系及ぴガス系配管等む、切断又は分解tる。

変更後

局所

原子炉建屋等の解体では、

後、主に可搬工具又は重機を使用して原子炉建屋を"引本する。

解体対象の施設及び設備のうち、管理区域内に設置されているものは、

旦!互染旦2昼^に示寸方法により解体を行う。管理区域内の施設及び設備の解体後、管理区域は
除染を行い、汚染の状況の確認を行った上で、管理区域を順次解除する。

なお、全ての放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物が搬出された後、それぞれの廃棄設備の

機能を停止Lた上で角到本撤去し、また、原子炉建屋内の管理区域が全て解除された時点で、放射

線管理施設及び非常用電源設備を解体する。また、原子炉建屋の解体時に炉室及び炉室内クレー

ンも解体tる。

付属建屋、機械室建屋及びグリッド板保管庫は解体せ十、それぞれ研究開発棟、機械室建屋、

保管庫として引き続き利用tる。また、放射線管理施設のうち、本並三亟[究透で共用している野外

管理用固定モニタについては、本逃聖究駈の放射線管理施設として継続して使用する。廃止措置

終丁後の状態を図 5、3 に示す。

1九 核 料物

旦_宏全村箪

による1 染の除去

備考

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

子炉施設への不法な抄'、及び侵入の防止・策を講じ

止

た

冒1 鳥中は

子炉施設の安全を確保す才

記載の適正化

記載の適正化

染の拡大1Υ

に示t方法で除染を行った

1 染の拡大防止対策を

k風機粉収'装

以

大を防止する

に示司、1 染の 1、大方止・策

外への放射性物

止

1九

策

亥燃料物

記載の適正化

(9/H2)

気体"の放射性物

の拡散防止機能を硴保

受け皿

に入れた乍業計画を立

記載の適正化

によ 記載の適正化

吸収材

ばく低減、策事故防止、策並びに

転

にっいては、施設内の'令 k気系を維持することにより施設

中に順炊..止措賢の特徴を

切な収納容器を使用することによって

る

し 必要に応じてグリーン



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

5.2 ばく低減対策

ALARA の考え方に基バき放射

らかじめ作業環境の放射き

発生量を評価し作

また

部皮ぱくの低減及び内部

染箇所を対象にした乍業では

必、要に応じて適切な遮

旦」杢莖^

して

十画を立

な措

変更後

火災防止

働災害に、寸る防止対策を

矛従事者及び公衆の被ぱくの低減に

リングを実施すると共に

方止煮

を1テう

σ〕

ぱくの防止を図る

トる

止対策

体に当たっては

グ)設

0火災防止対策

策についくは

として

さら1こ,必要に六じて訓練及び試行試験を行し

乍業方怯及び乍業手順を十分に討した上で実施する

閉所業の安全対策及び地簾

に基ノづき適切に維持管理し

止措期問中において竜

局所卜風機の使用

1る

停女策

できるだけ不燃性又は難燃性材料を用いて乍業を行う

特に

た不燃性材半Hこよウて囲われた場P、に

業では火気使用届の専勺

あらかじめ事故の語因となる人1、事.及び自然事

以下のような措

残

4

炉心部及ぴ水系のトリチウムによるt

し

子炉施設への不法な

射性物、及び放射性廃

それに基づいた作計画を立

呼吸保f具の着用邸により

る

止支策

める

子炉建屋の出入口において施錠管等を行し

消火設備(自動火災

舟体の進

を講ずる

このため

敗落・落下方止文

自然事象に対す'Z

出

主た

あ

近及び艮入の防止

備者

況に応じて彪、要な場所に

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

安全対策の

U)

その也の具体、な一般労動災害

亥な一理手段を講ずると共に

貝1 として保,寸'ろ

知設佛、消火器及ぴ消火栓)を関係法令

し

全対

安全確保に必

発方止文

底を図ろ

を講ずる

に

なお

特に

可妙太性物

時配

粉

関係者以外の不法な接一及び侵入を防止す

よる

用いる器

(10/N2)

は

火気を使用

周辺部と隔再 L

には

ニニタ

設・設

物
外
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変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後

0

備考

表 5-1 σ)追力U
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変亜前(平成 27年10月30日認可) 変更後

、轟

誕 畢二

イ]

備若

表 5-1 の追加

(添付書類 1

から移動)

{] 1] 0

(12/H2)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変吏後 備考

表 5-1 の追加

(添付書類 1

から移動)

排気筒の追加
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装履に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変亜後
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表 5-1 の追力n
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変更前(平成 27年]0月30日認可) 変更後
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表 5-1 の追加

(添付書類 1

から移動)
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変亜前(平成 27年10月30日認可) 変更後
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変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措殴計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年]0月30日認可) 変更後 備考

法令改正に伴
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0国立研究閉発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措睡計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

2.核燃米舛勿質の讓渡しの方法

2.1核燃料物質の現状及び搬出の方針

DCAで使用した燃料は、廃止措霞着手前に炉心から取り出し、現在は枝燃料物質の貯蔵施設

において安全に保管されている。現在の保有量は約 28 トンである。

これらの燃料け、廃止措置を完了するまでに誠渡しを行うものとし、ウラン・アルミニウム

合金燃料は、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との

問の協定に基づき米国のエネルギー省に引き渡す。その他の燃料については、国内の他施設に

引き渡す。

変吏前(平成 27年10月30日認可)

2.2核燃料物質の保管及び搬出について講じる措置並びに安全確保

DCAで使用した燃料は、核燃料物質の貯蔵施設において、施設の包蔵機能、保障措置及び核

物質防護措置を維持Lつつ安全に保管する。また、燃料については定期的に検査を行い、その

健全性が維持されていることを確認する。

燃料の搬出においては、原子炉等規制法及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外に北ける

運搬に関する規則佃召和 53年総理府令第57 号)」在遵守するとともに、計量管理を硴実に実

施tるとともに、作業員の内部被ばく及び核燃料物質又は核分裂生成物の環境への放出の対策

として、燃料の積み降ろしでの落下等による損傷が起こらないよう、事前に作業手順の確認を

十分に行うとともに、クレーン、吊具等の点検についても・ト分に行うものとする。また、搬出

の前に燃料の健全性の確認、表面汚染が無いことの確認を行う,

燃料の輸送時の安全性を確保するため、事前に必要な遮へい性能を評価L、これを十分に満

たすことが硴認された輸送容器を使用する。

3.核燃料物質による汚染の除去の方法

込ι腫染^

炉心及びその周辺音に設賢されている讐器並びに炉室建

性子照射を受けたこと力斗

は

3.1.け射ヒ汚染物

放射ヒした腐生成物及ぴトリチウムにより汚染している可能性がある

八核燃料物質の貧三翌2皇1だ譲渡L

1.核燃料物質の現状及び搬出の方針

DCA で使用した燃料は、廃止措置着手前に炉心から取り出し、現在は核燃料物質の貯蔵施設に

おいて安全に保管されている。現在の保有量は約28 トンである。

これらの燃料は、廃止措置を完了するまでに譲渡しを行うものとし、ウラン・アルミニウム合

金燃利'は、原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の

協定に基づき米国のエネルギー省に引き渡す。その他の燃料については、国内の他施設に引き渡

平価対象は炉心構造物及び放射π

点で約 5.小I×]0"(B0 である

記載の適正化

込」.上^

記載の適正化

放射断染している

評価文

11御パ統施設及び、子炉建

の

3.2汚染の除夫の方法

求めた推定放射屯カ、レ

水系設は1 染の可地性のある炉心タンク

残存放射能は放射化が主体であり、化学的、物理的方法による表面除染では大きな効果が期

待できない。また、残存放射能も比較的軽微であり時問的減衰措置の彪、要性も少ないことか

ら、除染の方法としては、第 3段階以降での解体撤去による除去、即ち汚染の存在する機器及

び設備の解体撤去、また、放射線遮へい体のニンクリートを残存放射能の測定結果を老慮した
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て、燃料の積み降ろしでの落下等による損傷が起こらないよう、事前に作業手順の確認を十分に

行うとともに、クレーン、吊具等の点検についても十分に行うものとする。また、搬出の前に燃

料の健全性の確認、表面汚染が無いことの硴認を行う。

燃畔斗の輸送時の安全性を硫保するため、事前に"、要な遮亟性能を評価し、これを十分に満たす

ことが硴認、さオLた輸送容器を使用・】、る。
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変更後

のキ告物は
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備考

法令改正に伴
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記載の適正化

残存放射能は放射化が主体であり、化学的、物理的方法による表面除染では大きな効果が期待

できない。また、残存放射能も比較的軽微であり時問的減衰措置の必要性も少ないことから、除

染の方法としては、第3段階以降での解体撤去による除去、即ち汚染の存在寸る機器及び設備の

解体撤宍、また、放射線遮蔽体のコンクリートを残存放射能の測定結果を考慮した上で原子炉側

記載の適正化
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

上で原子炉仙ル)内面を所定の厚さ分削"取るなどの方法により行うものと寸る。

汚染の除去の主要手順を図4 に、管理区域解除までの汚染の除去の方法を表3 に示司、。

解体撤夫による汚染の除去においては、放射性物質の拡散防止の措置を講じながら行う。ま

た、第2段階の工事で実施する残存放射性物質の評価のための試料採取及ぴ放射能測定の結果

を踏まえ、放射能濃度の確認を受けた上で、放射性物質として扱う必要のない物及び放射性廃

棄物でない廃棄物となる物を適切に区分・とることにより、放身竹生廃粟物発生量の低減を図る。

変更前(平成 27年10月30日認可)

の内面を所定の厚さ分削り取るなどの方法により行うものとtる。

汚染の除去の主要手順を図 9・・1に、管理区域解除までの汚染の除去の方法を表 9-1に示t。

解体撤去による汚染の除去においては、放射性物質の拡散防止の措置を講じながら行う。ま

た、第2段階の工事で実施する残存放身ナ性物質の評価のための試料採取及び放射能測定の結果を

踏まえ、放射能濃度の確認を受けた上で、放射性物質として扱う彪、要のない物及び放射性廃棄物

でない廃棄物となる物を適切に区分することにより、放射性廃棄物発生量の低減を図る。

(25/H2)

変硬後 備考

記載の適正化



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年10月30日認可) 変更後
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い

て
、
名
機
器
を
切
断
・
分

解
し
、
徹
去
→
、
る
。

計
測

制
御

系
統

龜
設

の
対

象
桜

器
を

解
体

撤
去

寸
、

る
二

七
。

熟
了
要
件

ト
リ

チ
ウ

ム
及

び
放

射
性

粉
峩

の
飛

散

防
止

の
た

め
、

遭
要

に
応

じ
て

作
業

区

域
に

グ
リ

ー
ン

ハ
ウ

ス
、

局
所

排
気

装

霞
非

を
設

置
,
、

る
"

内
部

被
ば

く
防

止
の

た
め

、
必

要
に

応

じ
て
防
淺
マ
ス
ク
、
防
護
衣
等
を
用
い

4
)
.

箕
設
内
の
袷
排
気
系
を
維
持
ナ
る
'

鳳
子
炉
本
体
の
対
象

機
器
を
解
体
撤
去
十

七
)ー

、
。

0 回 糾 劃 避 翌 畿 葉 > 辺 科 河 剖 辻 割 謁 詔 巖 嘉 烹 汁 離 車 噐 淵 ( 恐 達 関 ) 圏 兇 爵 契 洲 郷 淋 同 π 窯 小 瀛 片 訣 降 單 回 拳 玉 獣 溜 燃 ( 引 硲 嬰 辻 弄 剛 怨 雲 辻 )

麟 鬮 晋 ( 判 瓢 零 喩 岩 山 冒 如 鼬 凹 ) 灣 矧 献 霽 鎚

洲 〒 ]  S 碇 君

( 卦 X 刈  W  凶 "

テ 遵 曼 )

( 鴎 ＼ 罵 )



0
)
匝

子
炉
建

屋
等

の
解

体
撤
去

①
棲

燃
料
物

質
取

扱
施

設
及
ぴ
貯

稜
施
設

の
解
体

撤
主工
事

件
名

場
所

継
料

貯
蔵
庫

及
び

熟
斜

取

技
室

撚
料
体
組
立
設
備
、
猷

科
体

分
解
設
備

、
燃
料

作
運
搬
設

備
及
び
抄

燃
料
杓
買
畍
蔵
設
備

対
象
桟
器

表
9
-
1
 
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

汚
染

の
除

去
の

方
法

(
3
陸

)

原
子
炉

逮
屋

非

の
除
染

着
手

要
件

司
一

べ
て
の

燃
宇
1
の

搬
出
が

熱
了

し
て

し
、

る
こ
と
,

原
子
炉
建
壁

主
に

可
搬

工
具

を
用

い
ぐ

、
各

殿
器

を
切

断
・

分
解

し
、

撤
去

す
る

,

汚
染
の
状
促
の
確
認
を
行
い
、
必
要

に
ホ
じ
て
除
染
を
行
0
た
上
で
管

理
区

敏
を

解
除

ナ
る

。

炉
室
及
び
達
蔽
肝

工
事

概
要

t
ぺ
て
の
熈
料
の

搬
出
が

熱
了

し
て

、
、
る
二
と
、

放
射
性
粉
塵
の
飛
散
酷
止
の
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
作
業
区
域
に
グ
リ
ー

ン
ハ

ウ
ス

、
局

所
排

無
装

置
祁

を
設

磯
十
る
,

内
部
被
ば
く
防
止
の
た
め
、
ビ
、
要
に

感
じ
て
防
護
マ
ス
ク
、
防
謹
衣
弊
を

用
い
る
.

施
設
内
の
袷
排
気
系
を
推
持
す
る
.

安
全
確
保
対
策

炉
室

長
ぴ

達
蔽

肝
に

つ
い

て
は

、
可

搬
工

具
ま

た
は

重
機

を
用

い
ぐ

、
原

子
炉
側
の
之
、
要
な
都
位
に
々
ナ
し
て

削
む
取
り
に
よ
る
除
染
を
行
う
.

原
子
炉
建
壁
の
他
の
都
分
に
つ
い

て
は

、
汚

染
の

状
況

の
確

認
を

行

い
、
疉
、
要
に
さ
じ
て
除
染
を
行
う
。

除
染
が
完
了
歌
第
、
汚
染
の
状
況
の

確
認

を
行

0た
上

で
、

液
体

及
び

固

体
廃

棄
物

廃
棄

設
繍

並
び

に
気

体

廃
棄

物
廃

棄
施

設
を

瀞
く

皆
理

区

城
を
解
除
ナ
る
.

燃
料
貯
議
庫
及
び
獣
料

取
扱
室
の
機
器
を
解
体

撤
去
L
、
管
理
区
域
を

解
除
ナ
る
こ
と
.

柊
了

要
件

放
射

性
粉

窒
の

飛
散

防
止

の
た

め

ι
.
要

に
ホ

じ
て

作
業

区
域

に
グ

リ
ー

ン
ハ

ウ
ス

、
局

所
排

気
装

置
辱

を
設

置
イ
、
る
.

内
部
議
ぼ
く
防
止
の
た
め
、
必
要
;こ

感
じ
ゼ
防
護
ヤ
ス
ク
、
防
護
衣
等
を

用
い
る
.

施
設
内
の
袷
排
無
孫
左
維
持
す
る
.

液
体

及
び

固
体

廃
爽

物

廃
棄
設
備
並
び
に
気
体

廃
棄

物
廃

棄
先

設
を

除

く
、
鳳
子
炉
建
屋
の
菅

理
区
城
を
解
除
す
る
こ

と
。

0 回 時 車 噐 霊 翻 辧 > 血 科 河 一 辻 煮 避 翌 巖 戴 支 汁 需 車 噐 県 ( 恐 達 図 ) 緜 勢 爵 契 洲 海 瓣 陣 π 粛 ぴ 瀛 片 謀 陣 叫 + 團 拳 玉 獣 溜 爆 ( 一 釜 嬰 辻 弄 鵬 矧 雪 辻 )

腸 矧 舌 ( 黒 鳥 賠 喩 さ ● 谷 皿 器 凹 ) 灣 矧 愁 塞 鎚

洲 〒 一  S 騰 言

( 卦 X 兇  U  サ

乎 鵡 愚 )

( N 化 ＼ I N )

一 ②



工
事

件
名

③
液
体
廃
棄
物
廃

棄
設
儀

の
解

体

撤
去

場
所

重
水
倉
嘩
及

び
 
D
P
 
タ
ン

ウ
ヤ
ー

ド

対
象
機
器

@
気
作

廃
棄

物
廃

棄
施
設

の
解

体

撤
去

廃
狂
タ

ン
ク

及
び
配
簀
顎

表
 
9
-
1

管
理
区
域

解
除

ま
で

の
汚

染
の

除
去

の
方

法
(
U
■

戒
体
及

び
固

体
廃

棄
物

廃
棄

設
繕
並

び
に

気
体

廃
棄

物
廃

棄
櫨
設

を
詠

く
、

鳳
子

炉
趣

塁

の
着
理

区
域

が
解

除
さ

れ
、

放

射
性
戒

体
廃

憂
物

の
搬

出
が

契
了
 L

、
て

い
る

こ
主

,

着
手
要
件

啄
子
炉
霪
踏

及
ぴ

按
械
室

建
壁

個
固
体
廃
棄
物
廃

棄
設

儲
の
辨
体

撒
去

管
理

区
域

し
勺

及
び
(H
〕
系
莪

主
に

可
搬

工
具

を
用

い
て

、
廃

'
反

タ
ン
ウ
及
び
配
着
類
を
御
断
・
分

解
し
,撤

去
,、

る
.

汚
姿
の
状
1見

の
確
認
を
行
い
、
"

要
に
広
じ
て
除
染
を
行
っ
た
上

で
管

理
区

城
を

解
除

ナ
る

.

工
事

概
要

気
体
廃

棄
物

廃
棄

施
設

及
び

固
体
廃

棄
物

廃
棄

設
備

を
除

<
、

鍾
子

炉
建

屋
の

簀
理

区
域

が
解

除
さ
オ

1て
い
る

こ
と
、

啄
子

炉
建
屋

保
管
旋
棄
論
設

廃
棄

杓
保

智
郵

,放
射

性
粉

塵
の

飛
散

防
止

の
た

め
、

ι

要
に
さ
じ
ぐ
作
業
区
妓
に
グ
リ
ー
ン
ハ

ウ
ス
、
局
所
排
気
装
置
等
を
設
置
す
る
.

内
細
被
ば
く
防
止
の
た
め
、
名
要
に
応

じ
て
防
護
マ
ス
ク
、
防
讓
衣
笄
を
用
い

る
、

施
設
内
の
希
排
気
系
を
維
持
す
る
.

主
に

可
搬

工
具

を
用

い
て

、
管

理

区
或
(
A
)
及
び
(
R
)
系
銃
の
機
器
を

切
断

・
分

解
L、

撒
主

ナ
る

.

放
射
能

隈
安

確
認

対
象

物
の

放
射
能

優
度

の
確

認
が

終
了

し
、

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
搬

出
が
藝
了
し
て
い
る
こ
七
。

安
全
確
保
対
策

廃
棄
物
保
管
康
等
の
、
ク
リ
ア
ラ

ン
ス
検
認
エ
リ
ア
に
つ
い
て
、
汚

染
の
状
況
の
確
認
を
行
い
、
必
要

に
宅
じ
ぐ
除
染
を
行
0
た
上
で

臂
理

偲
域

を
解

尿
す

る
。

放
射
性
粉
喫
の
飛
散
防
止
の
た
め
、
立

要
に
感
じ
ぐ
作
業
区
城
に
グ
リ
ー
ン
ハ

ウ
ス
,局

所
排
気
装
賢
等
を
設
置
す
る
。

,丙
部

按
ば

く
防

止
の

た
め

、
必

要
に

=

じ
て
防
護
マ
ス
ク
、
防
護
衣
抹
を
用
い

る
。

廃
液

タ
ン

ク
及

び
配

管
類
を
解
体
撤
主
し

菅
理
区
域
を
解
除
,
、

終
了
要
件

放
射
性
粉
塵
の
飛
散
防
止
の
た
め
、
ι

要
に
応
じ
て
作
業
区
域
に
グ
リ
ー
ン
ハ

ウ
ス
、
局
所
排
気
装
置
等
を
設
置
tろ

。

内
部

被
ぱ

く
防

止
の

た
め

、
 Z
、

要
ば

応

じ
て
防
護
マ
ス
ク
、
防
穫
衣
等
を
用
い

る
.

皆
理
区
域
(
A
)
及
び

{
印
系
統
の
椀
器
を
解

体
撒
主
し
、
管
理
区
城

を
解

除
,、

る
こ

と
.

全
て

の
管

理
区

域
の

解
除
を
持
了
司
、
る
こ

レ

0 回 叫 割 噐 霊 翻 葉 > 皿 研 阿 田 辻 割 噐 惑 翻 鳶 支 汁 需 割 噐 剥 ( 恐 昔 図 ) 局 卦 爵 顎 洲 鄭 瓣 陣 打 窯 ぴ 爵 片 酷 陣 單 回 津 途 獣 溜 洲 ( ↓ 鳶 嬰 辻 弄 鵬 愈 嬰 辻 )

鴻 矧 妻 ( 急 熱 零 冊 さ 山 ご 如 器 回 ) 灣 矧 惑

船 〒 一  S 騰 言

( 糾 X 爆  W  サ

欝 逢 )

倉 ＼ 一 邑

才 鰍



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機榊大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

士¥

変更後

屯水系設備の解体撤去

原子炉本体笋の解体撤去

原子炉本体及ぴ計脚川川卸系統施般の解休撤夫

.11"
写',毛●、●゛゛.N■●.,、●゛゛見.N■,、,、●゛゛甲.,三■、゛ψ゛'甲.●.■.^゛、.W.,.,゛^写.写"

ガス系,没備の解休撤夫

燃本1の搬出

:、

原子炉建屋等の解体搬去等

核燃料物質取扱施設及び貯蔵施股の解体搬去

原子炉迷屋等の除染

ーーーー...ーー.ーー...ーーー゛

・・・・・・・・・・・・・・ 1・・・

:王:王:王:王唖:釜煎放射性液体廃棄物の搬出熊了*釜:
■■卑電■冒冒.卑闇闇.,,、^゛^..^1^.弔^゛^、^'^、.、■.■

炉室、燃科貯蔵肺等の管理区城解除

備考

、

図 9-1 の追加

(本文図、1 か

ら移動)

図 9、 1

・1・ー

原子炉建屋等の解体

液体廃棄物廃粟設備の飢体撤去

戒体廃来物廃雄設備の管理区城解除

叩一ーーー里.1曼■

汚染の除夫の主要手順

気体廃来物廃奉施股の解体撤去

放

気体廃棄物廃鷹施設の管耶区城解除

、

(30/H2)

誰放リ、j性囚体廃棄物ω搬出熊f i窯.^ー^、^...^'^...^.^ー^、^ノ..,

般

固体廃鷹物廃藻設備の解体撤夫

汚染の除去の終了

心
水
介
肺
及
び
D
P
タ
ン
ク
ヤ
ー
ド
の
解
休



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

4.核燃料物質によって汚染された物の廃棄の方法

核燃料物質によ0て汚染された物の廃棄の方法は、炊のとおりである。

・1.1放射性気体廃棄物

気体廃棄物は、気体廃棄物廃棄施設の排気系の高性能フィルタでろ過した後、排気モニタに

上り放射性物質の濃度が、「試験研究の用に供する、子炉等の設運転・に閼する規則¥の

規定に

変吏前(平成 27年10月30日認可)

成]フ

る濃度限度以下であることを連続監視しながら排気口から放出寸る。

4.2放射性液体廃棄物

液体廃棄物は、液体廃棄物廃棄設備によって、廃液タンクに一時貯留Lた後、放射性物質の

濃度を測定し、線量限度等告示に定めるSr・90 の濃度限度以下のものについては、一般排水溝

へ排出寸る。sr90の濃度限度を超えるものについては、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構大洗研究開発センターの廃棄物管理施設(以下「廃棄物管理施設」という。)へ搬出司、

H 月30日文部利・学省告示第 163 ■)

吊量限庶梦を定める告示(昭和63年7月26日科学技術庁告示第20 号改正平

る。なお、一般排水溝への排出においては、現状どおり年冏の放射能放出量が 3.フ×10イ3q)を

超えないよう管理する。

・1.3放射性固体廃棄物

固体廃棄物は、材質、性状及び放射能レベルに応じて区分し、減容処理を考慮して適釖に分

類し、廃棄物管理施設へ搬出寸る。廃棄物管理施設の保管容量を超えないように、解体計画の

管理を行う。な■、固体廃棄物は、第一種管理区域で区分・分類し、廃棄物管理施設へ搬出・小

るまでの問、原子炉建屋第一種管理区域内の保管廃棄施設に保管する。保管廃棄施設の位置を

図2に示す。

「線最限度等告示ι_』三上」ニ^に定め(以下

十核燃料物質X』生核燃杢^に,とって汚染された物の廃棄

核燃料物

核燃料物質X』生怯墜赳堕質によって汚染された物の廃棄の方法は、炊のとおりである。

1.1 放射性気体廃棄物

気体廃棄物け、気体廃棄物廃棄施設の排気系の高性能フィルタでろ過した後、排気モニタによ

り放射性物質の濃度が、線量限度等告示に定める湊度限度以下であることを連続監視しながら排

気口から放出寸る。

又は核燃料物

1.2 放射性液体廃棄物

液体廃棄物は、液体廃棄物廃棄設備によ0て、廃液タンクに一時貯留した後、放射性物質の濃

度を測定し、線量限度等告示に定める SI-90 の淡度限度以下のものについては、ー"射非水泌へ排

出寸る。 SI、・90 の渋度限度を超えるものについては、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所の廃棄物管理施設(以下「廃棄物管理施設」という。)へ搬出する。なお、一般排水

によ

変更後

て1 染された物の廃

淀への排出においては、現状どおり年問の放射能放出量が 3.フ×1が(Bq)を超えないよう管理t

n) 0

1.3 放射性固体廃棄物

固体廃棄物は、材質、性状及び放射能レベルに応じて区分L、減容処理を考慮Lて適切に分類

し、廃棄物管理施設へ搬出する。廃棄物管理施設の保管容量を超えないように、解体計画の管理

を行う。なお、周体廃棄物は、第一種管理区域で区分・分類し、廃棄物管理施設へ搬出寸るまで

の間、原子炉建屋第一種管理区域内の保管廃乘施設に保管する。保管廃棄施設の位置を図5-2に

ンJミ J-n

の方法

核燃料物、、又は核燃料物、、によって1 染された物の推定発生最

1 気体廃棄物

(D 放射性希ガス及び放射性よう素

放出はないものと寸、る

(2)トリチウム

子炉の運転が行われないこと及び保

備考

法令改正に伴

う見直し

記載の適正化

記載の適正化

トリチウムにノ)いては

した1 染放射性物

し

以下のとおり評価Lた

体

記載の適正化

の評価方法に罰する説明

体、魚物に<まれるトリチウムの

法で炊のとおり推定される

物に<まれ

中に 9'6× 10"(B0及び機器類中に 7 佃02 × 10

にム'まれるイ.の力

炉心タンク

主にコンクリート中の放

'(B(ノ〔卯り力を乗じて 1.3 × 10"(BO

記載の適正化

、子炉建屋コンクリート中には

トの推定大トリチウム濃度 0.3(&/,)Ⅲに放射性廃.物対象コンクリート

中の燃'斗の健全性を定的に硴認することから

トリチウムの全量が環境中にナ出さ才1,るイ,のと仮定し

(3νH2)

の機器頻表面にば染表面

名称の変更

部体工事期ル中を

の吐

放射瞬染物

核太料物

は

ヒ放射性物'及ぴ配

記載の適正化

「添付書

による1 染の

じてナ出される

として

四

記載の適正化

1,093 (mり

放射吊遮'体のコンクリート及び鉄筋

が含まれる

メ燃料物

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2

2.2 から移

動)

布とその評

妾器類に付

に推定トリチウム吸

による1 染の<布とそ

本工事に

また

方法」に示した方

出最を

二次汚染物

本コンクリ

密N ].2× 10

大_最

として

2
 
2

モづ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

2 ]57(1)"を乗じて 6.5 × 10"化)が力'主才1,ると評価さ才1,る

旦乞』塑^
放射性'分の発生のおそれがある讐器類の切幽H乍業及び去工事に当たっては

以上から

じて'分

放出は無い

トリチウム放出量の総計は

2.2 液体廃棄物

収奘

ブ

体に係る工事中に△後発生寸る液体

とから

主丈

tる t,のと推定される

性能フ

変吏後

角・体業に

な才

理区域

2.3 固体廃棄物

ルタ付

大 1.6× 10゜(B0 と推定される

プーノレ水及び手洗い水において

Π体に係る工事中に発生する放射性固体棄物及び放射性物

う手洗い水については

量を

除までの N本作業

P

の量には「試験研究の用に供寸る

k気奘 L を設

成 17年Ⅱ月30日文部利・学"令第四号)

以上より

図面及び現堺洲査によ

能、度確

ここで、放射1貞

リ

今後発生tる液体

物としては

に区

とるのて

鳥を 6(年)と見ネリ

トは

価のための試料採取及び放射'皀額1定の結

1 か月当たり約]0(mりの発生が見込まれるこ

物

した力

放射1 庵体の夕付則の属及びコンクリ

PDR の例により

に基づいて区ハした

王

という

放射性'分廓の境への

て推定した

プール水 60(m')の発生が見込主れ

f添付帯類四核燃料物

示司、とおり

で

削り取りによる除染の実施に当たっては

本内側の金属梦はナ射性

)を<む

平価されていることから

子

物の総量は

ーーーーー'^

な放射地は

必、

備考

法令改正に伴

う見直し

(添付帯類 2

2.2 から移

動)

体ル全体で約 720(mり発生

に式

に係る放射能度につし Cの

放射、

3

推定結果を表 1 に示す10

主な構造材の放射化による汚染濃度はクリアランスレベルを十分に下回0ていると

旦旦_冬^

放射性

の規定に基イづく放射能湊度確認対象物(以下「放射

約 780(mりと見'入まれ

出されていなし

気本廃1 物は

のt 度が

本内表面から 40(cm)までの深さの

による

司、る

4勿畢、 d)

として及う必要がない物の発生

物に区ノ Lた

放射性廃来物の大半が放射能濃度確認

を用し

2.1 項に述べた気体廃'物の発生量に

理に珂する説明

染の分布とその評価方法に関する説明

,・の方法

トにノ)い、ぐは

旦些」佐^

1〕CA の

限度告示に定める1 度限/#以下であることを'

削り

なお
呈刃

液体棄物は DCA の廃液タンクに一時貯留した後、放射性物

2段

また

3ミ、フ々び)

り深さの合理ヒを図る中,のとtる

に

(32/H2)

放射性棄物

」の「1.2.2 公衆の被ぱく」で評価したとおり

j。夫のt 染査の実及び使用

における残一放射性物

ナ射,

小る

性

り(平

囲を放射性廃物

ノ

体のコンク

ノレタでろ

急物に該当するものと考えら

し、(

した髪

の「1.(2) D 3 」に

「添付書類二廃止拙

肝

気モニタ隼により

見しながら 1気口から放出

安全上の問題は

に ノ放射吊被ぱくの

射性物

の濃度を測定し

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2

2.3 から移

動)

えられな、

量限度

平量)d



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

告示に定める SI、-90 の濃度限序以下のものについては

度を召えるものについては

は

Ξ._

王

2.2 項に'ボべた液体廃

どおり年P の放出

1(回/月)程序の搬出にとどまると苦えられることから

上上」

3.3 体.棄物及び放射性

必草5のある 1.のは

体去Lた物

廃

△塑垈二大旦._

理目キ、直として

物

亥硬後

物の発生

ただし

く放射育

については

施設へ搬出する

は

放射宅1 度硴

放射性廃物放芽Mを'座確認対魚物け、施設小ら搬出するまでの

所)及ぴ 2 階Q 箇所)の保管廃棄施設に保管tる

に対して

放射性体廃物として減容処理を

度についての確認を受けた後放射性廃物として及う必要がないと児められたもの

オ

いし難い構造の金_'容器

物として及う必、

射能放出暈 3.フ×10qB0を超えないよう

再利用又は産業廃棄物として処理処

放射性一工物放射能度認対魚物の区

般 bk1 へ非出司、る

性"及ぴ射能レベルに六じて区

レ気系を運転Lつつ実施寸ることにより

廃液タンクの容量

な才

必要にι七じてグリーン

象物に該当するものは

2.3 項に述べたとおり

加,ることから、 1)CA の

一般 b大灘への r出において

液体廃棄物の処理能力について問題はな

受け入れ,容量は十,であるが、廃物理施設の保・容量を召えないように

がない物

壁工_

生_釜盡ι文世

SI、-90 の

に1 納する

]0(mりより

D

ウス

放射化イ トリの評価(Ⅱ)ンペン

2)今野K太郎、福田誠司

j#限

して滴切に分類し廃物'理施設

俊司

体工事により発生する放射性廃物の発生

子炉・規制法

局戸 k風機

射性.棄物の大半が放射

ナ

保廃棄施設の立

し

手洗い水は

備考

行リ

理,、

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2

2.3 から移

動)

止措

今野将太郎

オ

可燃性の放射性

放射性物,の建屋外への飛散防止を担保する

性

における放射性.爽物に閏寸る評価

業は

分廓を収

田粂の 2 の

物として及う

谷本健一

<子炉建_リー種,理区域内において'合

を図 5-2 に示す

上るための

物は放射性物、が漏え

俊司

子炉建

八木昭

度硫認

定に

INC TN9410 2001-027 (20OD

羽様平

/5

器を用いる

羽様平

物に該当するイ、のと

(33/142)

化r

に

浩太郎某3

する

丑、佶太郎

IN郭H0 2002-015 (2002)NC

また

.物管理施設の
P

橋本周

計画を

水臨界実験

χり

水臨界実験

す、

(DCA)

ΦCA)吉

吉
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機楴大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

十一廃止措

DCA の廃止描

転停止~

平成 H 年度までに炉心タンクに封ε義を取り付け燃料を井

制御棒の部体

の工程

左」
9

全体工程を表Ⅱ一1に示司

第2段

]段

平成 1

していた

び放射N3担1定を実"しており

計測脚御系統加設の機能停止並びに起動用中性子源の取り外し及τ村出を実施し

(ハ子炉の機能停止に係るキ比賢:実施済)

(燃料

材から試料を採取し

年度から

3

水を全て

変更後

3段〆(ハ子炉本体の阿体撤去:実施中)

出土玉」

角洗'設備¥の体夫:実加済)

子炉本体

燃料棒分角洗ジ設"及び e動用中性子源

出Lt

各工程の概要は

4段階(ハ子炉建屋隼の角体

管理区

水倉庫を

放射能測定を行った。

水熊設

平成 16年度からは

の角除を行し

ハ子炉建・の方射

体し

次のとおりである

ガス系設

廃止キ

残存tる設"及び施設を

でキないよラにし

及び計視1Ⅱ'11イ

残

を終了する

夫

、、キ体のコンクリ

ナ射性物

を 体

統施設を

の評価のための試"採

備考

夫した

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 1

2.から移動)全

ト、炉心タンク〒 の

体イ妾

と

体去する

また

子炉建

保

また

DP タンク・、

造

燃料を

(35/H2)

ド及び
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発桃構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

十二廃止措

廃止措

試験研究用

につし

理体制の計画(以下「

にノ)いては

実施評価及ぴ改善を行う

国立研究開発法人日本ハ子力研究用

目的

子炉施設の保安のための一孑努に係る

機゛は

以下に示t

和2

に'Z

システム

一戸一ー^

子力規制委員会規則第2 号)に基・づき

子力r設の保安のための業矛に係7

な体制を

変更後

三■廼臣筵囲

管理計画

マネジメントシステムに基づキ実施tる

本 訂口

とレ

込_"墓盡
本品r サ理計画における用語の定

マネジメントシステムとして構

管理計画の

ワ

鮴

)に定め

必蓼な体御の基池に関する規 1の

(以下「'キ

理に必要な体制の凖に関する規則及ぴ、子力施設の保安のための業務に係る

理に必苧な体雋1の整 Tに関司一る事項

1 章かじ

4.1 一般要求事項

要求事項に

1ネジメントシステム

(D 保

一理に必要な体柳の

8 章までは

とし

子炉施設の保安のための業務に係る

砿立し

(2)保安に係る組

に係る組

、七)

L

とる

実施司、るととともに

は

いてグレード分けを行う

保安活動の計画

子力の安全を確

い)

その際炊の事項を

は、炊の事項の他、

次α)

子炉施設において実施する保安活動にj 用す

(b )

は

備寺

釈に従うイ,のと寸る

法令改正に伴

うマネジメン

トシステムの

追加

子炉施設、系且

本

それのあるもの及びこれらに濁喧tる

(■機器

雄に

子炉r設若Lくは器壁の

は

(3)保

保安活動の

しくは実行された場合に aこり得るノ

管理計画に従レ

する規 11(令

}、ることを目的と

マ才 トシステムに必要な文書にンメン

(心保安に係る組織は

の故障若しくは

そ0)

に係る組

又は

子力施設の保安のための業'に係る

ι、し

朋を明確に、とる

(a)プロセスの

亥」性を,佐持寸るために

管理

要声に応じて

別

亙」

(b)プロセスの順序及び相互関係(組織内のプUセスルの相互関係を今む)を明確にする

保活動に係る

は

(C )

フメントシステムの要求事項のj 用の程度につマオ

の1

常相定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され若

子炉施設に適用される周係法令及び制要求事項を明

ノロセスの

活動の

又は保活動に関

度及びこれらの糎雑さの程

また

並びに当該指樮に係る判断'準を明硴にtる

(37/H2)

用に必要オ仁1 報及び当該プロセスの'工用により

マネジメントシステムを構

マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織へのi

在的,'柳・の大キさ

保安活動の各プロセスにおいて次の事項を実"する

況を示す指樮(該当す、る

き幽、的に改

用及び管理のいずれもが効果的であること六確実に寸るために

マネジメントシステムt

映司、る

理に

上る

ナる

子力の

L

全実指樮売<む以下「保安活動指糎

全に二

用

を及ぼす才

成される結果を明硫にす

にし

彪、要な保

とし ノ

Υ不シメン

ノ
ぐ

て

、



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機楴大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(d)プロセスの

(e)プロセスの運用

壬及び

合は

(D プロセスにノ)いて

し)プUセス及び組

必要な処

この限りでない

用並びに彫

限の明硴化をAむ

(扮責思決定のプロセスにおいて対立が生じた場合には

切に

在的な"づL左特定1/、角"決すること売Aむ

(D 健全な安全文化を育成し、維持寸るための取組を実施する

況を監視及ぴ測定し

(プロセスの変更をAむ)を行う

(5)保

及び粗1定に"、要な資源及び十報が利用でキる体制を確保する

上る

ノロセスを外部委託する場合には

業矛の計画どおりの結果を

る

(6)保安に係る組織は、保安活動の要度に応じて

変更後

に係る組

これには・ヒキュリテ

1.2

メムと整合のとれたものにするマネジメン1 ンス

、1.2、 1

文、化に関寸る要求事項

は

分析する

業幸

帯体系の下に

-A

質マネジメントシステムに関する文書について

(D

,、子炉施設に係る要求事項への」合に唯・を与える保活動の

(2 )

ただし

対策と

(3)規則が要求tる手順

るため

方針及び

a)プロセスの効果的な計画

理する

/ノレY':ニユ

当該プロセスの管理の方式及ぴ程序を明確にし

監視測定tることが困

1.2.2

図面瞥を含む文書

子力の安全に係る

カ、ノ〕

ト許画を策定し、維持寸る

子力の安全が硴保されるように

目樮

有六性を維持するために

(a )

化)保安活動の計画実r

(C )

アノレ

Υネジメントシステムの滴用 B囲(

(d)

篭源の適切な配分を行う

主上■_文^理

な1-r

とが互いに与える潜

備老

法令改正に伴

うマネジメン

トシステムの

追加

マネジメントシステムのために作成した文帯の参照"報

理計画に

祇用及び理を確実に実施するために老、要ど1」断した指示電

(D 保

マネジメントシステムのプロセス鳥の相互関侍

用又は変吏を防止する

保安活動の

(2)保安に係る組織け滴切な

に係る組先は

ノづキ

法を定めた手順を乍成すZ

た根拠等の十報が確認できZ

Q0 発行前に

平価

(b)文

度に六じて作

ノニュアノレとして

理司、

と同様の手続で承認tる

(C)文書の妥当性のレビュー及び見直しを行う場合は

に関司、る事項

ユ」一-i1 るは定j 的に改訂のし、亜性につレ てレヒ

マネジメントシステムで必要とされる文

用組

滴切かどうかの

(38/142)

し

ゾ'.、

の変更内容の識別及び新の改訂

これには

フメント文書が利用できるようマ才

次の事項を

の文

とを<む

点から文書の

文霄改訂時草の必要な時に当該文

む ノネジメン

当性をレビューし

を

の識 1」を確実にする

理し

また

次に易け

対

不j

改訂する場△は

となる実施言門の要

承

な使

成時に使用L

トる

理の方

文 乍成時

を参加させ

ては理事

ナ
L

二
本

7

▲
"(

こ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

( e )

犬態にあ ゛こ

亥当司、る文

q)文書は

(,)

を明確にし

'コロ

(h)廃止文書が誤0て使用されないようにオ、る

生上LI_^

ノネジメントシステムの計画及ぴ

には

の最の改訂

を確実に,、る

し

(D 保安に係る組織は

やすくかつ容易に識別可能な

滴切に識別し

その配付が f理さ才1,ていることを確実に司、ろ

を示すために作成tる記

に識別可能かつ

(2)保

又は

理の方法を定めた手順を作成寸る

変更後

旦_握賞^

5.1 絽営者の関与

に係る組

管理tる

吻な 力

理事長は

求事項への'合及び

ステムの構

可能と寸る

は

旦_2._

必要なとキに

用のために組

の

態であることを

記録の誠別保管保

(a )

魚を明硫にし

(b )

子力の安全のためのりーグーシップを発揮し

(C)要

また

実加及びその

1一を実施する(d)マネジメント レヒ

方針を設定す

必要なところで使用可地な

(〔、)

目キ、が設定されていることを確実にする

が必

これらを何らかの目的で保持する場合

("関係法令・規脚

〆マネジメントシステムの六果的j_用の証拠

力

実にする

管理する

織内に周知する

健全な安全文化を育成し維持する取組に参画できる

と決定した外部からの文

(,)保活動に閼して

が吏用でキることを

安性を1

(h)

る

また

コ;,

の手順保管朔

5.2

(の

的に改

記

して確実に行われるように司、る

求事項を都守すること及び、子力の安全を確保することの1 要性を組

理事長は

加設に対する要求事項に滴合し

子力の安全の

備考

法令改正に伴

うマネジメン

トシステムの

追加

は

にすることを確実にする

で行われる決定力

実に寸7

担当する

してぃることを実証寸るために

読みや寸く

旦●_』"左針

及び

子力の安全の確保t

(D 理事長は

視

壬を持うて

務について理

持することに関寸Z

に関tる

容

仏)組織の目的及び'況に対して滴切であZ

(b)要求事項への適合及び

子力の

持0て関与することを厶む

次に

(C )

(d)組織全体に伝竃され理郎される,

し'泳行tる

かつ

全の硴保について

(0)

げる事項をΥ'た・す

先に立付け

目樮の設定及びレヒ

ロナ、
ロロ

を事キえる

炊の事項を

(39/H2)

のをム'tf

子力の安全がその也の事由によって員なわれないよう

マネジメントシステムの三

壬を持つことを要

組

イ先順立及び説明する

ノネジメントシステムの

σ)

方針を設定する

ーのための十組みを与える

思決定の尓には

に認識さ

的オC改'、・に

これには

壬

六性の継続的な改善に対Lて任を

壬を持って関与司、ることを<む

安全文ヒを

子炉

し維

マネジメントシ
、



0国立研究開発法人日本原子力研究開発棧構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

5.d 計画

旦』"__'^

く^ム

(1)理事長け、保安に係る組織において

事項を満たtために"、要な目樮をAむ

また

実にする

( 2 )

保安活動の、要序に応じて

5.4.2

目

(D 理事長は

は

当たっての割'画を策定する

(2)

フメントシステムの計画Υイ

その達成度が判定可能て

変更後

施寸る場合には

事長は

に文 Lて矛盾なく

1.1項に規定する要求事項を満たすために

合におい、C

(a)変更の目的及びそ才1,に上 0て,eこり'ろ結

毎年1舮

ノロセス

置宣貪1ιt」L
( b )

が設定されていることを確実にする

(0 資源の利用可'昔性

目樮を達成するための計画が乍

管理

( d )

保安活動の

組織等の変更をAむ

5

マネジメントシステムの

目煙(業子

壬者を而じ、ぐ

任及び権限の'11当て

合性が取れていることをレヒ

方針と整合がとれていることを硴実にする

壬

理事長は保

要度に応じて

また

壬及び

壬を持0て

限及びコ

旦上.Ξ_^

子炉施設に対する要求

その変更力

保安活動に係る業

(D 理事

隈

マネジメントシステムの変更を計画し

に係る組先の

ユーウ、^S/

査プロセスを除く

(2)警理責任者、与えられている他の

炊の事項を}】切に

されることを

」性σ殆畦持

を'峰行司、るようにする

マネジメントシステムの実抗に

は保安活動の実施音門の

壬及び権隈をイ、つ

小ることに上り確実にするニエ」一

(ミ1 )

マネジメントシステムの全

備考

法令改正に伴

(b )

(ハ子力の安

のブロセスに氏一十る手順となる文書を定めさせ

ψノ

る

壬及び

(0 組織全体にわたって

追加

)は

ための認識を

旦上●_笠翌宣

ジメントシステムに必要なプUセスの確立

(d)関係法令を諌守する

限を明硴にする

よZ

ジメントシステムの実施

ブ・の"度及び必亨な処ノ、σ)

(D 理事

理者の中から

,二亙」

摩査ブロセスの長を管理

めることを確実にtる

主た

の体牙

は

は

実

(a)業手のブロセスが確立され実加されるととtHこ

任と関わりなく

この場

その

理

安全文ヒを育成L

(b)業矛に従事する要

必要に六じて

理者に

QO/H2)

者を壬命寸る

壬及び

況及び改

限を文

それぞれの

る業

理者に代わり

壬者として

の必要性の

維持

蛸係する要

実施及び維持を確実にtる

に

でn

の

ることにより

し、ぐ

業

j,'において次に示す

にする

また本

無について

力

次に示

別

子炉抗設に対する要求事項についての認識を高める

(臣、

のプロセスを

子力の安全を、保す才

理事

壬及び

に

限を与ることを

効性を1

止司一

理・,1、る

的に改'・する

壬者を

実に

ン
のム

、
鬼

ソ
テ

、
不
ス

マ
シ、

う

▼
ず

不
才

ノ
マ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措霞計画新旧対照表(下線部分は変重部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(C)成果を

(d)健全な安全文化を育成し

(e)関係法令を

(2)管理者は、前項の責壬及ぴ限の範囲において

発

む業'の実施

(a )

し

玉工_

口
ロロ

(b)要

炊に

守する

目1亜を設定し、その目樮の'、

(C )

(d)要

げる事項をb実に実施する

力

況につい、(評価す、'Z

子力の安全に係Z

(e)要

子炉施設の保安に関する問題の報告を行えるようにする

生持司、る組織邸左促進tる

子力の安全に

( 3 )

変吏後

に

を捉えるため

常に問いかける迭勢及び"・する

理者は

力

5.5. d

rべき分野

極的に業子々の改

理事

内部コ

1る

思決定の理由及びその内客を

マ不ジメントシステムの

は

年1回以上(度末及び必要に応じて)

に係るイ、のをイ'む

識を向上し

況を確認すろため、業'の実施:'況を彫

5.6

ユニニケ^ション

保安に係る組織内のコミュ怠ケーシ

5.6.1

が行われろことを確実にする

子力の

マネジメントレビ 二1^

^

(D 理事

に対する貢献を行えるよ

カ、ノ)

全のためのりーグーシ

を確実にするために、年1回以上(年度末及び必要に応じて)、マネジメントレビューを実施

する

(2)このレビュ

勢を定着させるとともに

)を実施する

は

子・力ぴ〕

5.6.2

効性を評価し

じて

関係する要

マネジメントシステムの変更の必亜性の評価も行う

'亨理

ノネジメントシステムカ

ーノネジメントレビューへのインプット

(a)内部彫査の結果

互釜ノ'、び)

子炉施設の

(W 組の外部の者力 【コ 0)

壬者は

では

(C)保活動に明司、るプロセスの成果を<む実施

備考

法令改正に伴

プを

に確実に伝達する

(d)使用前事業者検査及び定事業

阻みを

自己評価(安全文ヒについて強化

たに取り組むべき改

ンカ

唄1 定す

トシステムの

追加

フメントレビューへのインプット竹報としてy升、

主検査笠四枯墨

井Yネジメントシステムの改

要

R0 安全文化を脊成し維持tるための取組みの実施

マ不ジメントシステムの

極

に行われることを

が

(D 関係法令の都守

に係る自己評価の結果を<む

(,)不

1キ統キ滴切て

極的に

(}1 )

( i )

見

グ)お姥4寺

合並びに

」回主でのマ

(')改

口
ロロ

(10 資源の妥当性

マネジメントシステムに"".を及ぼす可能性のある変更

実に

妥当て

吋『のためのす

亥1性に関寸る

況

正処賢及び未然防止処

(4νN2)

の杉会の評及ぴ

る

ジメントレヒ

査(以下「使用前事業者検査等

カ)ノ)

ま

況(

ナであること

ーの結

次の事項をAめ報告寸る

目

方針を<む

0〕

ぴ〕

況(安全文化について強ヒtべき

況

成

る処

兄を<む

と、

況のフォローア

ノ 並びに自

ノ

野

うマネジメン

才テえるよう

トレビューを

るJ
一

よこ

一

ミ

ノメノ¥マ
交

ナ

杵

ル
又胸



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措睡計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(D 保安活動の改'のために実施した処

5.6.3

a)理事長は

マネジメントレビューからのアウトプット

ーめ

( a )

化)業矛の計画及び実所に

管理

(C )

(d)健全な

ユーのアウトプットには1ネジメント レヒ

マネジメントシステム及びそのプロセスの

(e)関係法令の薄守に関する改

壬者に老、要な改

(2)マ不ジメント

フメントシステムの実マ;r

( 3 )

生_童^

6.1 資源の確保

全文ヒの育成及び維持に関する改

理

変更後

壬者は

の

保

を;ヒ示司・る

ユーの結果の記.を作成しレヒ

おい、ぐ確保する

六J性

に係る組織は保安活動に必要な炊に

}、る保安活動の改

(D 人的資源(要

(2)インフラストラクチ,ヤ(個別業務に彪、要な施設、設備及びサービスの体系)

一項で改

(3)作業環境

性の維持及び1

(のその他必要な資源

6.2

の指示を受けた事項にノ)いて必チな処

6

次の事項に

六性の改

2

人的資源

d)カ

a)保安に係る組

一般

的な改'のために必要な資源

保

(2)保安に係る組

こ才Lを

に係る組'体愉を,保する

ナる決定及び処

(3)外部へ業務を委託することで要

C

理司、る

力

6.2.2

げる資源を明確にし

することを硴実にする

は

のある者を充てる

(D 保安に係る組

力量●女六

1.2.4 参照)

の要

子力の

備考

法令改正に伴

うマネジメン

トシステムの

追加

を

(a)保安に係る

実に実施する

(b)必要な力量を確保するための

を行う

には

(C)教育

全を確実なものにするために必軍とする要

((1)要

訓練及び認識

業

それぞれの

安全に自らどのように貢献しているかを認識寸ることを確実にすろ'

は

(〔0 要

に必要な

が

要員の力量を確保寸るために

務に'事司、る要ワに必要な力量を明確にする

11練又はその他の処

業矛の計画及び実施

フ.1

と確保寸る場合には業務の

口
ロロ

の力最及び_育

a)保

業務の計画

限及び

目粳の

業予に吃、要なプロセスの計画を策定する

(2)保安に係る組

川練

に係る組織は

壬に

成に0けて自らが行う

Q2/H2)

=^

の有効性を評価tる

能及び経験を判断の根拠とし

川純又はその他の処

1畔又はその他の処

保安活動の

は

子炉施設ビとに運

を明硴にし

個別業矛の計画と

必要な力

^

要度に応じて

のイ.つ.、味と

についての記録を乍成し

を行う

を明

理

に

次の事項

施設理

マネジメントシステムのその他のプロセスの

性の認識及び八子力の

管理する

ト物 の管理 について

t

育



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

要求事項と整合性(業一の計画を変更する場合を<む)を確保tる

(3)保

のについて個別業孑への滴用の程倍とその内容を明

(a)業デの計画の策定又は変更の目的及びそれによって元こり

に係る組織は業務の計画の策定及び変更にあた

却の程度及び必苧な処

(b)業
Y

(0 業矛

(d)

これらの合、判定井準

(〔・)

^

子

子炉施設に対寸る

に必要な記録

Q)保

子炉施設に特なプロセス及び文帯の

手力

子炉施設のための使用前事業者,査

上二史丕」

変更後

i.2

を厶む)

に係る組織は業〒の計画を個別業〒の'営方法にj した形式て

子炉施設のプロセス及びその結

i.2.1

業手

保安に係る組

業子

(日)業矛

目樮及び要求事項

子炉施設に対寸る要求事項に関するプロセス

山)明示されてけいない力

(C)組織が必要と判断する追加要求事項

子炉施設に対する要求事項の明確化

2.2

(D 保

にtる

ては

業〒

は

子炉施設にE 竃tる法令

は

(2)保安に係る組織は業務

次に

に係る組織は

次の事項のうち該当tる1

その要求事項左適用tる前に実施する

立の必要性、並びに資源の提共の必要性

子炉施設に対する要求事項のレヒ 二1 、^

て硫認司、る

が要求事項を減たしていることを実証tるため

げる事項を

(a) t 手

キ証

る絶

(b)業務

し

"当性確 訂

業

(0 当該組哉力

(、子力の安全への

(

(3)保

ハ子炉施設に対する軍求事項が定められている

決されている

求項として明確に寸7

ユーを受けてとられた処晋の記録を作成しレヒ

子炉施設に

(■保安に係る組織は業〒

子炉施設に彪、要な要求事項

に係る組織は業矛

、子炉施設に、する要求事項をレビュ

"要求事

庠見び測定並びに

文書を改訂寸る

備考

法令改正に伴

全工_

2.3 外部とのコ7

^

定められた要求事項を満たす能力をt,つている

子炉施設に対する要求事項のレビューでは次の事項につし

トシステムの

追加

}、る要求事項が以前に提示されたものと

保安に係る組織は

るため、効果的な方法を明確にし、これを実施する

かりや司、いもの

フ.3

フ,3.1

主た

設計・開発

子炉施設に対するチ求事項のレビューの結果のヨ己二及びその

(D 保安に係る組

ユニケ^ション

変更後の要求事

設計,開発の計画

子炉施設に

には

囲墜空貪女」

(2)保安に係る組織は

子力の安全に関して組織の外部の者と適切なコ

,、る

(43/H2)

施設

ナる

が周'屯する要

は

こσ)レビュ

理寸る

求事

ソフトウェア及び

子炉施設の設計・開発の計画を策定し

なる場合には

1' 2.、1 茂照)

が変更された場合には

窒ヨ十

に理

開発の計画において

されていることを確実にt

それにつ

子力の全のために

関庫tる

ユニケーションを図

炊の事項を明石にする

要な手111一書¥に珂tる設計

理寸る こグ)設計 剖発

マネジメン

ル
又

う

一
ず

ミ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(a)設計

(b)設割

(C)設計

(d)設計開発に彪

(3)保安に係る組,先は効果的なコ

開発の性

開発の各段

するために

型土旦工_

(4)保安に係る組織は

開発に関する部・及び要

フ.3.2

期鳥及び雑さの程度

a)保安に係る組織は

に適Lたレビュー

設計・開発へのインプット

な内部及び外部の資源

Ⅸ計

L

(0)機能及び性能に関する要求事項

(b)滴用可能な場合は、以前の類似した設計から得られた情報

開発に開与する関係者(他部

変電後

理寸る

(C)適用される法令・規制要求事項

(d)設計・閉発に不可欠なその他の要求事項

(2)保安に係る組織は

σ)

窒言十

1.2' 4 参照)

フ.3.3

任及び権限

ユニケーションと

求事項は

正及び

開発の進行に応じて

(D 保安に係る組織は

子炉施設の要求車項に関

設計・開発からのアウトプット

のインプットと

当性確認の方法並びに管理体制

漏れがなく

る前に

(2)保

インプットには炊の事項を<めろ

(0)設計・開発へのインプットで与えられた要求事項を満たす

を含む)問のインタフ=ースを運営管

これらのインプットにノ)い、(

壬及び

(b)翻竃、業務の実施及び、子炉施設の使用に対して適釖な情報を提供する

承認をする

に係る組哉は

化)関係寸ろ

策定Lた計画を

あい主いではなく

フ.3.^1

(d)安全な使用及び正な使用に不可欠な

比した

限の明確な割当てを

ル斗

(D

1、るインプットを明硫にし

設計・開発のレビュ

開発からのアウトプット(機器の仕様撃)は

たとおりに体系的なレビューを行う

安に係る組織は

設計

(0)設計・開発の結果が要求事項を満たせるかどラかを評価tる

査及び試験の合

(b)問

(2)レビューへの渉加者には

切に変亜tる

開発のアウトプット(器等の

カ、イ)

代表する者及び当該設計・開発に係る

備考

法令改正に伴

(3)保

を明確に1

その適釖性をレビューし承児する

実に

相

した形式により

フ.3.5

を乍

トシステムの

追加

■ルヨ十

j、ることがないようにする

に係る組哉は

(D 保安に係る組織は、設計・開発からのアウトプットが、設計

定 d4を厶む力

記

窒ヨ1

し

開発の

必要な処

与えられている唖求事項を満たしていることを実に寸るために

を乍成

を実施寸る

開発の

化)設計

理する

理する

子炉施設の特性を明確にする

(3)保安に係る組織は

切な段

レヒューグ)

を提案tる

フ.3.6

成上」笠型邑^

証

又はそれを参照している

様

開発の

主た

開発のレビューの結果の記録及び必要な処

において

a)保

'窒言十

は

ルユ十

(小νH2)

炊の段

象となっている設計

証には

門

に係る組

次σ)

開発の門当性硫詔

次の事項を目的として

開発へ

を<める

に進め

ルヨ+

豊とする

設計者P 外の者又はグループが実抗寸7

は

開発の証の結の記録及び老

開発段

開発の

計画され

に関

果として1゜られる

があれぱその9巳

開発へのインプットとして

上る部

十画されたとおりに

を

な処があれぱその記

子炉施設又は個別

証

を乍

矛力 規疋さ

マネジメン

証を行

十ヨ
ロ

う

)

設

十"ロ
ル
又



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

れた性唯、指定された用

るために

炉施設の設

用を

(2)保安に係る組織は

十画した方法に

るに当たり

始tる前に

偽)保安に係る組織は

の後でなけれは

フ.3.フ

録を成し

(D 保安に係る組織は

又は

斐丑十

あらかじめ

妾計・開発の"当性,認を行う

氾

化)保安に係ろ組

図され,た用

実行可能な場合はいつでも

て

変更後

開発の変硬

"'理す、る

を作成し

更を実施司、る前に承認、する

当性確認を行うことができない場合け

(3)保

設計

註窒言十

斐計

を構成する要素(オ料又は部品)及び関攻する、子炉加設に及ぼす影如の評

(村保安に係る組織は変更のレヒ 二ι^

開発の"当性確認を実施する

に係る組織は

に係る要求事項を

開発の妥当性・認の結果の記録及び遭、要な処

理

開発の

あれぱその記録を乍成L

Ξ1_遡達

フ.、1.1 羽達ブU 'セス

は 変更に対して

開発の変更を行った場△は変更内容を誠号小上るとと

当性

(D 保

設言十

忍を完了する

子炉施設を使用又は個別業

(2)部長及び課長は保活動の

たい9ることを確実にす

幸

に係る組

"発の変更のレビューにおいて

と程度を定める

求事項に這合寸ることを確実に寸る

レビュー

入手し

ただし

当該、子炉施設の使

及び程度を<める

理する

(3)保

は

当該一般産業用工

調"寸る'品又は空矛

して

a)保

当1亥

正及び妥当性確

に係る組織は供給者が要求事項に従って胴逐

(5)保安に係る系且織は、供洽者の評価の結

正及び

これには

供給者を評西し選定する

ぱその記録を作成し

に係る組織は

があれぱその記

備考

(6)保

法令改正に伴

を実施す

当性

又は'軍用に'Z

一般産業用工業

トシステムの

追加

その変吏力

に係る組,は

を

と共有寸る場合に必要な処

度に六じて

1.2

忍の結果の記録及び必要な処

が要求事項に適合していることを確認でキるよう

(D 保

切に行レ

以下「調竃蝉品

調'一製

は

要求事

(a)製

その

に係る組哉は

な保

当該ハ子炉施設

炊の事項のうち該当する事項を<める

(b)

共給者及び調

理司、フ

その変

七調

( C )

また

の供給者の選定、評価及び再評価の

切な調'・の実"に必要な事項(、

を行う

に係る

(d)不i 合の報告及び処理に,司、る要求事

業手の手順プロセス及び設備の承認に剰寸るチ求事項

(■安全文ヒを育成し維持寸るための活動に閉する'Z、要な要求事項

の力最('格性をム'む)確認に関する

ナる場△は

必要な場合には再評価司、る

(f)ー・般産業用工

マネジメントシステムに関する要求班項

という')が

術イ報を取

凋

a5/H2)

1こ閼する方法を<む

の記録及び評価によって必、要とされた処

製保

力

に

を供給する能力を半Ⅲ析の根拠と

合者から必要な1

に関寸る要求事項t

{された

小る

上るための方法及びそれらを他の

を機器等に使用するに当たっての評価に叱、亜な要求事項

理の方式

)を定め才

'1「ロ
ロロ

理の方法

世を定める

を

の調'、後における

様琴にて明確にし

求事項

があれ

子炉設.者

,持

必要な場△に

うマネジメン

理す

斐
る

子

1丑
口



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年10月30日認可)

し)その他調逵物品隼に関し必要な要求事項

(2)保安に係る,且

使用前事者検査又はその卯の活動を行う際

の立入りに関寸ること<める

(3)保安に係る組,先は供給者に調遂製品邸に関するt 報を云逮司、る前に

事項が妥当であることを確実にtる

(田保安に係る組織は、調達製

は

求事項への適合、'況を記録した文書を提出させる

1.3

前項に加え

a)保安に係る組織は、調達梨

調j 糾

るために

化)保安に佐る組

変吏後

凋

調

三上__業^

の

必

契

辺

証

な

のりりース(出

保安に係る組織は

のヂ求事項と して

個別矛の管理

巳には

査又はその他の活動を定めて

aづ工.

は

(a )

子力

共'合者先で

(b)必亜な時に

次の事項のうち該当tるt,のを<む

ナる場合には調達製品曾の供'合者に対し

子力施設の保安のために必、要なイ卞報が利用できる

(C )

力

制委'会の

(d)酷見機器及び担1定器が利用でキ

規定した調Υ要求事項を満たしていることを

(■彫見及び測定が実施されている

許可

切な設

供合者の工場等に才 し、て

a')業子のりりース(炊工程への 1渡し)が規定どおりに実施されている

正を実施することにした場△には

フ.5.2

別業手の計画に従って業

の方法t

乍業手順が利用できる

を使用してい7

(D 保

による当該工場

個別・矛に綱するプロセスの妥当性確認

又は浸1定て

証を実施する

に係る組哉は業手実施の

イ丁ワ

規定した調達要求

チ隶事項の中で明確にする

セ)保安に係る組織は妥当性

セスが<まれる

これらのプロセスには

三上_を室証コ1」

備考

(3)保安に係る組織は

証司、ることが不可能な場合には

法令改正に伴

、、、

(心保安に係る組織は

理された"態で実施する

使用してい7

調達要

理の方法を明確に・J、る、

追加

■)プロセスのレビュー及び承認のための明硴な基池

その

(b)'C当性・認に用いる設'の7 認及び要

(C)妥当性確認の方法

証の

実にす

フ.5.3

(d)記録に罰寸る要求事項

程で

業

a)保安に係る組織は、業務の計画及び実施の全i。程において適切な手段で業

果として生じるアウトプットカ

が実施されてからでしか不具合力

識別管理及びトレーサビリティ

当性確認を行0た場合は

認によ勺て

これらのプロセスについて

ひ

の

(2)保安に係る組織は

態を識別し

その業デの該当す、るプロセスの妥当性確

窒にノ)いて

理された

Q6/H2)

これらのブロセスが計画どおりの結果を出せる

理寸る

の識別をし

そ d)糸吉

トレ

次の事項のうち該当寸るイ,のをムノVた

の力最の

それ以

サビリティが要求事項となっている場合には

在化しないようなプ

の記録を乍成し

コ, の記

の彦見

認の方法

を

と

理,、フ

理する

ぎ,

子炉施設

、子炉 1

ン
の

メ
ム

ジ
テ

ネ

ス

マ一
つ
ト

を



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

i.5.^1

a)保安に係る組

組織外の所物

につい、(

7

成上」簀理土^

保安に係る組織は

事項への適合を維持した"態のまま保存する

凋} 0辺

当該機器

竺保謹宣金^

1:1

な才

の保存

組外の所物のうちハ子力の安全に'り'.を及ぼす可能性のあるもの

フ.6

に対する識別や保護など取及いに注

保

(D 保安に係る組織は、業

摩見機器及び測定器の管理

変更後

は

施すべ'

に司、る

(2)保安に係る組織は

製

取

の検収後

が実施できることを確実にする

(3)保安に係る組織は

予

見及び浜定を明 Lにする

し

受入から据付、使用されるまでのr

(a)定められた佑隔又は使用前に

に¥

次の事項をぱたすようにする

て校正又は検証寸る

記録し

用・'1、る

この保チには

(b)機器の調整を司、Z

子炉施設に対する要求事項へのj 合性を実証するために

彫視及び測定の要求事項との整合性を硫保できる方法て

(C)校正の

をιル

(d)測定した結果が無効になるような操乍ができないJ

管理する

(〔゛取及レ

測定値の正当性を保証しなけれぱならない場合には、測定機器に罰

(■保安に係る組織は

必、要に1七じて記録を乍

また

識別夫示

測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評イし

熊が明確にできる識別をする

そのよう九

1.2.'1 参昭

(5)保安に係る組織は

そのために必要な

また

保守及び保

'旦"_

(6)保安に係る組織は、規定要求事項にかかわる

又は必要に応じて再語

取及し

その機

玉際又は

使う場合には

備者

法令改正に伴

達

準が存在しなし寸号合には

定がでキることを確認tる

測定機器が要求班項に'合していないことがU1明した場合には

包装、保管及

において

及び

8

トシステムの

追加

〔計最木、準にトレース可能な計木、弛に照らし

評価及び改善

を要求

8.1

見雙器及び祖1定器を明

,

(D 保安に係る組織は、必要となる呼視測定

女見機器及び漫1定噐の

ー.

を受けた

才件及び劣ヒLない上うにイ護する

トウェアを組み込ノνだシステムカその塁ンピュータ ノフ

浪1正

よZ)

(2)監視測定の結果は、必要な際に

理者

ず

力

旦上^

])

丈正又は

実

8

見及び測定

をAめて改'の必要性方針方法邸について

「8

子炉"設に文して

この確認は最

改善

組織の外部の者の

q7/1'12)

正及び

記録する

正に用いた基準t

に従って計画し

見及び損定にロンビュータソフトウ

正の結果の記

に使用司、るのに先立って実施司、る

j 切な処

見

分析

要が利用できるようにする

実施する

を行う

平価及び改

そσ)

L

なお

図した

理司

改

のプロセスを「8.2 臣会

J、るプロセスをAむ

のフロセスには

見及ぴ漁

/を

関係する

及び

メン

会

、マ
、
つ

るナこ

を



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機楴大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年10月30日認可)

(D 保

て

いるかについての情報を外部コミュニケーションにより入手し

に係る組,、は

(2)保

子力の安全を竃成Lているかどうかに関して組織の外部の者がどのように受けとめて

8.2.2

ための情報に反映する

(D 理事長は

に係る組

内部摩査

め

部・査を実施さ・せる

毎作庶1回以上

ジメントシステムの成果をAむ実施ψ不

(a)本

は

(b)実ナ性のある実施及ぴ実奏性の維持

(2)理事長は、内部・査の判{

前項で1 られた1 報を

(3)理事長は

変硬後

ジメントシステムの炊の事項が満たされているか否かを確認するたマη

管理計画の要求事項

選定司、るとともに

内部監査の対象業務に関与しない亜

の実効性を維持する

とレ

し内部摩査を行う

内部彫査の対

臼)監査プロセスの長は

ノ

部摩査の実施において、客観性及び公平性を砿保する

(5)

)び)

し

・査プロ・ヒスの長は

部彫査をさせない

(6)理事長は

内。膨査に関司、る

・マ不ジメン 1 レヒ 二1 '^

準

となり写る部門個別

及ぴ_、要性並びに従前の・査の結果を

悼理について

また

1兄の預1定のーつとし

(フ)

・七査、象

臣白

(8)内部降査の対

摩査プロセスの長は前述の本計画を受けて実施計画を

査プロセスの長は理那

サ、る

内部・査を行う要

畔査に関寸る計画の作成及び実施並びに

壬を有する管理者に内部

見された場合には不'1合を除去tるための措及び正処

度方法及び

により

8,2.3

内部畔査

本計画を策定し

その

当該措

(D 保安に係る組織は

による改

ノロセスの摩;及び測定

壬及び権限並びに酷査に係るチ求事項を明確にした手順を定める

'査プロセスの長に内

d)

に自らの別業'又は・理下にある

プロセス

この陛見及び規1

備考

に関司、る1 報をAめる

法令改正に伴

として選定された

証を行し

(a)彫視及び測定の時期

(以下「内部監査

壬を定める

0)

(1〕)

実"させることにより

(2)保

に肥査結果を報告し

追加

元視及ぴ粗1定の結果の分析及び評価の方法

その他の

査結果を'石知司、子

ι、して内部・査の、魚を

(3)保安に係る組織は

ぐ

それらの結果を摩査プ「 セスの

に係る組

保活動指煙を用いる

σ)

左達戈す

(■保

魚には'器及び保活動に係る不」△についての金ヒすべキノ野

ノネジメントシステムのプロセスの陛視及び測定を行う

に武じ

とレ つ

まオ

じて

査

(5)保安に係る組織は

以下

は

壬を

に係る組織は、プロセスの監視及び測定の一況について情報を共有し、その結果に応

内

能力があることを実証司、るものとす、る

果の報告並びに記の作成及び

8.2.、1

内

プロセスの彦

保安活動の改善のために必要な処

には

)の選定及び内

見及び粗1定の方法には、炊の事項をAめる

彫査の、象として選定された3

とる管理者は

.査

別子に関tる内

a8/H2)

ノロセスの酷及び測定の方法により

当該ブイ上セスの問頁を特定L

査及び試験

定

及び測定の実施に当たり

に報告寸、る

を

前項において不}合が発

十画どおりの浩果力

牛なく。じるとともに、

を行う

ヨ切に

成で

保活動の

ノロセスが計画どおりの結

修正及ぴ正処_を行

ない又は

要

成でキないおそれがある場△

ン
のム

ソ
テ

ネ
ス

マ
シ

、
つ

、



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(D 保安に係る組

業矛の計画に従

(2)保安に係る組織は

(3)保安に係る組織は

又は自主検査¥の結果に係る記

記録を作成し

(0 保安に係る組織は、個別業務の計画で決めた

は

て

亥機器等弌

子炉施設の要求事項が満たされていることを

画に定める手1 により7'認する場厶は

滴切な段

(5)保安に係る組織は保安活動の要度に応じて、使用前事業者査,の中立性及び信頁性

査及び試験の合否"1定

管理する

が員なわれ,ないよう

リリース(次工程への 1渡し)を正式に許可した人が特定できるよう

変更後

子炉施設を通転、使用しなし

また、自主

8.3

で使用前事業者査等又は自主査

a)保安に係る組

不適合管理

をイ成し

用されることを防ぐために

(2)保安に係る組織は、不適合の処理に閼する管理の手順及びそれに関司、Z

め

査寸る要.の独立性を硴保寸る

(3)保安に係る,且織は

池への滴合の証拠となる使用前事、者査

管理司、る

これを

(a)不

(b)不適合にノ)いて

は

当該業務や機器邸の使用に閏すZ

この限りでなレ

業デ

ただし

理、す' Z

合を除夫tるための処

査及び試験が支障なく完了寸るまでは

(次工程への 1淀し)又は合格と判定司、ることを正式に許可する

(0 本来の

証するために

(d)外部への 1渡L中'又は業務の実施後に不適合力

の独立性については

子炉施設に対する要求事項に適合Lなし

を実施する

釧又は'己こり'昇r

当該の木限をイ、つ者力

それらを識別し

(心保安に係る組織は不適合を除夫・とるために修正を施した場合は要求事項への適合性を

次のいずれかの方法で不

実証寸るための

図された使用又は'用ができないような処

(5)保安に係る組織は

あらかじめ定められた手順により

d)記

別

8.'1

備考

を作成し

法令改正に伴

うマネジメン

トシステムの

追加

a)保安に係る組織は

テータの

理することを確実にする

これを弛用司、る.

に

証を行う

た

限をもつ者力

別業デの計

して

データを明

合を処理する

析及び評価

不i 合の性

から得られたデータ及びそれ以外の司地't 報源からのデータを<めZ

質マネジメントシステムの

(2)保

当

理す才

切な処

トる改

Q0 組織の外部の者からの

に係る組織は

特別採用によって

況が放

にし

(b)業テ

をとる

子力の安全に及ぼす

の記録及び不適合に対してとられた特別採用を含む処置

( C )

質マネジメントシステムの

のための情報を得Z

(d)供給者の能力

それらのデータを収1 し

出された場合には

8.5

壬と

され運

正処

をと Z

子炉施設に、する要求、項への3 合性

改善

前項のデータの分析及びこれらに基づく評価を行し

限を定

(49/H2)

の機会を得ることを<む

その使用

」性の継'的な改・の可

見の傾向及び特'その他,析より写られる知見

大,評

その不

リリース

切性及び有亥性を実証するため

分析する

し

合による

プロセス及び、子炉加設の特性及びイ向

この中には

性を評価するために

見及ぴ測定の

ま

適切な

次の事項に詞庫

J行ゾ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

旦』旦^

保安に係る組

及びマネジメントレビューを

笠曲E壁萱t^

旦上竺_^

a)保安に係る組織は

は

再発防止のため

'旦之」

(2)白正処置の彪

方針

(a)不

化)不滴合梦の

(0 頴似の不j 合"の有無又は当該不適合が発生する可能'性の明確化

変更後

じ、ぐ

(d)彪

原子力の安全に及ほ'すグに応じて

rJ

(e)と0た是正処の有効'性のレヒ 二王^

目キ

(3).g、羣石に1七じ

出された不滴合及びその他の事魚(以下 f不適合竹

のレビュー及び分斤

性の評価及び実施について

な処_の決定及び実"

(a)

摩査結果、データの分

マネジメントシステムの

(b)

因の特定

(の,、子力の安全に及ぼす'飢,が大きい不'合に関して根本的なハ因を究明司、るための,析の

十画において決定した保安活動の改
口

手順を

(5)全ての目正処し.及びその結果に係る記

ジメントシステムの変更マオ

次の事項を

(6)保安に係る組

立し

の刀

(力保

実杭司

似tる事象を抽出し

に関司、る手11 を<む)を定め

8

次に;げる手11 により行う

/X
^

に係る組織は前項の手順に基づ六

ナる

正処

性を向上させるために継

不適合やの

3

(D 保安に係る組

商切な処

1土

末然防止処

前項までの不'合等の白正処麗の手順キ艮本的な

る不'高合の

未然防止処

(a)起こり1、る不」合及びその

のために実施した処の変吏

(b)不滴合の発生を予防tるための処_の必、要性の評

因を除夫する是正処置

(C)必要な処

(d)とった末然防止処

(2)全ての

析を行、

とレ、う

備考

法令改正に伴

電

は

(3)保安に係る組

"に1七じて

を作成し

トシステムの

追加

) d)

子力施設及びその他の施設の運転,士験隼の知見を収

これを管理する

の決定及び実施

その結果から類以事

然防止処及びその結果に係る記金む

複数の不}1 合一の1 報について

炊に

理寸る

の有衣性のレ七 二L 」一

は

因についての調杏

げる手順によりj

前項までの末然方止処

に共

(50/N2)

因を究明

とる

な未然防止処

因が認められた場

必要により類

るため

の手順を定め

成し 理する

し 起こり'昇

これし 理,、る

うマネジ

ノ^

ン
、
風

y

ノ

ノ行



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変吏部分)

変更前(平成 27年]0月30日認可)

紬

1鳥丁,VM 丹餓

＼、

H1心轍XI＼"

'＼

部処

V

女卿 屑瞥野

松健

§X~

X

.'・'、・づ・、、',・'ゞ.・・.グ1,1ツ 1井工ι1

,. 1.

匂

L^

(削除)

.,_"i

1.、J"'"'

W゛"1忠傘"〒,鴫像¥'N

イ"1'1 醒11述時、一電¥、洪魁

変更後

酬1

隱ミミ 対綬範畷

伽作で象範鴎

ノ

備老

本文五項へ移

動したため削

除

(5νN2)

f
 
1
!
ー

ノ
一

4

ノ

.
、
い

＼

、
『

踊



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変亜前(平成 27年10月30日認可)

二郡丁西騎

毅熊聡W1包於イ靭"糊"

(52/H2)

諾定工
r司、 汚t゛な1詰

DP タンケ'守

■

ーーーーーー^1^ー、北

fi-11_
・司一",

必,"②
Ⅳ告廃鞭嫡股(釣読mη

一階平所N

三ξ支ilE

室桑玲

礁綴京

分苅肢

、、ーー刀旦

註ヨカ

{A〕

(削除)

北

1区j"丁◆1
地1器T露,長1

■
1、'

N八腕交盆1_、荊
1玉'?管刊1弍蛾

{¥JN晦染鍵h役には、放川十1.固体焼爽物を]m■が器、 900 りソト JI,ドラノ、al、 20 U 川、1{,

ヘール缶容にIN納L"た状態 e侭管・1 る。保管焼井リ愈伎ωラち,泌東物似挑纐には,熊斗、1+1

冊Hホ屍乗物を 20 リ・・,トルペール細に収ぎ冉した状態で保丹司ム。 3 翰所υ.〕似管肺粂卦゛に、

てに ln゛下;器邑讃いた場合は約斗7 似、 2UO ,トノト 1トドーノι、Ⅱin嶋介;、1約 IR5 永で'島心、

鬨2 管理区域の速囲及び保鴛¥兇棄施設山位羅

区ヨ匪図歴翻
第一種
誇理K駐

変更後 備考

本文五項へ移

動したため削

除

]
ー
]
{

、

＼
＼

戚寧

ゞ
゛
ウ
ノ

コ
ア
ル
〆
ビ

繊
、
・
〒
>

一
ぞ
ー

「
.

"
属
上
班

、
タ
D

N
札
ー
ヨ

上

ナ
仙
地
鞭

「
UL ド

ノ
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原
子
小
態
鯵



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

ωド兇開允N

本文五項へ移

動したため削

除

(削除)

゛

(53/142)

尻 3 嵯止出置雛」、隆C」代世

変亜後

脆

備考

〒
・
.

一
斗

則
●

一
七

於
械

蔀
星



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変硬前(平成 27年10月30日認可)

揮

・:・:

(54/H2)

原子炉本体弊の解体撤去

備考

原子炉本体及ぴ計瀞刷"御系統施設の解体微去

燃料の搬出

原チ炉建屋等の解体撤去等

核燃料物質取扱施股及び貯蔵施股の解体撤去

原子炉建吊等の除染

炉室、燃料貯蔵廊等の督則区域解除

、

:::

・:

1放射性液体廃棄物の搬出終了哩荘荘
^゛^..^●^... E ^軍.^、^J^、.'.'.'.'.'.

王

^.'.^、^J.'.'.

(削除)

液体廃東物廃棄股備の解体搬去

:、

鞍¥
:::::

・・・・・,1',...,゛".

本文九項へ移

動したため削

除

掖体廃棄物廃棄設備の管理区域解除 1別:辻診

:・H÷:・:・:

変更後

ー:゛、

丸 :÷ ,..

:・H÷H÷H

放0、j性周体廃東物の搬出終'」、「王:1

:1: :・H・:÷

・:

:::::f

,.

気体廃廩物廃東施股の創休撤夫

空、

固体廃鷹物廃東設備の解体撤夫

..、.、..

ー..ー.,.ーー゛

汚染の除夫の終、f

:・:、:・:

気体廃来物廃柾施設の管理区域解除

,.~、.4,1三●.^

・:・:÷

図4 汚染の除去の主亜手順

:・H

原子炉建尾等の解休

・:・:

丁.T;:ここ

.
、
:
ゞ
す
、
、
.
■
闇
一
1
、
.
■
.
 
J
ζ
、
.
、
.
●
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●
1
.
、
.
一

一
.
一
.
一
.
一
.
一
.
一
.
一
.
一

=
=
,
、
.

.
一
.
一
.
一
.

粍

放
射
能
濃
座

■
■
冒

妾

黛
本角設

一
.

一
.
闇
,
■
.
●

.
一

峡

一
.
一

鴬
一
.
一
.
一

爪
水
介
庫
及
び
D
P
タ
ン
ク
ヤ
ー
ド
の
解
休

.
■

能
濃
度
の
測
定



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

昭和 d3年11月8日

許可年月日

変更前(平成 27年10月30日認可)

表1 設置許可及び設置変更許可の経緯

昭和'16年7月8日

昭和d7年5月2日

昭和、17年7月27日

d3 原第 5659 号

許可番号

昭和 49年10月8日

46 原第 5031 号

昭和 51年1け} 16日

Ⅱ原第"00号

昭和 52年8月3日

47 原第 7479 号

(設儷の許可)

昭和 55年1月14日

プノレ 1、ニウム富化燃料(0 5心V/0

PUO',UO゛の使用

四原第舶69号

許可の内容

昭和 58年10月25日

51 安(原規)第 167 号

実験用二酸化ウラン燃料の使用

昭和59年3月1日

ブノレトニウム富化燃料(0,87W/0

PUO0・UO0)の使用及び燃料体昇温

芙置の使用

認安(原規)第 2Z6号

昭和 62年9月29日

54 安(原規)第 170 号

燃料槐混合型燃料体使用

平成元年7月31日

58 安(原規)第 191 号

60本燃料体使用

(削除)

平成 5年 d 月28日

59 安(原規)第 30 号

多数本クラスタ燃料体使用

平成7年9月28日

62 安(原規)第 235 号

36/卯燃料築合体、防振板使用

平成17年8月2日

元安(原規)第 349 号

ポイズン急速庄入装儷の追加

24.2Cm ビッチグリッド板

36本燃料集合体の使用

5安(原規)第認号

7 安(原規)第 291・号

36 本軸方向畜化座分布付ガドリ

γ入り燃料築合体の使用

変更後

16 諸文利科第 3450 号

実験用二酸化ウラン燃料集合体用

ガドリニア入り燃料棒の使用

未酸界度測定機能の追加

耒蕗界度測定実験範囲の拡大

使用済燃料の処分の方怯の変硬

備考

本文四項へ移

動したため削

除

(55/N2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

届出年月日

平成 H 年1月21日

変硬前(平成 27年10月30日認可)

平成M年2月4日

平成 14年6月12日

表2 解体届及び変硬届の経緯

平成 15年3月18日

13 サイクル機構(大洗) 218

平成15年9月9日

届出番号

玲サイクル機構(大洗) 231

U サイクル機構(大洗) 076

平成 16年1月部日

ト1'りイクル機構(大洗) 3卜1

平成16年2月2日

15 サイクル機構(大洗) 128

DCAの解体の届出

平成 17年6月24日

15 サイクル機構(大洗) 23d

届出内容

記載表現の適正化

15 サイクル機構(大洗) 2d5

工事工程の一部変吏

第2段階の解体工事内容の詳細

化

1フサイクル機構(大洗) 127

起動用中性子源装置等の解体撤

宍の方法の変吏

(削除)

理事長の交代に伴う代麦者の氏

名の変亜

血水の処分計画の明硫化

性能を維持十ぺき設術の見直し

並びに、燃料休分解.股術、燃料

体逐纐設備のうちプール内燃料

堪合体移送装置及び放射線管理

施設のうち一部のモニク等につ

いての機能の停止

変更後 備考

本文四項へ移

動したため削

除

(56/H2)



工
事
件
名

1
〕
舞
子

炉
本
体

工

の
解
体
撤
去

①
重
水

系
設

歯
の

解
体
批

去

場
所

重
水

系
室
及

び
炉
室

対
象

機
器

重
永
桑

設
備

及
ぴ
配
否
等

表
3
 
管
理
区

域
解
除
ま
で
の
汚
染
の
除
去
の
方
法
(
ν
4
)

露
ガ

ス
系
設
備

の

解
体
撒

去

着
手
要
件

軽
水

ガ
ス
栗

室
及
び
炉
室

・
主

に
可

搬
工

具
を

用
い

ぐ
、

重

水
系
設
侮
及
び
重
水
系
配
簀

を
切
断
・
分
解
し
、
撤
去
ナ

工
事

概
要

ガ
ス

孫
設

備

及
び
配
菅

芥

々

ト
リ
チ
ウ
ム
及
び
放
射
性
粉
豐
の
飛
散
防
止
の
た

め
.
 
E
要
に
志
じ
ぐ
作
峯
区
域
に
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

局
所

排
織

装
置

弊
を

設
置

ナ
る

。

内
都
被
ば
く
防
止
の
た
め
、
ι
要
ば
応
じ
て
坊
纏
プ

ス
ク

、
防

護
衣

等
を

用
い

る
.

施
設
内
の
給
排
鼻
系
を
維
持
す
る
.

安
全

確
保

対
策

主
に

可
徽

工
具

を
用

い
ぐ

、
ガ

ス
真
設
儲
及
び
ガ
ス
系
配
管

を
切
断
・
分
解
L
、
撤
去
寸
、

る
.

放
計

性
粉

塵
の

飛
散

院
止

の
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

作
業

区
城

に
グ

リ
ー

ン
ハ

ウ
ス

、
闇

所
排

気
装

殴
等

を
設
彊
→
、
ろ
。

内
部
被
ば
く
砧
止
の
た
め
、
 
E
.
要
に
悠
じ
て
坊
護
マ

ス
ク

、
防

護
衣

辱
を

用
い

る

筋
設

内
の

袷
排

気
系

を
准

持
司

、
る

.

重
水
系
設
俺
の
対
象

棲
器
を
解
体
撒
去
十

る
こ

と
.

終
了

要
件

ガ
ス
系
設
備
の
対
象

棲
器
を
解
体
撤
去
十

^
●
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工
事

件
名

③
計

醐
制

御
系

統

施
設

の
解

体
搬

場
所

炉
室

与
制

御
俸
、

重
水
水
位

制
御
装
置

制
御

龝
邸

動
共

置
、

安
全

棒
、

重

水
グ
ン
プ
装
置
、
安
全
捧
那
動

袋
匿
、
及
び
試
珪
体
急
連
排
水

装
殿

対
象
棲
器

表
3
 
管
理
区

域
解
除

ま
で

の
汚

染
の

除
去

の
方

法
他

雄
)

④
原

子
炉

本
体

の

解
体

撤
去

重
水
孫
及
び
ガ
ス
系

設
備
の
解
体
撤
主
が

完
了
し

て
い

る
こ

と
.

着
手

要
件

炉
室

炉
C
、
タ
ン

ク
、
カ
ラ

ン
ド
リ
ア

菅
、
圧
力
否
、
炉
,
0
中
央
タ
ン

ク
、
及
び
試
験
体
容
器

主
に
可
搬
工
具
を
用
い

て
、
各
機
器
を
切
断
・
分

解
し
、
撤
去
す
る
.

工
事

概
要

重
水
系

及
び

ガ
ス

系

設
繍
の
解
体
搬
去
が

完
了
し

て
い

る
こ

と
.

ト
リ
チ
ウ
ム
及
び
放
射
性
粉
塞
の
飛
敞

酷
止
の
た
め
、
ι
契
に
感
じ
て
作
業
区

城
に
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
、
局
所
排
氣
装

置
等

を
設

置
,、

る
。

内
都
被
ば
く
肪
止
の
た
め
、
ι
、
要
に
感

じ
て

防
護

マ
ス

ク
、

暁
護

衣
等

を
用

い

る
'

施
設
内
の
給
排
氣
系
を
稚
將
ナ
る
.

安
全

確
保

対
策

主
に
可
搬
工
具
を
用
い

て
、
告
機
器
を
切
断
・
分

解
L、

撤
去

司
、

る
.

計
瀏
制
御
系
毓
施
設

の
対
象
機
器
を
解
体

^'
二
寸
、
る
こ
と
'

共
了

要
件

ト
リ
チ
ウ
ム
及
ぴ
故
射
性
粉
塑
の
飛
散

防
止
の
た
め
、
立
、
要
に
窓
じ
て
作
業
区

域
に
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス
、
局
所
排
気
装

置
穿
を
設
置
す
ろ
.

内
乱

技
ば

く
肪

止
の

た
め

、
必

要
に

広

じ
て
防
穫
マ
ス
ク
、
防
護
衣
等
を
用
い

0
'

施
設
内
の
給
排
烹
系
妾
准
持
ナ
る
.

原
子

炉
本

体
の

計
象

桟
器
を
解
体
撤
去
十

る
』

と
。
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工
事

件
名

円
坂
子
炉

建
壁
等

の
解
体

撤
去

Φ
核

燃
斜

物
贊

取

扱
施

設
及
び
貯

蔵
施

設
の

解
体

撤
主

場
所

娯
料
貯

蔵
蜜

及
び

岸
科
取

扱
室

撚
料
体
組
立
設
備
.
壁

料
体

分
解

設
備

、
岸

料

体
運

搬
設
備

及
ぴ
抄

撚
料

物
質
貯
蔵

設
締

対
象
般

器

表
3
 
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

汚
染

の
除

去
の

方
法

(
3
"
)

②
原

子
炉
津
屋

等

の
除
染

簀
手

要
件

十
ぺ

て
の
身

料
の

搬
出

が
快
了

し
ぐ

い
る
こ
と
.

頂
子

炉
建

屋

主
に
可
搬
工
具
を
弔
い
て
、
各
械
器

を
明

断
・

分
解

し
、

徹
去

司
、

る
。

汚
染
の
状
況
の
硫
認
を
行
い
、
ι
.
要

に
応

じ
ぐ

胖
染

を
行

っ
た

上
で

箸

理
区

城
左

解
除

十
る

.

炉
室

及
び
達

へ
い
扉

工
事

俄
要

十
Jこ

て
の
ど

モ
料

の

廠
出

が
共
了
 
L
ぐ

い
る
こ

と
,

放
射
性
粉
塞
の
飛
散
防
止
の
た
め
、

ι
、
要
に
応
じ
ぐ
作
業
区
域
に
グ
リ
ー

ン
ハ

ウ
ス

,
局

所
排

気
装

貴
辱

を
霞

置
ナ

ろ
.

内
都
按
ば
く
防
止
の
た
め
、
彫
、
要
に

比
じ
て
防
護
マ
ス
ク
.
訪
護
衣
淳
を

明
い
る
。

箪
般

内
の

給
排

気
系

を
維

持
ナ

る
。

安
全

確
保

対
策

炉
室

及
び

達
へ

い
扉

に
つ

い
て

は
、

可
搬

工
具

ま
た

は
重

議
を

用
い

て
、

!
甲
子
炉
側
の
'
、
要
な
部
位
に
対
し

て
削
り
取
"
に
よ
ろ
除
染
を
行
う
、

原
子

炉
建

堅
の

他
の

都
分

に
う

い

て
は
、
汚
染
の
状
侃
の
確
認
を
行

い
、
ι
,
要
に
キ
じ
て
除
染
を
行
う
,

除
染
が
完
了
譲
第
、
汚
染
の
状
況
の

確
認
を
行
0
た
上
で
、
腹
体
及
び
固

体
廃

棄
物

廃
棄

設
織

蛇
び

に
気

体

完
棄

勧
晦

棄
施

設
を

除
く

菅
理

区

域
を
解
胖
ナ
る
。

娠
料
貯
蔵
庫
及
び
燃
料

取
扱
室
の
機
器
を
解
体

撤
妾
L
、
管
理
区
域
を

解
除
ナ
る
之
七
。

將
了

要
件

放
射

性
枌

空
の

飛
散

防
止

の
た

め

之
、

要
に

生
じ

て
作

業
区

域
に

グ
リ

ー

ン
ハ

ウ
ス

、
局

所
排

気
装

置
等

を
設

置
す

ろ
.

内
部
被
ば
く
防
止
の
た
め
、
遭
.
要
に

寄
じ

て
防

護
マ

ス
ク

、
防

擾
衣

等
を

用
い

る
。

施
設
内
の
給
排
気
系
を
継
排
→
、
る
。

疲
体
及
び
固
体
廃
棄
物

廃
棄
設
偏
並
び
に
気
体

廃
棗
物
廃
棄
範
設
を
詠

く
,
鳳
子
炉
建
鳧
の
菅

理
区

域
を

解
除

十
る

こ

と
.

0 図 汁 瓢 避 霊 翻 葉 > 口 号 河 宋 辻 劇 需 翌 巖 嘉 烹 汁 離 魚 噐 県 ( 恐 昔 図 ) 鵬 卦 爵 顎 柵 瀞 淋 陣 π 窯 小 爵 片 誕 陣 叫 + 回 黨 面 獣 溜 剛 ( 引 鳶 嬰 辻 弄 際 矧 雪 辻 )

鴻 矧 罫 ( 判 熱 鴎 喩 石 油 ご 司 器 凹 )

( 妻 鄭 )

麟 矧 愁 宗 鎚

科 " け 点 > 鳶

愚  d 汁 汁 ざ 晋

那

( 器 ＼ I N )



工
事

件
名

③
液
体
鹿
麦
物
廃

棄
設
縮

の
解
体

搬
去

場
所

重
水

倉
庫

及
び

 
D
ア
タ
ン

ク
 A
,ー

ト

計
象

機
器

@
気
体
廃

棄
物

廃

棄
施
設
の
解
体

撤
去

廃
液
タ
ン

ク

及
び
配
臂
緬

表
3
 
管

理
区
域
解

除
ま

で
の

汚
染

の
除

去
の

方
法

(
引

、
1
)

液
体

及
び
固

体
廃
棄
物

庭
棄

設
儲
蛇

び
に

気
体

奏
棄

物
廃

棄
悠

設
を
除

く
、
原
子

炉
惑
屋

の
管

理
区
城
が

解
徐
さ
れ

、
板

射
性
液
体
廃
奄
物
の
搬
出
が

斈
キ

了
L、

て
い
る
こ

七
,

着
手

要
件

原
子
炉
建
屋

及
び

機
械

室

砲
壁

⑤
固

体
完

棄
物

廃

棄
設
備
の
解
体

感
去

臂
翻
区
城

(入
)

及
び
(
"
)
禿

読

主
に
可
搬
工
具
を
用
い
ぐ
、
廃
疲

タ
ン
ク
及
び
配
臂
頴
を
切
斯
・
分

解
し

、
撤

去
ナ

る
.

珂
染
の
状
況
の
確
認
を
行
い
、
ι

要
に
応
じ
ぐ
除
染
を
行
.
た
上

で
菅
理
区
城
を
解
除
十
る
。

工
事

概
要

気
体
廃
棄
物
廃
棄
施
設
及
び

固
体
廃
棄
物
廃
棄
設
惰
を
砕

<
、

原
子

炉
建

是
の

菅
理

区
域

が
解
詠
さ

れ
て
い
る

:
と
.

岬
子
炉
建
塁

保
菅
廃
棄

隻
設

廃
棄
物
保
管
蜜

效
射
姓
粉
窒
の
攘
散
防
止
の
た
め
、
ι

斐
'
こ
応
じ
て
作
欝
区
域
に
グ
リ
ー
ン
ハ

ウ
ス

、
易

所
排

気
装

置
等

を
設

置
ナ

る
.

内
訊

被
ば

く
防

止
の

た
め

、
ι

.要
に

広

じ
て
防
護
ヤ
ス
ウ
、
防
護
女
等
を
用
い

C)
.

痴
設

内
の

給
排

氣
系

を
旋

將
,
、

る
.

主
に

可
搬

工
具

を
用

い
て

、
菅

理

区
賊
(
U
及
び
f
榊
系
統
の
機
器
を

切
断
・
分
解
し
、
撤
主
す
る
.

畝
射
能
農
度
確
認
対
象
勃
の

教
射

能
濃

度
の

確
認

が
耕

了

し
、
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

搬

出
が
終
了
し
て
い
る
二
と
.

安
全

確
保

対
策

完
棄
易
保
簀
累
工
の
、
ク
リ
フ
ラ

ン
ス
検
認
エ
リ
ア
に
つ
い
て
.
汚

染
の

状
沢

の
確

認
を

行
1
、

、
 
Z
要

に
応
じ
ぐ
除
染
を
行
0
た
上
で

管
理
区
域
を
解
捻
ナ
る
.

放
射
性
粉
塵
の
飛
散
防
止
の
た
め
、
ι

要
に

応
じ

ぐ
作

業
区

城
に

グ
リ

ー
ン

ハ

ウ
ス
、
局
研
排
気
袋
債
井
を
設
置
,
る
,

内
部
被
ぱ
く
畴
止
の
た
め
、
 
E
、
翌
に
応

じ
て
防
護
プ
ス
ク
、
防
護
衣
等
を
用
い

る
。

廃
戒
タ
ン
ウ
及
び
配

菅
頴
を
解
体
撤
主
L

管
郵
区
域
を
解
詠
ナ

熟
了

要
件

放
射

性
粉

蜜
の

飛
散

防
止

の
た

め
、

 
Z

要
に

応
じ

て
作

業
区

城
に

グ
リ

ー
ン

ハ

ウ
ス

、
局

所
排

気
装

置
等

を
設

置
ナ

る
。

内
都
被
ば
く
務
止
の
た
め
、
ι
,
要
に
!
古

じ
て
訪
懲
マ
ス
ク
、
防
護
衣
郁
を
用
い

七
)血

管
理
区
城
【
.
U
及
び

佃
)
美
統
の
機
器
を
解

体
撤

主
し

、
菅

理
区

城

を
解

除
ナ

る
こ

と
'

全
て
の
管
理
区
域
刀

解
除
を
終
了
オ
、
る
こ

レ

0 回 時 割 噐 裂 翻 葉 > 司 科 河 剖 ご 瓢 噐 悪 巖 嘉 慈 汁 需 魚 噐 県 ( 恐 昔 図 ) 朏 県 爵 顎 洲 瀞 瓣 陣 円 窯 小 瓢 片 進 陣 單 回 遂 面 獣 溜 瓣 ( 引 秀 雪 辻 弄 鵬 矧 嬰 辻 )

腸 矧 雪 ( 黒 爵 鴎 喩 石 上 谷 皿 鼬 三 )

金 三 逸

減 矧 際 塞 鎚

科 X け 点 > 鵡

逢  r 汁 汁 S 淫

那

( 參 ＼ I N )



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

逐せ晝墾1

廃止措智,間中に機能を維持すべき設用及び

その下能並びにその下能を維持すべき,間

に剰する説明室

蛸嘱制

変疋後 備考

本文五項、六

項及び添付書

類五へ移動L

たため削除

(6νH2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成27年10月30日認可)

1.1

止措買

1.2核燃料物

子炉体

1.3計測制御系統施設

1.、1放射性

ル中の、子炉設の維持一理

1.5 放射

1.6

の取及施設及び貯蔵施設

1.7 その他、子炉の附属施設

2

子炉格納加設

廃止措

物グ)

理施設

目炊

ヒ方缶石又

の工程

(削除)

}・ 1

]ー]

]・ 1

1-1

1-2

]・ 2

1-2

変更後

-3

備考

本文五項、六

項及び添付書

類五へ移動し

たため削除

(62/H2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

1 廃止措 1

DCA に残t、している各施設

廃棄物の処理処,

問中に

洗研究開発センター(南地区)1「子炉施設保安規定に

中の DCA をi 切に管理す

グ)

施設区分毎の維持

変更前(平成27年10月30日認可)

子炉施設の,隹持管理

窒置通転隼に関する規則

を

放射業"従事者が受ける放射線被ぱくの低減に必、要な設,'妙廃止

持すべキ施設

自キ

にその機地を維持寸べ美

査を行う文

L」厘'桓杢佳

σ)う土

理は

また

子炉本イ にイ)い'ぐは

持する

については

次のように実施寸1

子炉施設外への放射性物

放射欝

1.2

(B召和 32 午 12月9日

AV

燃、1物

亥然料物

出される主でのP

燃斗が搬出される主での問燃料の取及機能を維持tる

イは＼、

体の各'。程に六じて要求される讐能を大

止措^1 ル中に

の取及施設及び貯蔵施設

1.3 計規1伶11 系統施設

全ての然料力

のr蔵施設では

・づき維持することとし廃止1 賢朔「

また

子炉本イのタ"イ終了までのア

の設 r等については

十親1制1

理、令第83 0)第 10 条に定める施設定

らの設

の放出

r蔵

「試験研究の用に供tる

能を維持寸べき設"及びその樒能並び

統"設につぃ、Cは

出されるまでの

能を維持寸る

で使用した燃料を保DCA

を

制

理及び放射性

放射化及び"染物

は添付書

毛統施設自体にっいては、維持管理寸べき施設・設備は子在しなレ

切に維持

放射性

1.4 放射性

子炉の

2r X燃料物

取及設胖については燃料の

理オ、ることにより

された物による放射,'の皮ぱく

射性

子炉隼の

燃料本の健全性を維持司、る

炉,心タンク内

(削除)

物0)

放射

性物

転を行わないため

によ

設内における1 染拡大を防止し気体"の放射性物

モ物の

遮へいとしての

め

の評価

中で訪ることから

又はス燃

に飼tる説明

1 染を<むものがある力

の

また

手洗い7k)が発生することから

理区

水及び試験

・加設については

め、廃液のr留機能を維持する

同「2、 2.2 液体

子炉加設の安全性は祚保できZ

物

力

をを維持司、ベキ設備とはならなし

によって1・染された物による放射吊の

除されるまでの

固体廃棄物が発生するため、放射能濃度確認対魚物の放射能濃度の確認が終了し、かつ全ての

の「2.1 残

体

出に戸えて

を維

全ての燃料・が搬

内減市材は

理及び放射性

子炉建屋内に放射性物

変更後

物

添付マキ頚 2「美燃"ト物、又は女燃'斗,

放射性物暫の評価に示tよう

物

子炉建屋の管理区域としての機能

全 (の

出済みである

管理区域のレ気

については

液体}'の放射性物

物d)

1ノたがって

を内包Lていることから

d)

他

に関司、る説明書の「2.1 残放射

同 12.2.3

これ

体付、廃1夜(プール水及U

子炉"設タレ＼の放出t

を維持する

計測制御

α) 子炉施設外への放出を

体

によ0て1 染

物 に示すように

制tるた

子炉施

体イ業に半う

備老

本文六へ移動

したため削除

削tるた

色体に係る放射性

本文七へ移動

したため削除

添付書類五へ

移動したため

削除

(63/H2)

佑を表

設

ル
又
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岻
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又
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又

昏
口加

ノよ上示

くよ

)k示



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

射性固体廃・物力

1.5放射吊良管理施設

放射'管理施設については

性廃物の廃棄に関する説明」の地.1 残チ放射性物

に放射性物

の皮ばく管理及びハ子炉施設外への放射性物

変更前(平成 27年]0月30日認可)

リアモニタ(炉室 1〆及び制1 室以外)

出されるまでのP

理区域の

を内

上上墨^
、子炉格紬施設については

していることから

除主でのP

理区城の非気の翻節

添付・類 2f核・、、料物

炉室及び炉室内クレーンについては

廃、物の保管

めの機向モを

放射吊

].7 その他1「子炉の附属施設

非常用電源設 1は放射

角除主でのデ

体工事の管理区

理モニタとし、ぐの機能を維持する

モを維持する

2

子炉建屋の角体開始までの「維持tz

炉室用 1(

止措劉の工程

の放出管理を行う玄、要があるため

による放射吊の皮ばく管理及び放射

(])

DCA の廃止

k気ダンパは 1.・1rに示す放射性

とることから

の評価ルこ示すように

そα)

平成H年度までに炉心タンクに

転停止~

制御棒の体

上左」

(2) 2段11比(・

)モニタ及び卜気モニタについて

内作業に係る放射貞業

それぞれキ禪口物の

能き珠隹持寸る

全本工程を

1 段 J

理区

平成 15年応小C

理施設に電源を供洽する機能を

16年度以

採取及び放射能測定を実施しており

十視1制1 系統施設の機能惇止

σコ

子炉建屋内

( 3 )

α〕

子炉の艶毛停止に係る措

2 に示司

除主でのP

保

八角"洗',設,

材から試料を採取し

鎚出立丕._

3段

ガン・γ

子炉本体

(削除)

.物の廃施設に係る

董事者

しD

していた1 水を全て

炉室内の

各工程の

E 蓋を取り付け燃料を共

(、子炉本体・の角本去)

そのぢ拶皀を維持司、る

管理区

コニ

I f又

角洗

水庫を角"体し廃止措

水系設円

の角_.体

体物t

要は

(,、子炉建屋壁の

よることから

0)

並びに起動用中性子源の取り外し及び出を実施

窒"及び起動用中性子源共

ナ射乍'1定を行0てい才

除をイテし

次のとおりである

実施1)

夫

動司、るた

出寸るとともに、残存放射性物の評価のための試料

ガス非

子炉建ウの放射1"笹へい体のコンクリ

実加)

管理区域の

11」

できないようにし

変更後

を終了一とる

及び計測桁1イ系統施設を

夫竺

及び施設を.体髪

を 体撤夫 1,た

安全棒と

また

体

j、子炉建

去寸、る

平成

炉心タンク

また

DP タンクヘ

燃料を

ド及び

備考

添付沓類五へ

移動したため

削除

(64/H2)

本文十一項へ

移動したため

削除

る設残子

を七
ヒ

す



施
費
匙
分

表
1

廃
止

擶
置

期
問

中
に

般
能

を
維

持
ナ

べ
き

設
備

及
び

そ
の

機
能

並
び

に
そ

の
機

能
を

維
井

→
、

べ
き

期
問

(1
/4

)

設
贈
等

の
包
分

1
 
捻

料
作

設
洞

2 
註

逹
材
及
び

反
射
材

ノ
、

.
憾
斜

要
本

犢
虚

晶
目

司
重

*

3
 
卿
子

炉
寺
解

、
軽
永
七

重
ホ
の
促

合
座

昆
炉
D
タ
ン

ク

(グ
リ

ソ
ド
板

含
む
)

遜
将

刀
ι

夏
性

b 
カ
ラ
ノ
ド
リ
ア
省

1 
古
え

寺
1凱

達
・
、
い
体

0

C
 
圧

力
誓

蛾
赴

d
 
炉
0
中

交
ク

ン
ク

5
 
そ
の
他

の
主

雲
な

事
項

健
全

住

確
侍

十
べ

き
機

麓

.
.
試
験

体
宴
器

苔
画
=ノ

ク
リ
ー

ト

n)
起

動
用

中
性

子
翻

釜
霊

御
烹
験
化

滅
連
吋
候

給
設
情

全
て

の
感

料
ぷ

換
品

さ
れ

る
主

・
づ

搬
出

済
み

娃
排

ナ
パ

き
朔

間

搬
出
療
み

0
蟻
号
t
諌
達
へ
y
機
髄

剛
子

炉
*
体

の
解

牛
善

7
生

で

解
体
済
再
(中

牲
子
鼻
辻
搬
出
済
み
)
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鴻 沿 晋 ( 判 爵 鴎 喩 岑 上 谷 血 鼬 三 )

( 竺 那 )

灣 層 惑

鳳 子 炉 本 体

塞 峠

卦 升 削 卸 ▲ "

科 X 削 ↓ ▲ 打

剛 鮮 廊 辻 エ バ

鵡 遅 仁 汁 汁 3

晋 罫
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嫡
投
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験奘霞に係る廃止措耀計画新旧対照表(下線部分は変更部分)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

放射吊の

1.1

変更前(平成 27年10月30日認可)

1.1.1作業環境の放射吊摩視及ぴ皮ぱく

放射線,理

1.1.2放射,業秒従事者の出入り及び

ぱく管理

1.1.3 管理区域の設定及びf・除

1.].4 周辺環境の放射

1.2.1 放射

皮ぱく評価

2

1.2.2 左、衆の

放射性廃・物の廃

目次

ワ

1放射化1 染物2.1

残放射性物

2.1.2 二次1 染物

2.2

走事者の皮ぱく

臣女見

ぱく

2、2.1 気体廃棄物

放射性

2.2、 2 i夜体

理

出物

2.2.3 固体廃棄物

σ)言平

2.3

の管理

物の推定発生最

2、 3.1 気体

ナ射性

2.3.21

物

2.3.3 固体廃物及び放射性廃

3

3.1

全、策

物等の廃・・の方法

3.2

物

1・物

3.3

染の拡大巧止

ワ

被ぱく低減対策

3.'1

4

2-1

事故防止、策

気象データ

2・、 1

1.1

子炉施設への不法な接'、及び侵入の防止対策

2-2

蛸"封

1.2

ワーワ

地における観'卸結果

2-2

1.2.1

安全.析にイ、、用する気,条件

1.2.2 平常時の

2-2

物として及う叱

2-3

担1期鳥における気.データの代表性の

2-3

2-8

2-8

2-8

ぱく評価に使用する気.条件

2

がない物

2-10

変吏後

2、10

2-11

2-1]

2-1]

2-11

2 12

2-12

2-13

2-13

2-13

2、13

2ート1

2-15

2-]

2-16

2-16

2-17

備考

法令改正に伴

い削除

(75/H2)
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1.放射線の被ぱく管理

1.1放射線管理

ⅨAの管理区城解除までの角引本工事期問中における作業環境の放射線監視及び被ぱく管理、

放射線業務従事者の出入り及び搬出物品の管理、管理区域の設定及び解除、周辺環境の放射線

監視は、大洗研究開発センター(南地区)原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)

に基づいて実施し、法令又は保安規定で定める基準値を超えないように管理する。

管理区域解除までの解体工事期問中は、随時、必要な放射線モニタリングを実施するととも

に作業方法等の評価を行い、必要に応じて作業方法の改善、防護方法の強化等の適切な措置を

講じ、放射線業務従事者の被ぱくの低減化を図る。そのために必亜とされる放射線管理用測定

共置類、エリアモニタ、排気ダストモニタ等の放射線管理施設の維持管理を行う。

変更前(平成 27年10月30日認可)

1.1.1作業環境の放射線監視及び被ばく管理

U)作業環境の放射線監視

①線量当量率

管理区域内の線量当量率は、ガンマ線エリアモニタにより放射線レベルの監視を行う。

放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所については、定期的に線量当量率を測定L、異常

のないことを確認司、る。

②表面汚染

放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所の管理区域内の床、機器等の放射性物質の表面

密度は、定期的に定点をスミヤ法によって測定し、異常のないことを確認寸る。主た、表

面汚染の発生寸るおそれのある作業等を行う場合は、'、要に応じてサーベイ法を併用して

汚染の管理を行う。

③空気汚染

管理区域内の空気中の放射性物質の濃度は、ダストモニタ等によって作業中連続して監

視tる。

(2)被ばく管理

作業を実施するに当た0ては、事前に詳細な作業分析を行い、効率的な作業手順、放射線

防護方法(防護具の使用等)、モニタリング方法等を決定し、放射線業務従事者の被ぱく

の低減を図る。

解体工事中の個人の外部被ぱくに上る実効線量は、個人線量計等で測定する。内部被ばく

線量は、必要に応じてホーノレボディカウンタ等により測定・小る。

また、作業を実施する前には放射線作業計画の策定において計画線量を設定し、放射線業

務従事者の線量限度を超えないように管理tる。

1.放射線の被ぱく管理

1.1 放射線管理

DCAの管理区域解除までの解体工事朔問中における作業環境の放射線監視及び被ぱく管理、放

射線業務従事者の出入り及び搬出物品の管理、管理区域の設定及び解除、周辺環境の放射線監視

は、大洗研究所(南地区)原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)に基づいて実施

1.1.2放射線業務従事者の出入り及び搬出物品の管理

(D 出入り管理

放射線業務従事者に対しては、作業開始前に当該作業について指示及び教育剛収中を行い、

管理区域内遵守事項を徹底させ作業の安全を図る。

管理区域に立ち入るときは、個人線量計及ぴ保護衣等の作業上必、要な防護具を着用させ

作業を行う。また、管理区域から退出tるときは、ハンドフットクロスモニタ等によって

身体表面及び衣服の汚染検査を行い、放射線業務従事者の被ぱく防護、管理区域外への汚

染の拡大防止を図る。汚染が検出された場合は、汚染除夫等必要な措置をとる。

し、法令又は保安規定で定める基凖値を超えないように管理する。

管理区域解除までの解体工事期問中は、随時、彪、要な放射線モニタリングを実施り、るとともに

作業方法等の評価を行い、必要に応じて作業方法の改善、防護方法の強化等の適切な措置を講

じ、放射線業務従事者の被ぱくの低減化を図る。そのために必要とされる放射線管理用測定装置

類、エリアモニタ、排気ダストモニタ等の放射線管理施設の維持管理を行う,

1.1.1 作業環境の放射線監視及び被ばく管理

a)作業環境の放射線監視

①線量当量率

管理区域内の線量当量率け、ガンマ線エリアモニタにより放射線レベルの監視を行う。放

射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所については、定期的に線量当量率を測定し、異常の

ないことを確認"上る。

②爽面汚染

放射線業務従事者が頻繁に立ち入る場所の管理区域内の床、機器等の方剣"性物質の表面密

度は、定期的に定点をスミ・ヤ法によ0て測定し、異常のないことを確認、寸る。また、表面

汚染の発生するおそれのある作業等を行う場合は、.Z、要に応じてサーベイ法を併用して汚

染の管理を行う,

③空気汚染

管理区域内の空気中の放射性物質の濃度は、ダストモニタ等によ0て作業中連続して監視

「1一る。

(2)被ぱく管理

作業を実施寸るに当たっては、事前に詳細な作業分析を行い、効率的な作業手順、放射線

防護方法(防護具の使用等)、モニタリング方法等を決定し、放射線業務従事者の被ぱくの

低減を図る。

解体工事中の個人の外部被ばくによる実効線量は、個人線量計等で測定り、る。内部被ぱく

線量は、彪、要に応じてホールボディカウンタ等により測定する,

主た、作業を実施する前には放射線作業計画の策定において計画線量を設定L、放射線業

務従事者の線量隈度を超えないように管理する。

変更後 備考

1.1 2 放射線業務従事者の出入り及び搬出物品の管理

(D 出入り管理

放射線業務従事者に対し、ぐは、作業開始前に当該作業について指示及び教育訓練を行い、

管理区域内遵守事項を徹底させ作業の安全左図る。

管理区域に立古,入るときは、個人線量計及び保護衣等の作業上"、要な防護具を着用させ作

業を行う。また、管理区城から退出寸るときは、ハンドフットクロスモニタ等によって身体

表面及び衣服の汚染検査を行い、放射線業務従事者の被ばく防護、管理区域外への汚染の拡

大防止を図る。汚染が検出されたナ易合は、汚染除去等必要な措置をとる。

名称の変更

(76/M2)
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化)搬出物品管理

管理区域から物品を搬出するときは、当該物品の表面汚染密度を測定記録し、保安規定に

定める基凖を超えた物品が持ち出されないよう管理オ、る。

1.1.3 管理区域の設定及ぴ解除

a)管理区域の設定

解体工事の進捗に伴って既存の管理区域以外の区域における線量当量率等が法令に定め

る値を超えるか、又は超える浦それがある場合は、対魚区域を一時管理区域として設定す

る。設定した一時管理区域は、壁、さく等の区画物によって区画するほか、標識を設ける

ことによって明らかに他の場所と区別する等の措置を講じる。

(2)管理区域の解除

(D で設定した一時管理区域の線量当量率等が管理区域に係る値以下であることが確認

された場合には、解体状況等を考慮してその設定を解除する。

変更前(平成 27年10月30日認可)

1.1.1周辺環境の放射線監視

排気モニタにて、排気中の放身小性物質の濃度を監視L、万一、放射性物質の放出を伴う異常

が発生した場合には、サーベイメータ等を用いて敷地周辺の放射線測定、環境試料の採取・測

定等を1手う。

1.2 被ぱく評価

今後の解体工事における放射線業務従事者及び公衆の被ぱく評価は、以下のとおりである。

].2.1放射線業務従事者の被ぱく

Q)第 2 段階

第2段階において、残作業である残存放射性物質の評価のための試料採取に係る集団実効

線量を評価すると、作業区域における予測線量当量率 1(μS、ゾh)に想定作業人工数84(人

h)を乗じることにより、約 0.084(人・mS→と評価される。なお、内音畔皮ぱくについては、必、

要に応じて防護マスク及ぴ防護衣等を用いることから、十分に小さいものと評価できる。

(2)第 3 段階以降

燃料搬出作業における集団実効線最は、作業区域における予測線量当景率:300(μS、ヅh)

に想定作業人工数 3(人)× 8(h)×20(日)= 480(人・h)を乗じることにより、約 H4(人・ms、0

と評価さ才1,る。

これ以外の原子炉本体及び原子炉建屋等の解体期問において、管理区域解除までの解体作

業における集団実効線最は、作業区域における予測線量当量率 1(μ訊ヅh)に想定作業人工数

3'15,600(人・h)を乗じることにより、約 3d6(人・30 (人)× 8 (h)× 20 (日)× 12 (月)× 6 (年)

msv)と評価される。なお、内部被ぱくについては、必要に応じて防護マスク及び防護衣等を

用いること小ら、十分に小さいものと評価できる。

(2)搬出物品管理

管理区域から物品を搬出するときは、当該物品の表面汚染密度を測定記録し、保安規定に

定める基準を超えた物品が持ち出されないよう管理する。

記載の適正化

1.1.3 管理区域の設定及び解除

(D 管理区城の設定

角到本工事の進捗に伴0て既存の管理区域以外の区域における線量当最率等が法令に定める

値を超えるか、又は超えるおそれがある場合は、対象区域を一時管理区域として設定する。

設定した一時管理区域は、壁、さく等の区画物によって区画するほか、標識を設けることに

よって明らかに他の場所と区別する等の措置を講じる。

(2)管理区域の解除

(Dで設定した一時管理区域の線量当量率等が管理区域に係る値以下であることが確認され

た場合には、解体状況等を苦慮してその設定を解除tる。

1.2.2 公衆0)被ぱく

(D 放射性気体廃棄物の放出による被ぱく

管理区域解除主での解体工事期問中における公衆の被ばく線量を「発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」"(以下「気象指針」という。)に基イづき評価する。公衆の被ぱ
"

1.2.】放射線業務従事者の被ばく

a)第 2段階

第2段階において、残作業である残存放射性物質の評価のための試料採取に係る集団実効

線量を評価すると、作業区域における予測線量当量率 1(μ訊/h)に想定作業人工数84(人・h)

を乗じることにより、約 0.0別(人・mS→と評価される。なお、内部被ぱくについては、必要

に応じて防護マスク及び防護衣等を用いることから、十分に小さいものと評価できる。

(2)第 3 段階以降

燃料搬出作業における集団実効線量は、 作業区域における予測線量当量率 300 (μ SV/11)に

想定作業人工数 3(人)×8(h/日)×20(日) 約卜H(人・ⅢSW帽0(人・h)を乗じること1こより、^

と評価される。

これ以外の原子炉本体及び原子炉建屋等の解体期問において、管理区域解除までの解体作

業における集団実効線量は、作業区域におけろ〒洞俳泉量当量率 1(μ釦/h)に想定作業人工数

30(人)× 8(hノ日)× 20(日/月)× 12(月ノ年)× 6(年)= 345,600(人・h)を乗じることにより、約

M6(人・πふ0と評価される。なお、内部被ぱくについては、必要に応じて防護マスク及び防護

衣等を用いることから、十分に小さいものと評価できる。

備考

1.2.2 公衆の被ばく

a)放射性気体廃簗物の放出による被ぱく

管理区域解除主での解体工事期問中における公衆の被ばく線量を[発電用原子炉施設の安

全解析に関する気象指針」"(以下「気象指針」という。)に基づき評価寸る。公衆の被ば

変更後

(フフ/142)

記載の適正化

1.1.'1 周辺環境の放射線監視

排気モニタにて、排気中の放射性物質の濃度を監視し、万一、放射性物質の放出を伴う異常が

発生した場合には、サーベイメータ等を用いて敷地周辺の放射線測定、環境試料の採取・測定等

を行う。

1.2 被ぱく評価

今後の解体工事における放射線業務従事者及び公衆の被ぱく評価は、以下のとおりである。
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くに影響を及ぽす放出核種としては、以下のとおりトリチウムを対象とし、吸入及び皮膚か

らの浸透による内部被ぱくによる実効線量の評価を行う。

D 計算条件

①年問放出量

解体工事翔問中は原子炉の運転が行われないこと及び保管中の燃料の健全性を定期的

に確認、寸ることから、放』片性希ガス及び放射性よう素による周辺公衆の実効線量は、十

分に小さいものと評価できる。また、管理区域の解除まで気体廃奉物の廃棄施設の機能

を維持寸るため、建屋等の解体に伴う放射性塵蝶による実効線量も十分に小さいものと

評価できる。

変更前(平成 27年10月30日認可)

トリチウム1こっいては、 2.2.1項に示す、主にコンクリート中の放射化放射性物質及

び配管、機器類に付着した汚染放射性物質に含まれるものが、解体工事期問中を通じて

放出される。解体に伴い、角引本対象物に含まれるトリチウムの全量が環境中に放出され

るものと仮定すると、年問放出量が最大となる第4段階において、放出量は次のとおり

評価される。

第4段階における"到本対急に含まれるトリチウムの量は、 2.1節に示t方法で次の様

に推定Lた。放射化汚染物質としては、放射線遮へい体のコンクリート及び鉄筋中に

9.6×10YBQ)上が見込まれる。二次汚染物質としては、核燃料物質取扱設備の表面に、

汚染表面樋 69(mり.に推定トリチウム吸着密度 1.2× 10'(Bq/cmり」!を乗じて 8.3X

10イBq)、原子炉建屋コンクリート中には、放射線遮へい体のコンクリート中の推定最

大トリチウム濃度 0.3(Bq/g)ー!1に放射性廃棄物対象コンクリート最大重量 2157(t)'しを

乗じて 6.5×10"(Bq)が見込まれる。以上より、第・1段階における角引本対象に含まれる

トリチウムの量は最大 1.6× 10"(Bq)と推定される。

ここで、第4段階での管理区域解除までの工期が1年未満で完了tるものと仮定Lた

場合、原子炉建屋等の解体によるトリチウムの最大年問放出量は 1.6×10"(Bq/y)と推定

さ才しる。

名称の変更

以上から、解体工事期問中のトリチウムの年問最大放出量を、連続モードで 1.6X

10"(Bq/y)と司、る。

くに影響を及ぼ寸放出核種としては、以下のとおりトリチウムを対象とし、吸入及び皮膚か

らの浸透による内部被ぱくによる実効線量の評価を行う。

②放出源の有効高さ

大洗研究開発センター及びその周辺の地形は、ほぼ平坦と判断される。DCAの排気筒

D 計算条件

①年問放出量

解体工事期問中は原子炉の運転が行われないこと及び保管中の燃料の健全性を定朔的

に硫認寸ることから、放射性希ガス及び放射性よう素による周辺公衆の実効線量は、十

分に小さいものと評価できる。また、管理区域の解除主で気体廃棄物の廃棄施設の機能

を維持寸るため、建屋等の解体に伴う放射性塵挨に上る実効線量イ、十分に小さい¥,のと

評価できる。

高さは 21(m)であるが、建物の高さが 19(m)でありその影響を無視し得ない。そのた

め、安全側の評価として、吹上げ高さを期待せず、排気筒地点からの地上放出を仮定

し、有効高さを 0(m)とする。

なお、排気筒から周辺監視区域境界までの距雜を夫 1.1に示t。 記載の適正化

③気急条件

大気拡散計算に用いる気魚条件の統計量は、日本原子力研究所大洗研究所(現国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター)敷地(以下 1敷地」とい

変更後

トリチウムにっいては、 1本文十核燃料物、又は核燃料物によって汗染された物

の廃・の「2.1気体廃・物に示す、主にコンクリート中の放射化放射性物質及び配

管、機器類に付着した汚染放射性物質に含まれる゛,のが、解体工事朔問中を通じて放出

される。解体に伴い、解体対象物に含まれるトリチウムの全量が環境中に放出されるも

のと仮定すると、年問放出量が最大となる第4段階において、放出量は炊のとおり評価

L 才Lる。

第'1段階における角到本対急に含まれるトリチウムの量は、「添付'類四

よる1 染の

の評価方法」に示寸方法で次の様に推定した。放射化汚染物質としては、放射線遮蔽体の

コンクリート及ぴ鉄筋中に 9.6×1げ(Bq).が見込まれる。二汰汚染物質としては、核燃

料物質取扱設備の表面に、汚染表面樋御(mり.に推定トリチウム吸着密度 1.2×10

イ&V肌り」!を乗じて 8.3×10'(Bq)、原子炉建屋コンクリート中には、放射線遮蔽体の

ト中の推定最大トリチウム濃度 0.3(3q/g)上に放射性廃棄物対象コンクリーコンクリ

ト最大重量 2157(O Lを乗じて 6.5× 10"(Bq)が見込まれる。以上より、第 4 段階にお

ける解体対魚に含まれるトリチウムの量は最大 1.6×10"(BQ)と推定される。

ここで、第4段階での管理区域解除までの工期が 1年未満で完了するものと仮定した

場合、原子炉建屋等の解体によるトリチウムの最大年問放出量は 1.6×10"(Bq/y)と推定

さ才Lる。

以上から、育早体工事朔問中のトリチウムの年問最大放出量を、連続モードで 1.6X

]0"(Bq/y)と、す、る。

布とその評

名称の変更

方法に剣する説明

備老

②放出源の有効高さ

之三亜三亟f^及びその周辺の地形は、ほぼ平坦と判断される。 DCAの排気筒高さは
21(m)であるが、建物の高さが 19(m)でありその影響を無視い昇ない。そのため、安全

側の評価として、吹上げ高さを期待せず、排気筒地点からの地上放出を仮定し、有効高

さを 0(m)とする。

なお、排気筒から周辺監視区域境界までの距離を麦 1に示す。

の 11 美燃'斗物

③気象条件

大気拡散計算に用いる気魚条件の統計量は、日本原子力研究所大洗研究所(現国立研

究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所)敷地(以下「敷地」という。)内で観

に上る1 染の八布とそ

記載の適正化

核,然" 1物

(78/H2)

に 記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化
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う。)内で観測した平成8年1月から平成 12年12月までの観測データを使用し、気魚

指針に基ノ3く方法によりて、1年ビとに計算した 5年分の統計量を平均して求めた。

使用Lた気急データを 4章に示す。

④実効線量の評価地点

トリチウムによる実効線量の評価は、方位毎の周辺監視区域境界のうち、

の年平均地爽空気中濃度が最大となる地点で行う。

変吏前(平成 27年10月30日認可)

2)計算方法

①平均地夫空気中濃庶

トリチウムの年平均地表空気中濃度は、気象指針に示された基本拡散式を用いて計

算寸、る。なお、放出源の有効高さは 0(m)、建物断面積は 386(mり(最小投影面樋)、

形状係数は 0.5 とした。

②実効線量

トリチウムの内部被ぱくによる実効線量は、次式を用いて求める。

H = 365. K、1.χ. MA . k

ここに

H,:年問の内部被ばく実効線量 (μ SV/y)

365:年問日数への換算係数 ((1/y)

(μ Sゞ/BQ)K.,:実刻帰良量への換算係数
年平均地表空気中濃度 (3q/cm )χ

(cm /d)MA:呼吸率
k :皮膚浸透による摂取量増加係数(ー)

本評価に当たっては、実効線量への換算係数K、,1.8×10 イμS"/Bq)(トリチウム

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

水)(「試験研究の用に供する、子炉等の設

き、線量限度等を定める告示(昭和63

17 H 月30日文部利・"省告示第 163 0) L (以下 1線量限度等告示」という。)別
1.5

トリチウム

表第 D 、呼吸率ぬゞ 2.22×1がkmソd)、皮膚浸透による摂取量増加係数k

を用いた。

測した平成8年1月から平成]2年]2月までの観測データを使用し、気象指針に基づく

方法によって、1年ビとに割・算した 5年分の統計量を平均して求めた。

使用した気象データを2項に示t。

3)評価結果

DCAから大気中に放出されるトリチウムによる年平均地表空気中濃度は、排気筒の東20

1(m)地点で最大となる。各方位軸上の最大地点における相対瀧度を表 1.1に示す。

これに対司、る年問の内部被ばくに上る実効線量は約 1.】×10 XμS、ヅy)となる。この値

は、平成 17年8月2日付け]6 諸文利矛斗" 3450 口にて許可された、燃'斗サイクル開発機

④実効線量の評価地点

トリチウムによる実効線量の評価は、方位毎の周辺監視区域境界のうち、

の年平均地表空気中湊度が最大となる地点で行う。

記載の適正化

構大洗工〔センター(現国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター

(南地区))の原子炉設置変更許可申請書の DCA

DCAの平常運転時における一般公衆の実効線量:2

2)計範方法

①平均地表空気中濃度

トリチウムの年平均地表空気中濃度は、気象指針に示された基本拡散式を用いて計算

する,なお、放出源の有効高さは 0(m)、建物断面樋は 386(mり(最小投影面積)、形状

係数は 0.5 とした。

7月26日利・〆'

変更後

記載の適正化

名称の変更

転等に閼する規則等の規定に基づ

②実効線量

トリチウムの内部被ぱくによる実効線量は、次式を用いて求める。

庁告示

ここに

H :年問の内部被ぱく実効線量 (μSY/y)

365:年問日数への換算係数 (d/y)

K,:実効線量への換算係数 (μ SνノBq)

(Bqん、m )年平均地表空気中濃度χ

(cm /d)M :呼吸率

k :皮膚浸透による摂取最増加係数(ー)

本評価に当たっては、実効線量への換算係数Kf・1.8×]O XμSWBq)(トリチウム

号改正、'h戈20

H = 365. K3.χ. MA . k

に係る添付霄類 9 に記載されている、

3(μSV/y)と比較して十分小さい。

会告示

5939号にて許可された日本、子力研究開発機構大

8 号)

水)

度等を定める告示L (平成 28年4月 lelt子力規帋1委

(「メ

度等告示」という。)別夫第 D 、呼吸率M、・ 2.22×1が化mvd)、皮膚浸透による摂取

量増加係数k -1.5 旦を用いた。

備考

トリチウム

料物

記載の適正化

3)評価結果

DCAから大気中に放出されるトリチウムによる年平均地表空気中濃度は、排気筒の東

201(Ⅲ)地点で最大となる。各方位軸上の最大地点における相対濃度を表 1 に示t。

これに対ナる年問の内部被ばくに上る実効線量は約 1.1×10'(μSwy)となる。この値は、

又はス燃料物广の製錬の事業に関する規則等の規定に基ノづく線量限

(以下「線量限

平成触年3月30日付け 23 受文科・利

洗研究開発センター(現国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ざ逃蛋究駈(南地

区))の原子炉設霞変更許可申請書の DCA に係る添付霄類9 に記載されている、 DCA の平常

運転時における一般公衆の実効線量:2.3(μSV/y)と比較して十分小さい。

(79/H2)

二
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(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく

原子炉本体及び原子炉建屋等の解体期問中におけるDCAの放射性液体廃棄物の一般ぢbk泌

への排水量は、 2.2.2 項に述べるとおり、約 10(mソ月)と評価されている。一般排水溝八の

排水にあたっては、 2.3.2 項に述べるとおり、対象核種中で最も厳Lい漆度限度で商る SI-90

の瀧度限度:3×】0气BqんⅧ')以下で放出一よることから、放射性液体廃棄物の年問放出量は最

大 3.6 × 10"(Bq/y)と評価される。

変更前(平成27年10月30日認可)

又はX燃斗物

平成】4年10月旦日に原子炉設置変更許可(」11t堕王第^上記の年問放出鼠に対して、

墨)を受けた太逃王生:竺上^原子炉設置許可申請書の高速実験炉に係る添付書類9におけ

る放射性液体廃棄物による被ぱく評価と同様の方法で、一般公衆の実効線量を評価した。こ

こに、 2.1.1項に述べる方法で評価した炉心構造物及び建屋等の放射化汚染物質のうち、生

成量、一般公衆の実効線量への寄与度、工事中の排水への移行等を老感し、CU一印を代表核

種として選定した。また、トリチウムについては、上記a)において全量が大気へ放出される

ものとして評価していることから、液体廃棄物の評価からは除外した。

)必要がない物

によって

評価の結果、一般公衆の実効線量は約 S.・1×】0 叉μSwy)となった。

なお、コンクリートと一体で角引本する鉄筋に含まれる氏鉐については、生成量及び実効

線量への寄与の大きい核種であるが、手洗い水中への移行は支配的ではないと考えられる。

また、仮に上記の年問放出量の全量が F〔-55 によるt,のとした場合であっても、一般公衆の

実効線量は約 1.4×10 气μS"/y)で島る。

(3)放射性固体廃棄物による被ぱく

角引本に伴い発生する放射性固体廃棄物は、 2.3.3項に述べるとおり、廃棄物管理施設へ搬

出す、るまでの問、原子炉建屋第一種管理区域内の保管廃棄施設に保管することになる。

このときの直接線及びスカイシャイン線による公衆の被ぱくを、直接線に関しては点減衰

核積分=ード 1QAD」里、スカイシ・Vイン線においては IQAD」及びガンマ線 1 回散乱線計算

コード「G33」旦を用いて算出した。

計算条件を表].2 に示す。計箪においては、 DCA の§引本対魚物のいかなる機器、設備等に

おいても有意な表面線量率が検出されていないことから、原子炉建屋の生体遮へい体の内表

面の空問線量率を 1(μ誕/h)として線源を設定した。その結果、 DCA原子炉建屋から最イ,近

い周辺監視区域境界(原子炉建屋から東南東 190lnの地点)において、直接線及ぴスカイシ

ヤイン線による線量の評価値は、それぞれ 2.O× 10 W(μGy/y)、 5.2× 10 Kμ Gy/y)となるこ

とから、直接線及びスカイシャイン線による空問線量の評価値は、合計 5、2×10 ΥμGy/y)と

なる。

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく

原子炉本体及び原子炉建屋等の解体期問中におけるDCAの放射性液体廃棄物の一般排水溝

への排水量は、

"をイ杢墨E^に述べると北り、約 10(mソ月)と評価されている。一般排水満への排水にあた

に述

つては、

哩モ1延物Lに述べるとおり、対象核種中で最も厳Lい濃度限度である Sr-90 の濃度限度:3X

10'(BQ/cm')以下で放出す、ることから、放射性液体廃棄物の年問放出量は最大 3.6×10"(Bq/y)

と評価される。

上記の年問放出量に対Lて、平成24年竺月30日に原子炉設置変更許可(三三'塁'些王^

(●総合評価

D 放射性気体廃粢物及び放射性戒体廃棄物からの被ばく

廃止措置期問中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物からの公衆の被ぱくは、それぞ

記載の適正化

「本文十桟

「本文十核燃料物

旦旦三旦'星:)を受けた大洗研究開発センター原子炉設置許可申請書の高速実験炉に係る添付書類

9における放射性液体廃棄物に上る被ぱく評価と同様の方法で、一般公衆の実効線量を評価

変更後

した。ここに、「添付帯類四核燃料物による1 染のノ布とその評価方法に関する説明

料物

の「1

建屋等の放射化汚染物質のうち、生成量、一般公衆の実効線量への寄与度、工事中の排水へ

の移行等売哲慮し、 CO・60 を代表核種として選定した。また、トリチウムについては、上記

(1)において全量が大気へ放出されるものとして評価してぃることから、液体廃棄物の評価か

らは除外した。

評価の結果、一般公衆の実効線量は約 8.4×10 '(μS、yy)となクた。

なお、コンクリートと一体で解体する鉄筋に含まれる FO・郭については、生成量及び実効

線最への寄与の大きい核種であるが、手洗い水中への移行は支配的ではないと考えられる。

また、仮に上記の年問放出量の全量が FO・55 によるものとした場合であ0ても、一般公衆の

実効線量は約 1.4× 10'(μ Swy)である。

又は桟

又は核燃料物

核燃料物

物

によるi 染の

にようて汚染された物の廃棄の「3.2 液体

によって1 染された物の

布とその評西方法に述べる方法で評価した炉心構造物及び

(3)放射性固体廃棄物による被ぱく

解体に伴い発生司、る放射性固体廃棄物は、

1 染された物の廃

べるとおり、廃棄物管理施設へ搬出するまでの問、原子炉建屋第一種管理区域内の保管廃棄

施設に保管司、ることになる。

このときの直接線及びスカイシ・Vイン線による公衆の被ぱくを、直接線に閏しては点減衰

核積分コード「QAD」ι、スカイシャイン線においては「QAD」及びガンマ線]回散乱線計算

コード「G33」竺を用いて算出した。

計算条件を表2に示寸。計算においては、DCAの解体対魚物のいかなる機器、設備等にお

いてイ,有意な表面線量率が検出され二ぐいないことから、原子炉建屋の生体遮蔽体の内表面の

空問線量率を】(μ釦/h)として線源を設定した。その結果、 DCA原子炉建屋から最も近い周辺

監視区域境界(原子炉建屋から東南東 190mの地点)において、直接線及ぴスカイシャイン

線による線量の評価値は、それぞれ 2. O× 10 扣(μ Gy/y)、 5.2× 10 '(μ Gy/y)となることか

ら、直接線及びスカイシャイン線による空問線量の評価値は、合計 5.2×10 イμGy/y)とな

る。

の「2.2

備考

の「3.3 固廃物及び放射性廃物として

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

名称の変更

「本文十

(4)総合評価

D 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物からの被ばく

廃止措置朔問中の放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物からの公衆の被ぱくは、それぞ

記載の適正化

女

(80/H2)

料物
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れ約 1.1× 10 '(μ Svy)、約 8.、1× 10 '(μ S、yy)となる。この値は、「発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関寸る指針(昭和 50年5月原子力安全委員会決定、平成 13年3月一

部改訂)」で示された、施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値50(μSwy)に比較し

て十分に小さい値となる。

2)放射性固体廃棄物による被ぱく

原子炉建屋管理区域内の保管廃棄施設に保管した放射性固体廃棄物からの直接線及びスカ

イシ・ヤイン線による評価地点における空問線量の評価値は、合計 5.2×10 KμGy/y)となり、

原子力安全委員会原子炉安全基進専問部会報告碍「発電用軽水型原子炉施設の安全審査にお

ける一般公衆の線量評価について(平成元年3月原子力安全委員会了承、平成13年3月一

部改訂)」で示された、施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値(50μGy/y)に比較し

て十分に小さい値となる。

変吏前(平成 27年10月30日認可)

2 放射性廃・物の廃

の角体工事に半って発生する放射性廃棄物及び放射性廃棄物とLノぐ及う必要のない物につDCA

し (

2.1残存放射性物

残 放射性物

ハ子'ーが「設に残・司、る方

る

中性子照射を受けて放射ヒ寸ることにより発生し残

放射ヒ汚染物

射ヒした庸、生物等が配燮

の1平

の評価

における放射ヒ及び二炊1 染物】〕CA

2.1.1 放射ヒ1 染物

射性廃物の発生

は

炉心キ'。物及ぴ放射1 遮へい

20年(、子炉停止 7年後)を目安に放射性物

炉,し

性

図 2.1 に示す

炉心周辺部に設賢されている機器及び原子炉建屋

a)中性子束分布の計算

は ナ射ヒ1 染物、と二次'染物、に

中性子束の計算では

の推定及び廃

r ssTDI

器

し

れ約 1.1× 10 X μ S"/y)、約 8.4× 10 '(μ S"/y)となる。この値は、 1、発電用軽水型原子炉施

設周辺の線量目標値に関する指針(昭和50年5月原子力安全委員会決定、平成 13年3月

一部改訂)」で示された、施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値50(μSヅy)に比

較して十分に小さい値となる。

に付

求める

これを用い、C

のヨ平

a!

体を<む,、子炉各部での巾性子東を隶めろへし

1、ることにより

は

¥に残存司、る核種別射ヒ1 染物'ーの

斥のユ」ーテ

炊に

の方法を以下に示t

個数密度を適用した

は

の図面を1〕CA

2)放射性固体廃棄物による被ぱく

原子炉建屋管理区域内の保管廃棄施設に保管した放射性固体廃棄物からの直接線及びスカ

イシ・Vイン線による評価地点における空問線量の評価値は、合計 5.2×10'(μCy/y)とな

り、原子力安全委員会原子炉安全基粲専門部会報告書「発電用軽水型原子炉施設の安全審

査における一般公衆の線量評価について(平成元年3月原子力安全委員会了承、平成13年

3月一部改iD 」で示された、施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値(50μGy/y)に

比較して十分に小さい値となる。

上る¥、のである

それ,ぞれ以下のとおりである

(2)放射ヒ1 染物

まず

ノクロ断面こヅ)

放射ヒ汚染物,の量は

IEM)1广3.1 から編

1送計モデルを図 2.2 に

ノテ

ド「ORIGEN-79」

施設内に残

求めた中性子

にイ成した角

けることがでキ

計算コード1ANISN一Π

の量を計箪によ0、(評西する

設備機器の重最

ノログラムに上り 22 群 U)1'C-23 の群キ

変更後

二次1 染物

を用いて 2 次元、'美ヨ十算コード1D013、5

σ)

(削除)

の構造物力

1、る早,のである

の創・算

で計

モテノレに

された遮へい計箪用定数ライブラリ

は

子炉'〔転尾歴並びに

Ⅸ)'1'3

した

の物最データから求めた元素の存在量を用レ

は

放

によりP城

計

性子

ここでは、,成

して

で算出した中性子スペクトノレを用いて、燃一計算コー

」'美計算に用い7

においては

分布の計算結果の例を図2.3に示す

計笈手順を

<ERI゛16928

口断面のマク

子・一建屋

軽水炉用の 1群断面

)に縮約

子炉の物、組成

を基にイ成した

により

の図面から求めたオ斗及びキ

七

射

備老

を使用した

構告物ごとに副

(D で

(8νH2)

添付書類四へ

移動Lたため

削除

次兀、

炊一

子

¥

オ
寸

り

1



0国立研究開発法人日本原子力研究開発厳桝薜大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

Φ厘王^
DCA の

与える

、子炉運転肝を夫 2.1に示す"

変更前(平成 27年10月30日認可)

②炉心構造物及び、子炉建屋邸の物、組

臨界から角体届提出時までの年j#ごとの算出力実,値を入カデータとして

評

放射化を検討・J、べき主な機器は、炉心タンク、グリッド板、炉心タンク支持台及び放

射#

時点は

アンレス生

はチ

体をノ＼レ

广在

終'転を行った'成]3年9月か「,7年P

の知見で可乍な限り全てをヨ平イ

」旦証価^

を表 2

は

炭素

ねZ

材料証明書及び文献

炉心市浩物及び建芋の機器別、核樋別の放射断染物

全委,会)

水炉

子炉建屋等であり

コンクリ

は

7年後に残子する放射 W 染物

主なキ告オ別

炉梦におけるクリアランスレベノレについて(

盲のう士

におい、ぐ

その他」の欄にー

トである

十 に下回っている

な才

これらの構造材は

60

C

要放射性亥種として

究の用に

これらのオ告材中に生成される1 射性核種

等に基ノ5く

と司、フ

コンクリ

60 及び EU-152 以外の核種は

亥別の方射ヒ1

月30日文音科八省令

要方射性核種P 外の核種としては

旦旦些三^

して記載した

計

した日とtる

する

トではH3に次いて

に用いる放射性物

二次γ染物

十算に用いた主亜構告物の物,、組

備、ガス系設偏

アノレ

子炉

α)全

二次Υ染物暫の量を評価司、るためには、全汚染面

出された8核種及び

物

る

に係る放射地度についての確認

平価の結果

箟雉な市

は

哨1Ⅱ余)

ウム合金

0)

、19 0 )

硫定チ素として 10%を見'入み

の暴の評西は

ノ

(B0 と評価される約5 小I×10

面

の推定量を表

コいては

参考値として示Lたクリアランスレベルを

成]3年7月]6日

十測制御系統施設及ぴ・、子炉建屋を対

4#ゾ

の

かった力

度の推定直を表

については

別表

フ

〔ー

升

元棄の

軍転によ

1 染面

2.2放射性廃棄物の推定発生最

F

使用流体の放射乍度

のポンプ

し推定した

シ染の可能性のある炉心タンク

5の放射能の推定最は、金属ではC

Ξ1」L^

放射屯度の評価においては

核種以外の亥種の

て生成し

二炊1 染物

( 1 )

1 染放射性物'表面密度及τN 染放射性物'の放射屯量の推定結果を表2.5

器

げる放射能濃度を十ノに下回った

子力安

配

名谷

子炉の'転が行われなU

陛希ガス及ぴ/

変吏後

等の図面及び現場羽査に

に関する

炉停止

十算

の放射能最け

各

α) 1.]

去の保守・整側乍

染面

則(平成 17年Ⅱ

と爽面密度を求めることが北、要であ

と寸、る

を正

性よう素

炉内構造物

を全1 染面

約 3.02× 10YB0 と推定される

「試験研

に求めることは困冥なのて

と及び保管中の燃料の健全性を定朔的に確認することから

、ぐ)

時の加定古及び、子炉運転時P

算出した

とした

フ}く,〒ミ言窒

まオ

しかし

表面密度に

不

備老

添付書類四へ

移動したため

削除

(82/142)

本文十項へ移

動したため削

除

」刀弐

弁歩の

こ示司、

こ

3

定J示
,

4

}示

こ

定
ら

推
か



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水睦界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変吏部分)

ナ出は無いものとナる

(2)トリチウム

トリチウムについては

したi 染放射性物广に<まれるものが

レ

以下のとおり評

角体対象物に厶まれるトリチウムの全が環境中に放出される゛.のと仮定L

変更前(平成 27年10月30日認可)

阿_体対魚物に厶まれるトリチウムの最は 2.1rに示した方法で次のとおり推定され,る

放射ヒ汚染物

類中に 7.2×]OXBO

面には1 仇夫面

1.3×10"(BO

主にコンクリ

Lメ

リチウム1 〆" 0.3(B(ノ,)"にナ射性

として

6 (30 が<主れると評X I0

」旦Σ^

放射1生の発生のチ、、れがある機器類のUJ断作業及び

以上かし

放射糸拡へい体のコンクリート及び鉄筋中に 9.6×1げ(B )及び機器

1 093 (nf)

が厶主れる

ト中の放射化放射性物t'及び配管機器百に付着

子炉建屋=ンクリート中には放射舮渡へい体コンクリートの推定

て粉収

イエ専佑中を通じて放出される

出は無い

トリチウム放出

Ξ1■」^

(B〔<_・mりに推定トリチウム吸寺密度1 2×10

主ブ

れる

体に係る工事中に今髪発生すろ液体

高性能フ

二炊1 染物

れること力"

される

十は畏大 1.6×]OXB0 と推定されるのt

i20(mり発生寸る t.のと推定される

主た

物

780(m勺と見込まれる

ルタ付局可'気

な才

体業に

コンクリ

として

2.2.3 固体廃棄物

管理区域マ除までの

プーノレ水及び手洗い水において

角体工事に半

角"体に係る工事中に発生する放射性及び非放射性固体廃棄物の発生量を

炉心タンク学の機器類表

査によって推定Lた

)手洗い水については

ト

の用に

放出最を

大量 2、157(t)"を乗じて

日文部利八30

賢を設

(削除)

^

夫工事に当たっては、彪、要に武じ

小るのて

のコンクリートは

七乗じて

物としては

イ乍

子炉壁に係る放射

以上より

を放射性廃一物に区

"

とし

残存放射性物一の評価のための試料採取及び放穿M櫛剣定の結果を用し

放射#

推定結果を表2.6に示す

期品を 6(年)と見

大1

ヒを図る雫.のとする

放射性粉の環境への放

1 ケ月当た"約 10(m')の発生が見込ま

)

19 ■)

)を<む

今後発生する液体廃物の総量は

プーノレフK60(m勺の発生が見込ま

現

放射,遮へい体の外側の金及びコンクリ

用

へい体内伯の金届

で

肝に

のま定に

PDR

分に下回0ていると評価されていることから

].1(3)項に示すとおり

度についての硫

な放射屯は

した力

ノづいー(区ノした

変更後

り

により

ノづく方射ヨ曾度

削り

体期殆全本で約

なお放射性廃棄物の量には f試験研究

はナ射性

出されていなし

射#遮へい体内表面から卯km)までの深さの E

りによる除染の実施に当た0ては

に罰寸る

主な構造オの放射ヒによる1 染'度はクリアランスレベルを十

約

物に区八Lた,主た放射紗庵へい体

則(平成 17年 H 月

物ψ下け射厶E'度確

図面及び現場羽

トにっいては、過夫の汚染検査の実,及び使

放射性廃棄物の大

削り取り深さの合理

2段 における

備考

本文十項へ移

動したため削

除

が放射能浪度確認対魚物

(83/H2)

ここ
、
伊

令

る

物
で



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験奘置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

に該当寸るものと考えら才1,る

2.3

三堅旦望^

射性廃物等の廃棄の方法

気体廃物は

1勿r、 d)

から放出司、る

変更前(平成 27年】0月30日認可)

2.2.1 項に'ボべた気体1

府が吊

百は

Ξ」」三^

レ気系のDCA の

え CJ 才1, tC し

限j#告示に定める濃声限度以下であることを竃続畔視しながら r気口

液体一物は

度告示に定める Sr-90 の度限唐以下のイ、のについ、(は、一般非水1 へ非出tる

の

出においては現

庁限度を

ないよう

性能フ

物の発生最に対して

2項に述べた液体廃棄物の発生量に対Lて、廃液タンクの容量2.2

DCA の

水は 1(回ノ月)程声の機出にとどまると考えられることから

工閏題墜な上^

ルタでろ過した後

えるものについては

理・'rる

2.3.3

液タンク1こ一時貯留した名放射性物

どおり年佑の放出

マ体去した物品は、材,

う必要のあるものは放射性固本廃物として減容処理を

1.2.2 項で評価したとおり

理施設へ

物及び射性

非気モニタ等により放射性

ただし

・/5く放射屯'度についての硴認を受けた後放射性一物とし、(及う必要がないと゛忍めら

れたものについては再利用又は産業廃棄物として処理処八を行う

物一理施設へ

理目市値として

出する

放射地庶確認

放射性廃棄物放射6曾声確0忍

箇戸')及ぴ 2

が漏洩し難い構造の金属製容器姉に収納する

、物として及う必

方射性

性'及び放射能レベルに六じて区,し、

出する

(削除)

安全上の問

の

放射能放出

a 箇戸、)の保管

1気異を軍転しつつ実片司、ることにより

玉"_

2.2.3 項に述べたと才Jり

象物に該当するものは

主た

度を没定L

、物ナ射ヤ

なお

がない物

彪

えられることから

処理施設の受け入れ容

液体廃棄物の処理能力につい

一般 E水1 ノ＼0)

室'_宏全村重

体計画を管理する

に↓七じてグリーン

(B )を超え3.7 X ] 0

量隈

10(mりより、手洗い

施設に保

物は施設から

SI'-90

確認

、子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策を講じ、

止

、物の区,イ業は

子炉等規制法一61条の2の規定に

DCA の

小る

変更後

して3 切に八

仏中は

放射性

ウス

は十

保廃棄施設の立

射性

可燃性の放射性廃棄物は、放射性物

体工事により発生する放射性廃ヨ、物の発生景に対寸る廃物

出する主でのル

局

以下に示

方射性物

であ

物の大'が放射'曾度硫認、魚物に該当す、る{,のと

非風機

物として

し

力

、子炉建屋,一種理区城内におい

i 染の'大防止、策

廃'物管理施設の保管容量を超えない上うに角

の建屋外への飛

分廓を収

工物

を図 2.4 に示す

、子炉建屋 1 階(2

寸るための機器を用し

防止を担保寸

皮ばく低

転問中に順炊廃止措買の特徴を考

策事故防止、策

備老

本文十項へ移

動したため削

除

並びに

(8UH2)

本文五項へ移

動したため削

除

て
る



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

しナ

1 染の拡大防止対策3.1

子炉"設の全を確保する

1 染の拡大防止.策を

k風機瀚

大を防止する

外への放射性物

変更前(平成 27年10月30日認可)

塗上盤^
ALARA の・え方に

収 奘

気体

らかじめ乍環境の放身"モニタリングを実施寸ると共に残存放射性物

発生量を評価し

慮に入れた

の拡散防止機能を硴保寸る

曼け皿吸収キ

の放射性物

まナ

り

よる

外部

必要に六じて誇切オ

3.3事故防止対策

づキ方射

染所を対魚に1,た乍業でけ

につい、(は

ぱくの低減及び内部

十画を立

乍

滴助な収納容噐を使用することによ0て

"設

して

十画を立

な措置を行う

設

火災方止

矛拶事者及び公衆の皮ぱくの低減に努める

し

動災

句設内の給非気系を維持することにより施設

防止

の角体に当た0ては

g、要に1七じてグリーン
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4.気魚データ

1.2.2項に述べた公衆の被ぱく線量の計算に使用する気象データの詳細並びに、その代表性の

検定方法及び結果は、以下のとおりである。

(削除)

則として保管寸る

火災動呈設

及び放射性廃物

を

ノづいた

このため、あ

の出入口において加錠,

に検

自然事象に

る

なお

業計画を立'し
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備考
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動したため削

除

2.気象データ

].2.2項に述べた公衆の被ばく線量の計算に使用する気象データの詳細並びに、その代表性の

検定方法及び結果け、以下のとおりである。

2.1 敷地における観測結果

観測結果に基づいて環境での被ぱく評価を行う坦合、気象観測データは気象指針で定める欠測率以

下でなければならない。平成8年1月から平成12年12月までの5年問の気象データのうち、被ばく

評価に必要な同時刻の風向、風速(着目高及び地上)、日射量、放射収支量のいずれか1つでも欠測
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か 1 つでも欠測した場合、その時刻0刀則定値を欠側として扱い、集計した。連続した]2 か月にお

いて、欠測率は最大でイ,'1.4%であったことから、この気象観測データは気魚指針で定める基池

QO%以下)を満たしている。

Q)風向

①風向出現頻度

各年の風向頻度の 5年問の平均値は、図・1.1 に示すとおりであり、北東の風が卓越し

ていることがわかる。

②低風速時の風向出現頻度

低風速(0.5~2.om/')時の風配図を図 4.2 に示司、。西の頻度が高く、 10%以上に逵す

る。

変更前(平成 27年10月30日認可)

(2)風速

①平均風速

5年平均の月別平均風速を図・1.3 に示す。季節的にみると、春~夏に風速が大きく、

冬が小さい傾向を示している。年平均風速は2.2m八である。

②風速階級別出現頻度

5年平均の年問風速階級別出現頻度は図・1.4 に示すとおりである。最も高い頻度を示

寸風速階級は、 1~2m/S で 28%で島る。

③静穏継統時問出現回数及び年問静穏時問

5年平均の静穏(風速 0.5Ⅲ/S 未満)継続時問出現回数及び年問静穏時問を表 4.1 に

示寸。静穏継統時問は最大7時問であり、年問静穏時問は867時問で勘る。

④風向別風速

5年平均の風向別年平均風速は図・1.5 に示すように、 4月~]0月の卓越風である北東

及び 12月から 1月にかけて冬の季節風である南西風の風速が強い。風向別風速出現頻

度は、図4.6 に示tように、北東風の場合は、風速の大きい頻度が高い。

①大気安定度出現頻度

年問及び5年平均の大気安定度出現頻度は、図7に示すように、年により多少異なるが、不

安定(A十B十C型)が約 26ツ。、中立Φ型)が約43%、安定住十F型)が約 31%である。 5

年平均の月別大気安定度出現頻度は、図8 に示司、ように、 6、 7月はD型が多く、 12月から2

月はF型が多いことがわかる。

②大気安定度継統時問出現回数

5年平均の大気安定度継続時問出現回数は、表"^示すように、不安定(A十B十C型)

は長くとも 10時問程度であるが、中立Φ型)及び安定住十F型)の場合け 15時問以上

継続寸ることもある。

記載の適正化

(3)大気安定度

大気安定度は、高さ10mの風速(敷地を代表する地上風)と日射量又は放射収支量を基に

決定する。大気安定度を A、 B、 C、 D、 E、 F の 6 つの型で表現する場合は、 A-B、 B-C、 C-

D及びG を、それ,ぞれB、 C、 D及びF に加算して統計処理を行った。

した場合、その時刻の測定値を欠測として扱い、集計した。連続した 12か月において、

でも4.4%であったことから、この気象観測データは気象指金十で定める基準 QO%以下)

し、23。

記載の適正化

①大気安定度出現頻度

年問及び 5年平均の大気安定度出現頻度は、図 4.7 に示・小ように、年により多少異なる

が、不安定(A+B十C 型)が約 26ツ叺中立Φ型)が約 43%、安定住+F型)が約 31%で

ある。 5年平均の月別大気安定度出現頻度は、図・1.8 に示すように、 6、 7月は D 型が多

く、 12月から 2月はF型が多いことがわかる。

②大気安定度継続時問出現回数

5年平均の大気安定度継続時問出現回数は、表 4,2 に示寸ように、不安定(A十B十C

型)は長くとも 10時問程度であるが、中立Φ型)及び安定住十F型)の場合は 15時

問以上継続寸ることも訪る。

a)風向

①風向出現頻度

各午の風向頻度の5年問の平均値は、図1に示寸とおりであり、北東の風が卓越してい

ることがわ小る。

②低風速時の風向出現頻度

低風速(0.5~2.om/S)時の風配図を図 2 に示司、。西の頻度が高く、 10%以上に達司、る。

(86/H2)

変更後

化)風速

①平均風速

5年平均の月別平均風速を図 3 に示・よ。季節的にみると、春~夏に風速が大きく、冬が

小さい傾向を示している。年平均凧速は2.2m心である。

②風速階級別出現頻度

5年平均の年間風速階級別出現頻度は図U^示ナとおりである。最も高い頻度を示す風

速階級は、 1~2m/S で 28咲,である。

③静穏継続時間出現回数及び年問静穏時問

5年平均の静穏(風速0.5m太未満)継続時問出現回数及び年問静穏時問を表3 に示す。

静穏継続時問は最大7時問であり、年問静穏時問は867時問である。

④風向別風速

5年平均の風向別年平均風速は図 5 に示すように、 4月~10月の卓越風である北東及び

12月から1月にかけて冬の季節風である南西風の風速が強い。風向別風速出現頻度は、図

6 に示tように、北東風の場合は、風速の大きい頻度が高い。

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

記載の適正化

欠測率は最大

を満たして

(3)大気安定度

大気安定度は、高さ10mの風速(敷地を代表寸る地上風)と日射量又は放射収支量を基に

決定する。大気安定度を A、 B、 C、 D、 E、 F の 6 つの型で表現する場合は、 A-B、 B-C、 C-D

及びG を、それぞれB、 C、 D及びF に加算して統計処理を行った。

備考

記載の適正化

記載の適正化
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、1.2安全解析に使用する気象条件

4.2.1観測期問における気象データの代表性の検討

安全解析に使用した気象データは、平成8年1月から平成 12年12月における 5年間のデ

ータの平均で、長期問の気象状態を代表していると考えられるが、念のため平成8年から平

成 12年の各 1年が長朔問の気象状態を代表Lているかどうか、即ち、異常年でないかどう

かの検討を行った。

検定項目は、年問風向頻度及び年問風速階級とし、敷地内で個測した平成2年1月から平

成 12年12月の資料を用いて、不良標本の棄却検定に関するF分布検定によって検定した。

本検定では、過去 U 年のうちから 1年を選び、注目寸る標本年とし、残りの 10年問を他

の標本年として棄却検定値を求め、有意水池5%で棄却検定寸る。

検定の結果は、表 4.3及び表・1.4 に示司、とおりであり、表中*印が棄却データである。平成

8年から平成 12年の各 1年で、 28 項目中棄却された項目は平成 12年2件、平成 S 年、平成

9年、平成 10年及び平成Ⅱ年各 1件の 6 件のみであり、当該 5年問の各年が残りの 10年

と比べて特に多いということにはならない。したが0て、これらの5年問の気象データは、

長期問の気急状態を代表Lていると判断されることから、その全てを安全解析に使用した。

変更前(平成27年10月30日認可)

4.2.2平常時の被ぱく評価に使用する気象条件

DCAの平常時に周辺環境に放出される放射性物質による公衆の線量評価のための気魚デー

タとしては、平成8年1月~平成 12年12月までの 5年問の風向、風速及び大気安定度のデ

ータを基に、気魚指針に示された方法に従って 1年ごとに副・算した 5年分の統計量の平均を

使用司、る。地上 10mでの風向出現頻度及び風向別大気安定度出現回数を表'1.5 に、風向別大

気安定度別風速逆数の総和及び平均を表4.6 に示・す、。

記載の適正化

添付書類四へ

移動したため

削除
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

群定数の処理

(ANISN・ル)

遮へい計算用定数ライブラリ

(295 群一22 群)

2汰元中性子束分布の計算

ΦOT3.5)

領域依存のマクロ断面積(22群)

(JSSTDL)

(削除)

中性子スペクトノレ(22 群)

放射能計算

(ORIGEN・79)

変更後

図2.1 放射化放射性物質の引'算手順

計算値

備老

添付書類四へ

移動したため

削除

(89/H2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

軸方向

▲

放射線蛇へい体
(づンウリー 1、)

(空気)

グリッド板
(り'ノしミニウム)

炉内綱造物
(アノレミ丁、ウノ、+空気)

遮へい扉
(コンクリート)

遮へい燦
(炭素鋼)

(空厶U

力き,心0ンク

(アノレミ'ニウノ、)

(爪水)

(削除)

(空気)

下郎吸収休

(コ'ノレミ:ニウノ、+"4C)

(空立U

変更後

放01線遮へい休
(コンウリート)

図2.2 2次元輸送引'算モデノレ

ンーーーーー
径方向

備考

添付書類四へ

移動したため

削除

四0/H2)

一
、

/
、
L炉



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

(削除)

阿含.31Pイ.、Υ・径六繪1ノ眺1井辻子喫りら(主腰鐙1所J恬十算恒)

変更後 備考

添付書類四へ

移動したため

削除

四νH2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構火洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

ト^

WNW

Nr^

＼

30

N

W,

25

ノ、

20

15 、'、

＼,

、

WSW 、

NNE

、、

＼

＼、/
、

図 4.1 5年平均年問風配図(1996年~2000年の平均)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装貿に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

風速(m/.)

変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究閉発機楴大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)
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変更前(平成 27年]0月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

表」'_1 各方位軸上の最大地点における相対淡度(連続放出)

変更前(平成 27年10月30日認可)

方位

NNE

周辺監視区域境界

までの距酢(m)

NE

ENE

E

ESE

SE

700

SSE

398

S

最大地点までの

距離(m)

259

SS、入1

201

SW

190

WSW

201

圦1

力13

圦INW

700

368

NW

398

337

NN訊1

259

相対濃度

χノQ(hm,リ

360

201

N

502

190

603

201

1.フ× 10'、]

881

243

6.2 × 10 、]

1096

368

1.5× 10H

1406

337

2.8 × 10、8

1367

360

1.9× 10'H

502

1.3× 10'H

603

1.、1 × 10 H

881

フ.3 × 10 !,

1096

8.2 × 10'、j

1406

8.'1× 10"1

表1

1367

3.5× 10"1

2.1× 10"}

各方位軸上の最大地点における相対濃度(連絖放出)

方位

3.2× 10'】0

9.1×10 Π

NNE

変更後

8.5×10 】1

周辺監視区域境界

までの距雌(m)

NE

3.6 × 10'】0

ENE

E

ESE

SE

700

SSE

398

S

最大地点までの

距眺(m)

259

SS、入1

201

S、入1

190

WS、V

201

NV

2'13

WNW

700

368

NW

398

337

NNW

259

相対濃度

χノQ(h/mり

360

201

N

502

190

603

201

1,フ× 10η

881

2'13

6.2× 10"]

1096

備考

36S

1.5× 10'H

ト106

337

2,8× 10'8

1367

記載の適正化

360

1.9× 10'H

502

1.3× 10'H

603

1.4× 10 H

881

フ.3 × 10 ']

1096

8,2 × 10'、〕

Id06

8.4× 10 "

1367

3.5 × 10'リ

2'1 × 10 '}

3.2× 10'10

9.1× 10Π

四フ/H2)

8.5 × 10 Π

3.6× 10川



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

表 1.2 放射性固体廃棄物による被ぱく評価に用いた計算条件

項目

線源

放射性核種

原子炉建屋天井、

線源強度η

線源位置

原子炉建屋壁扣

1.87×10'唱q (スカイシ・Υイン線評価)

1.50×10"Bq (直接線評価)

条件

.

材質

厚さ

評価地点

1,ⅡCO

密度

※1スカイシャイン線評価では原子炉建屋炉室天井コーナー部、直接線評

価でけ原子炉建屋炉室壁の遮△ど体内表面において、空問線量率

1μ SV/11を与える弛1度を設正した。

※2スカイシャイン吊泉評価においてぎ慮。

※3 スカイシ・Vイン線及び直接線評価において考慮。

原子炉建屋炉室中心位置

(地上高 om)

材質

評価期問

厚さ

密声

普通コンクリート

DC<原子炉建屋から最も近い周辺監視区域境界

(原子炉建屋かし東南東方向 190mの地点)

nl

普通コンクリ

2.1牙ノCm {

■m
2'1g/cm l

壁1 放射性固体廃棄物による被ぱく評価に用いた計算条件

ト

項目

]年

変更後

線源

放射性核種

原子炉建屋天井一

線源強度一

線源位置

原子・炉建屋壁、,

1.S7灯0、,Bq (スカイシ・Vイン線評価)

1.50×1伊Bq (直接線評価)

条件

材質

厚さ

評価地点

哘OCO

密度

※1スカイシャイン線評価では原子炉建屋炉室天井コーナー部、直接線評

価では原子炉建屋炉室壁の遮蔽体内表面において、空問線量率

1μ釦ノhを与える強度を設定した。

※ 2スカイシャイン線評価において考慮。

※3スカイシャイン線及ぴ直接線評価においてぎ慮。

原子炉建屋炉室中心位置

け也上高 onl)

材質

評価期問

厚さ

密度

備考

普通コンクリート

DCA原子炉建屋から最も近い周辺監視区域境界

(原子炉建屋から東南東方向 190mの地点)

記載の適正化

亜m

普通五ンクリート

2.1g/cm l

■m

記載の適正化

2.1曾/cm l

1年

四8/H2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装匿に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

年度

表2.1 原子炉運転履歴

昭和 44

運転時問

、15

時問

d6

56

d7

807

^18

分

623

^19
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50

50
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33

梢箪熱出力
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3 '1
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232

'〕戸

[wh]

03

326

21

15.011

5・1

22793.722

29

153
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41141.2・16
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35950.893

23

176

57

28821.111

197

1

58

40867.2d2

186

59

39162.02S

237

9

60

2930S.67'1

234

61

21098.432

平成

48

132

(削除)

62

27608.626

225

52

63

28966.275

117

49

元年

29460.805

94

0

30758.535

180

29

3

16727.080

124

31

4

12860.629

1ーリ

58

18905.265
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138

6

13855.937

212

25875.709

137

,〕 5

8

1005d.639

156

、13

変更後

9

1376d.603

238

38

10

7891.2do
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r

11

17037.OS2

130

20

12

13417.818

20
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13

4726.131

、12

95

叫
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29

8526.、1呂2

3【

89

7556
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3467.387
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1
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5
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験奘置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年]0月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

放射線遮へい体内側

表2.6 固体廃棄物の推定発生量

放射線遮へい体外側

小計

放射性

(単位トン)

注)放射性廃棄物の量は、放射能濃度確認対象物を含む。

金属等

194.5

斗

非放射性

3

197.5

放射性

135

コンクリート

332.5

135

2,157

非放射性

2,157

5,048

(削除)

1,957

9,162

フ,005

変更後 備考

本文十項へ称

動したため削

除

a04/H2)

合



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

頑

麦丑1

変亜前(平成 27年10月30日認可)

時間
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表4.2 大気安定度継続時問出現回数
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3

(注)大気安定度分類表(気魚指針第3慶)のA-B,B-C,C-D.及びGはそれぞれB,C.D.及びF1こ加算した。
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表4 大気安定度継続時問出現回数
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117

(17)

13

10

(3)

9

(5)

46

(5)

7

14

64

9)

23

(4)

年間静穩時聞

備穹

3

(0.8)

8

38

(6)

05)

22

(3)

3

(0.8)

867

9

(05)

記載の適正化

14

(2)

10

4

(0.8

25

(4)

13

(2)

Ⅱ

(1996年1月~2000年12月)
(%)0は

(0.2)

23

(3)

10

( 1 )

12

17

(2)

8

(0.9)

袷

16

(2)

8

(0.9)

14

16

(2)

朽時間
以上

7

(0.8)

(105/H2)

記載の適正化

14

(2)

5

(0.6)

12

(2)

5

(06)

Ⅱ

(2)

57

(6)

6
1

9
4

2
②

Ⅲ
⑥
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⑦
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①
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フ
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4
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住
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⑥
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叫
④
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扣
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フ
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励
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

年

変更前(平成 27年10月30日認可)

1990

1991

1992

1993

N

19g4

1995

表 4.3 異常年の検定(年別の風向 F0値)

NNE

19g6

091

1997

45B

1、57

1998

01刃

005

NE

19,9

005

? 23

2000

Om

000

031

000

06Ⅱ

009

ENE

001

卓印は棄却された項目を示す.(F(005)=5.12)

000

1 63

030

0.78

001

コフ1

085

010

E

013

?伽

000

039

025

1.日2

1014*

001

001

ESE

11 63*

031

005

635*

001

017

25θ

017

001

015

2,6E

SE

003

001

121

1423キ

079

02a

094

年

100

0 コ9

070

1 33

SSE

108

0 ?1

000

00コ

010

0 ?4

484

599卓

006

0.41

000

風

S

001

1.41

069

1090

2.25

01玲

004

1.10

1991

太丑丑異常年の検定(年別の風速階級F0値)

01且

025

032

061

SSW

1992

O JO

023

072

1993

015

1■0

0.46

010

058

0~0,4

0 OJ

コ?5

1904

SW

1.76

1 69

19g5

240

253

003

1996

6■7*

2θ0

005

054

WSW

1997

0.5~0.9

0.15

089

015

0.18

199B

013

3 H4

040

0.00

012

1999

160

0.54

024

0.16

W

020

011

2 J8

2000

1.79

5.71*

010

1 35

1 64

1.0~1.9

0.03

031

025

1.17

WNW

154

2.52

011

511

035

0.42

8.63*

*印は棄却された項目を示す。(F(0.05)・5,12)

599ヰ

0 ?9

508

1 44

0.17

5.94*

086

1.04

1 31

1 13

1.32

NW

2.0~2.9

0.41

4."5

00且

041

034

0.06

0,04

611*

798゛

0、40

046

1.33

0.00

014

020

0.14

O og

1 11

N卜剛

1.14

0.07

001

1.69

022

011

0.00

9g 64庫

3.0~3.9

0.01

376

0,16

079

1.06

0.04

01且

107

003

00コ

0.00

CALM

1.50

0.11

204

004

002

0.78

1.64

0.31

030

019

002

2.94

1.01

687*

031

00?

005

4.0~4.9

0.06

0.43

0.02

057

01且

120

0.04

009

003

000

1 之1

0.01

0.48

1.18

074

016

1 '3

1.51

1.32

5.71*

0Ⅱ

4.92

5.0~5.9

1.02

583*

017

1 17

3.47

022

0.53

042

001

0.00

017

1.79

0.92

001

1.41

041

2.28

6.0~6.9

0.12

004

279

0.46

014

0'06

1.83

風0

0.67

0.29

1990

0.20

0.01

1.BI

1091

3.20

フ.0~フ.9

0.15

1992

0.02

0.90

1993

N

0.06

3.58

0,16

1994

0.84

0.00

1995

0.07

1 25

N卜正

3.31

表5 異常年の検定(年別の風向F0イ向

1996

8.0~8.9

1.19

091

0.16

1007

変更後

0.17

458

0.10

1.57

0.32

1998

0.01

01刃

005

028

NE

1999

0.00

005

223

0.99

2.78

2000

2.57

0^

0Ⅸ】

0,31

2.76

9.0以上

2.09

0 OB

0.19

066

009

荘NE

0.09

0.35

001

ヰ印は棄却された項目を示寸.(F(005〕=512)

0叱

1 63

0.06

0.12

0.58

030

001

078

フ.02*

3.71

010

0 且5

3.45

0.54

0.70

E

012

Om

乞0ヨ

0.17

2.92

0.74

0 ?5

00ヨ

344

1 且2

1014*

0.76

0.01

037

001

0.88

1 22

ESE

11 6コ*

0.07

0.50

031

005

'.35゛

001

017

1.22

25且

1.52

017

001

015

266

0.28

0.75

SE

003

001

1,21

006

1.36

14?3卓

079

023

094

1.45

106

070

039

1 33

SSE

0.22

021

006

1 0B

003

010

0.14

024

4 且4

599゛

000

風

041

000

307

S

001

141

069

1990

225

01玲

004

1991

018

03

0 マ5

SSW

級

1992

表6 異常年の検定(年別の風速階級F0値)

076

023

072

1993

1 "0

015

040

010

0~0.4

007

05且

1994

420

325

5W

176

010

1 69

1995

240

253

223

003

1996

687*

054

260

005

WSW

054

1997

0.5~0.9

015

009

015

018

1998

213

013

384

040

0,00

012

1999

054

1 60

024

0.16

W

020

011

2000

1.79

571*

Jき

0.10

1 35

1 64

1.0~1.9

003

0 コ1

1.17

025

154

WNW

252

0,1 1

035

51 1

0.42

*印は棄却された項目を示す。(F(005)=512)

B 63*

599゛

02,

50宮

0.17

5.94*

0月6

1 64

1 コ 1

1 13

1 32

NW

2.0~2.9

0,41

備考

4.85

008

041

034

0,06

004

040

6 "*

046

79且*

1 33

000

014

014

099

1 11

1.14

N!^

0.07

001

1.69

022

011

0.00

9,64*

3.0~39

0、01

376

016

O J9

1.06

004

0.00

01 θ

107

003

00コ

1.50

CALM

0.1 1

2伽

記載の適正化

ON

002

078

1.64

0.31

0 コ0

010

002

2.94

1.01

6 θJ*

031

002

005

40~4.9

0.06

043

0.02

0.18

0.57

1 29

0.04

0.09

000

003

1 21

001

0.48

1.18

074

0.16

1 63

1.51

1 32

571卓

0"

492

5.0~5.9

5.83*

1.02

017

1 17

347

0.22

053

0.42

001

0.00

1.79

0.17

092

001

1.41

041

2.28

6.0~6.9

0.12

0叫

2.79

0.46

014

006

1.83

0.67

0、29

0.20

001

1.81

3.20

0.15

フ.0~フ.9

0.02

0.90

006

35丑

0.16

084

0.00

Q06/H2)

0.07

1.25

331

8.0~8,9

1.19

0,16

017

0.10

0.32

0.01

028

0.00

0.99

2.78

2.57

2.76

9.0以上

209

0.19

0.09

0.35

0.06

0.12

記載の適正化

0.58

フ.02*

0.54

345

0.70

292

0.17

0.74

0.76

0.01

0.θ8

0.07

050

1.52

1 22

0,28

0.75

1.36

0.06

1.45

022

0.14

307

U740

900

00

0

60

323

00

950

4コ3

740

900

0之'

00

ユ

450

2

32

443

22

3?コ

00

950

433



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

表丑五

風向

変更前(平成 27年10月30日認可)

風向出現頻度及ぴ風向別大気安定度別出現回数(10m高)

a996年1月~2000年12月)
口

十d

(%)

モ

'

ESE

5.フ

SE

f
*1

8.8

20.0

32.フ

1.8

35.8

A

0.6

33.6

1.0

17.5

4.8

43

6.1

フ.1

*1)目風0及ひその 2風0
*2)大気安定度FはGを含む

口

3.4

B

8.4

20.6

8.4

6.4

52.フ

62.フ

19、5

27.8

4.0

141.0

23.1

(N此)

8.フ

C

174.9

24.フ

9.1

249.6

20.0

11,1

95

33.フ

1933

12.6

18.8

フ.4

D

口

14.3

25.4

83.フ

フ.8

194.6

去丑世風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均

66.1

風向

31.フ

8,2

453.3

545

の出現'

987.8

84.6

5.1

E

1.8

106.6

325.9

6

フ.0

100.9

159.フ

5

49.8

S-.

A

42.2

5.49

52.9

81.フ

戸2

11,8

の

θ.94

72.フ

46.9

24.1

31.フ

1693

164,フ

207.5

3θ 59

15.フ

1 ?5

4.1

212.4

22.55

196.フ

085

4.1

293.2

1.4

844

O B4

153.6

S.

フ.J2

5.9

B

078

0.2

231.4

124.9

WNW

5734

0 65

0.74

9.9

4918

1.2

194.6

55J

O BO

252

93.8

84.62

* 1〕

NNW

820

094

10803

99.1

35.4

22.5

74B

083

15220

103.5

表7

B.03

0 宮5

090

40.3

49.00

6 ?9

O B9

168.3

9.9

OB4

27.1

風向

1751

14.5

502

103

05呂

1954

0.90

669

C

060

92.1

FはG

41.55

風向出現頻度及び風向別大気安定度別出現回数(10m高)

(1996年1月~2000年12月)

0,99

1706

060

風

4.コ9

39.34

1165

101

2.フ

084

236.6

61 26

57.ヨ4

097

2.0

83 ヨ4

S由

2B.72

296.8

0.99

0召0

99■4

121J

4.1

口

062

328.5

5384

069

219

61,00

Sd ,

179,5

fd

070

066

029

(%)

72 呂5

S.

変更後

1 18.2

O JJ

2.29

034

20J 64

16 18

J

009

ESE

039

26844

192.4

1294

5.フ

106

035

コJI.60

2153

1.12

036

20586

15、47

5'、電

099

SSE

十

028

(10m 高)

13967

卓1

032

606

105

3501

030

205

S

8.8

059

SSW

1443

02J

205

20.0

038

2438

S心

(1006年1月一2000年12月)

403

0、33

0.62

E

SW

32.フ

9115

041

086

12?72

WSW

1208

35.8

053

1 11

16440

0.6

A

1呂46

039

1 ?8

19401

33.6

VVNW

043

093

23コ 52

929

17.5

055

4.8

13642

1、且3

048

4.3

NW

056

0.61

1ヨ814

037

6.1

9.3

*1)目風0及その 2風0の出現頻
*2)大気安定度FはGを含む

フ.1

NNW

056

0Ⅱ

201 74

035

口

S.

F'1

8.フ

082

0.46

3.4

B

8.4

038

?6909

20.6

1.1且

989

03且

21443

8.4

6.4

1358

1.36

056

11.9

52.フ

16J.25

62.フ

1394

フ.6

1 31

049

1492g

19.5

27.8

56.4

1 18

9.65

4.0

054

13047

141.0

23.1

230

039

1 26

3.4

( Nd..)

3633

C

8.フ

174.9

1 36

038

1、07

24.フ

1590

5.3

1 10

034

1 00

249.6

20BI

20.0

11.1

207

035

1 18

ヨ5.74

9.5

0.51

15.0

玲318

1 37

33.フ

045

256.12

1 59

193.3

12.6

18.8

065

04264

1 08

フ.4

D

口

0、48

143

435JO

144

25.4

83.フ

フ.8

093

?6501

194.6

66,1

風向

31.フ

表8 風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均

094

82

17フ.68

453.3

545

105

26575

6.0

6,0

9B7.8

1 12

84.6

5.1

1 29

106.6

18

E

325.9

1 44

6.5

フ.0

100,9

159.フ

1.49

49.8

備考

S由

1 35

5,5

A

50.5

42.2

33.フ

529

81.フ

11.8

51

广'

の和

894

記載の適正化

72.フ

46.9

31.フ

24.1

1693

164.フ

207.5

3859

15.フ

1 25

4.1

212.4

?? 55

196.フ

085

4,1

293.2

1.4

844

084

153.6

了 J2

5.9

07且

B

231.4

0,2

124.9

5734

965

074

9.9

49.18

194.6

12

557

080

25.2

93.8

B462

卓1)

且 20

094

10B 03

99.1

35.4

74B

22.5

083

巧之20

103.5

803

085

0.90

40.3

4900

168.3

629

089

9.9

084

1751

27.1

14.5

502

1、03

05B

19.54

S'.

669

090

C

060

92.1

FはG

41 55

57

099

170.6

060

3934

1 1.65

Im

2.フ

084

236.6

6126

5794

09J

2.0

8384

S'、

?872

2968

080

9984

1211

4.1

062

3285

0.49

5384

(107/H2)

069

?,19

035

田卯

179.5

0.70

066

0,29

J2 且5

S"

1182

O JJ

229

D

034

20764

16.1ヨ

0.09

039

268,44

192.4

1294

106

035

コJ700

21 5ヨ

1 12

030

20586

1547

(10m 高)

0.99

028

13967

606

032

105

3501

?,05

030

059

1443

205

027

038

2438

S',

(1996年1月~2000年12月)

40ヨ

033

0 '2

E

91.15

041

0 ヨ6

12272

1208

053

1 11

16440

IB40

039

128

19401

043

093

23352

929

055

13642

1 且3

048

056

061

13814

037

056

201 74

011

035

S由

F,1

0.合2

0.46

03B

269.09

989

1相

0,38

21443

13.58

1 36

056

16J 25

1394

1.ヨ1

049

14920

S.

965

1 1呂

0.54

13047

記載の適正化

230

039

1 26

3633

038

1.36

10J

1590

034

1.10

106

2081

207

035

1.1且

85.74

051

163.18

1.37

045

1 59

256 12

065

1.68

34? 64

048

1 44

43579

093

26501

094

17フ.68

105

26575

1 12

1 29

144

1.49

1.35

713

1

616

WW

19

65

9

971

96

8

一
、

N

EN

01

N

EE

572

E

吾

S

W

55

713

934

W

115

-
SS

仙

733

冒
.

75

945

06

465

276

N

NN

616

N

N

W

E

ES

290

090

E

S

S

S

S

WW

冒
心

W

N

505

65

39

19

洲

971

NN

91

96

06

-
S

N

1

EN

E

EE

572

051

78

吾
.

D

67

ES

S

43

SS

S

3

S

W

940

530

WW

W

S
"

WN

-
S
.

-
S

276

N

NN

N

N

E

S

290

E

ES

S

SS

S



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後

ト^ノ

W1剖V

NI゛N

＼

ノ

SE

N

W

20

W$W 气

NNE

、

図 1 5年平均年間風配図(1996年~2Ⅸ川年の平均)

S^

ノ、

、

,ノ

＼

SSW

＼ ENE

＼ノ

、

備考

図表の入替に

より追加

＼

S

、、

ノ
i

ESE

/

SE

SSE

"

N^

、VNW '

NN^

ノ＼
＼

、

30
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変更前(平成 27年10月30日認可)
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0国立研究開発法人日本原子力研究閉発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

1.概要

DCAの解体工事において、工事上の過失等に起因する周囲の公衆に影響を与えうる事故とその

影響を選定し、周辺監視区域境界外における公衆の最大の実効線量を評価した。その評価結果は

以下のとおりであり、公衆に対して著しい被ぱくのりスクを与えないことは明らかである。

2 最も影響の大きい事故の選定

廃止措置の工事上の

故の種類、程度、影響等は、以下のとおりと評価される。これらのうち、公衆が被ぱくを受ける

可能性のある最も影響の大きい事故として、燃半服宇蔵庫にて保管中の燃料集合体を取扱時に落下

させ燃料棒被覆管が全数破損を来たし燃料一被覆管ギャップ部に存在寸る核分裂生成物の全量が

瞬時に環境に放出された場合を選定し、公衆の被ばく評価を行うことと寸る,

変更前(平成 27年10月30日認可)

2.1廃止措置の工事上の過失、機械又は装置の故障

DCAは原子炉の運転を終了しているため、機械又は装置の故障が公衆に対して著しい被ばく

のりスクを与えることは考えられない。

廃止措置の工事上の過失にっいては、原子炉本体及び原子炉建屋の解体工事では、取り扱う

解体物の放射能濃座が低いため、工亦上の過失が公衆に著しい被ぱくのりスクを与えることは

考えられない。

一方、DCAで使用した燃料は燃料貯蔵庫にて保管中で断ることから、燃料の搬出までの期問

中に燃料集合体を取扱時に落下させた場合、燃料棒被覆管が破損を来たし燃料一被覆管ギャッ

プ部に存在する核分裂生成物が環境に放出される可能性がある。

失、機械又は の故障地震

2.2 地震

原子炉施股では、各施設・設備にっいて安全設計上の重要度に応じた耐巽クラスを設定し、
それぞれに応じた設計地震力に対して十分な耐熊性を有する設計を行っている。また、解体に

当たっては、解体する施設・設備の耐震クラスと耐震設計を考慮して、必要な強度を確保して

作業を進める。したが0て、廃止措凪朔問中において、地震に起因する事故を想定する彪、要は

なし、

火災 その他の災

2.3 火災

火災にっいては、次の要素を組み合わせた措置を講じているので、廃止措置期問中におい

て、火災に起因する事故を想定する必要はない,

D 各施設・設備には、可能な限η不燃性又は難燃性材料を用いている。

2)火災が発生した場合、早期に火災を感知して早期消火を行うため、適切な火災警報設備及

び消火設備を、解体の進捗状況に応じて叱、要な場所に随時配置する。

3)原子炉施設内の各区域は、叱、要に応じて隣接tる区域の火災の影響を遮断できる構造とな

つている。

に上る原子炉の事

1.概要

DCAの解体工事に郭いて、工事上の過失等に起因tる周囲の公衆に影響を与えラる事故とその

影響を選定L、周辺監視区域境界外における公衆の最大の実効線量を評価した。その評価結果は

以下のとおりであり、公衆に対して著しい被ぱくのりスクを与えないことは明らかである。

2 最も影響の大きい事故の選定

2.4 その他の災害

2.4.1 台風

原子炉施設は、建築基邸法に定めろ基雄に従って、風荷重に対する設創'が行われ,ている。

主た、各施設・設備の解体に当た0ても、原子炉建屋等は、その解体まで適切に維持し、彪、

廃止

響等は、以下のとおりと評価される。これらのうち、公衆が被ぱくを受ける可能性のある最も影

響の大きい事故として、燃料貯蔵庫にて保管中の燃料集合体を取扱時に落下させ燃料棒被覆管が

全数破損を来たし燃料一被覆管ギ・ヤッブ答Ⅲこ存在する核分裂生成物の全量が瞬時に環境に放出さ

れた場合を選定し、公衆の被ぱく評価を行うことと寸る,

中の渦失、機械又は襲

2.1 廃止措置の工事上の過失、機械又は装置の故障

DCAは原子炉の運転を終了しているため、機械又は装置の故障が公衆に対して著しい被ばくの

リスクを与えることは苦えられない。

廃止措置の工事上の過失にっいては、原子炉本体及び原子炉建屋の解体工事では、取り扱う解

体物の放射能濃度が低いため、工事上の過失が公衆に著しい被ぱくのりスクを与えることは者え

られない。

一方、DCAで使用した燃料は燃料貯蔵庫にて保管中であることから、燃料の搬出までの期問中

に燃料集合体を取扱時に落下させた場合、燃料棒被覆管が破損を来たし燃料一被段管ギャップ部

に存在する核分裂生成物が環境に放出される可肯恐性がある。

変更後

の故障、地震、火災

2.2 地婁

原子炉施設では、各施設・設備について安全設計上の重要度に応じた耐熊クラスを設定し、そ

れぞれに応じた設計地震力に対して十分な耐震性を有する設計を行っている。また、解体に当た

つては、解体tる施設・設備の耐震クラスと耐震設計を考慮して、必要な強度を硴保して作業を

進める。したがっ、ぐ、廃止措置期問中において、地震に起因する事故を想定する必要はない。

による原子炉の班故の種類、程度、影

2.3 火災

火災にっいては、次の要素を斧且み合わせた措置を講じているので、廃止措置期問中において、

火災に起因寸る事故を想定する必要はない。

(D 各施設・設備には、可能な限り不燃性又は難燃性材料を用いている。

(2)火災が発生した場合、早期に火災を感知して早期消火を行うため、適切な火災警報設備及

び消火設備を、角到本の進捗状況に応じて必、要な場所に随時配置する。

(3)原子炉施設内の各区域は、彪、要に応じて隣接tる区域の火災の影響を遮断できる構造とな

つーぐいる。

備考

法令改正に伴

う見直し

2.'1 その他の災害

2.'1.】台風

原子炉施設は、建築基忽法に定める基凖に従って、風荷重に対する設計が行われている。ま

た、各施設・設備の解体に当たっても、原子炉建屋等は、その角引本主で適切に維持し、必、要な強

a卜υH2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

要な強度を確保する。

想定する必要はない。

2.・1.2 津波及び洪水

原子炉施設の般置場所け、十分な敷地高さを有すると共に、河川及び海からの十分な距陞

を右しており、原子炉施設力辞北水及ぴ津波の影響を受けることはないものとぎぇられる。し

たがって、廃止措置期問中において、津波及び獣水に起因する亦故を想定tる必要はない。

3.被ばく線量の評価

3.1評価寸る被ばく線量の種類

上記2.1で想定した燃料破損事故における周辺監視区域境界外での公衆の被ぱく線量とし

て、大気中に放出された枝分裂生成物のうち、希ガス及びよう素からのガンマ線の外部被ぱく

による全身に対tる実効線量を評価tるとともに、希ガス及びよう素ωベータ線による皮膚へ

の等価線量の寄与を積算し、全身に対する実効線量を評価tる。

変更前(平成27年10月30日認可)

したが0て、廃止措置期問中において、台風等の風に起因する事故を

3.2核分裂生成物の大気中への放出量

3.2.]計算条件

a)燃料貯蔵庫にて保管中の燃料集合体のうち、枝分裂生成物の含有量が最も多いプルトニ

ウム試験用燃料棒(D 70本で構成している試験燃半H本が取扱中に落下したものと寸る。

化)落下した試験燃料体は、炉心の最大出力 1(1州)のうち、フ.5(%)を分担し、希ガス及びよ

う素の組成が平衡に逵するまで運転されていたものとする。

(3)平成玲午9月26日の最終運転時において(2)の条件で運転を実施し、試験燃半H本中に生

成された核分裂生成物は、平成17暦年末までの期問に力たり崩壊が進ノVでいるものとt

る。

しD 落下した試験燃料体の燃料棒のギャップ中には、運転停止時点にて、規隙1ぺレットで生

成される希ガス及びよう素のラち、約 0.2(%)が存在していたものとtる。

(5)落下時において燃料株のギャップ畜Ⅲこ残存している希ガス及びよう素の全量が燃料貯蔵

庫内に放出されるものとする。

(田大気中に放出される核分裂生成物は、燃料貯蔵庫からそのまま短時問のうちに地上放出

されるものとする。

度を確保する。

要はない。

3.2.2 計算方法

(1)燃料棒内の希ガス及びよう素の量

落下を想定するプルトニウム試験体用燃半井参内に残存している希ガス及びよう素の量は表

1に示すとおりであることから、以下、 h・85 のみを計算対象とす、る。

(2)大気中への放出量

h・85 の大気中への放出量は、燃料棒内の残存量に、燃料棒から燃料唄宇蔵庫内への放出割

合(0.002)を乗じて求め、その値は約 1. O× 10'(Bq)である。

(3)ガンマ線換算放出量

h・85 のガンマ線換算放出量は、(2)で求めた大気中への放出量に、ガンマ線実効エネル

ギ」・(0.0022Mev)"を乗じて求め、そσ)値は約 2.3 × 10'(Mev ・ B(1)である。

2.'1.2 津波及び洪水

原子炉施設の設置場所は、十分な敷地高さを有すると共に、河川及び海からの十分な距院を

有しており、原子炉施設力井共水及び津波の影響を受けることはないものと考えられる。したがっ

て、廃止措置朔問中において、津波及び洪水に起因する事故を想定する必要はない。

したがって、廃止措置期問中において、台風等の風に起因する事故を想定する必

3.被ぱく線量の評価

3.1 評価寸る被ぱく線量の種頚

上記2.1で恕定Lた燃料破損事故における周辺監視区域境界外での公衆の被ぱく線量として、

大気中に放出された核分裂生成物のうち、希ガス及びよう素からのガンマ線の外部被ばくによる

全身に対tる実効線量を評価tるとともに、希ガス及びよう素のべータ線による皮膚への等価線

量の寄与を積算し、全身に対する実効線量を評価する。

変更後

3.2 核分裂生成物の大気中への放出量

3.2.1 計算条件

(D 燃料貯蔵庫にて保管中の燃料集合体のうち、核分裂生成物の含有量が最も多いプルトニ

ウム試験用燃料棒(D 70本で構成している試験燃料体が取扱中に落下したものと寸る。

(2)落下した試験燃邪H本は、炉心の最大出力 IUくW)のうち、フ,5(%)を分担し、希ガス及ぴよ

う素の組成が平衡に達する主で運転され,ていたイ,のと寸る。

(3)平成 13年9月26日の最終運転時において(2)の条件で蓮転を実施し、試験燃料体中に生

成された核分裂生成物は、平成17暦年末までの期問にわたり崩壊が進ノVでいるものとす

る。

しD 落下した試験燃料体の燃料棒のギャップ中には、運転停止時点にて、燃料ぺレットで生

成される希ガス及びよう素のうち、約 0.2(%)が存在していたものとtる。、

(5)落下時において燃料棒のギャップ部に残存している希ガス及びよう素の全量が燃料貯蔵

庫内に放出されるものとする。

(6)大気中に放出される核分裂生成物は、燃料貯蔵庫からそのまま短時問のうちに地上放出

されるものとする。

3.2.2 計算方法

(D 燃料棒内の希ガス及びよう素の量

落下を想定するプルトニウム試験体用燃半井奉内に残存している希ガス及びよう素の量は表

1 に示寸とおりであることから、以下、 KI,・85 のみを計算対魚とする。

(2)大気中への放出量

KI-S5 の大気中への放出量は、燃料棒内の残存量に、燃料棒から燃料貯蔵庫内への放出割

(0.002)を乗じて求め、その値は約 1. O× 1げ(Bq)である。
Zふ、

B)ガンマ線換算放出量

KI・・85 のガンマ線換算放出量は、(2)で求めた大気中への放出量に、ガンマ線実効エネルギ

(0.0022Mev)"を乗じて求め、その値は約 2.3× 10'(M〔Ⅳ・乃q)である。

備考

(115/H2)
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3.3 大気拡散計算

ⅨA原子炉施設の想定する事故時に放出される放射性物質による數地周辺の線量の評価は、

実際に敷地で概測した気象データをもとにして、出現頻度からみて、それより悪い条件にめっ

たに遭遇しないといえる大気拡散状態(気象条件)を推定り、ることにより行う。拡散状態の推

定は、 3.3.]項に示す観測データを使用し、気象指針に示された方法に従って、相対濃度(χ

/Q)及ぴ相対線量(D/Q)を求める。

変更前(平成27年10月30日認可)

3.3.1大気拡散計算に使用寸る気象条件

章に示す、敷地内で観測した平成8年]大気拡散計算に用いる気象条件は、添付資料2 の'1

月から平成 12年12月主での観測データを使用した。

3.3.2 相対濃度の計算

線量計範に用いる相対濃度は、気魚指命Hこ示された基本拡散式を用いて炊のよラにして求

める。

(1)相対濃度は、毎時刻の気象データと実効放出継絖時問を基に、方位別に周辺監視区域

境界外で最大となる着目地点について求める。

(2)着目地点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を5年問について小さい方から果積した場

その累積出現率が97%に当たる相対濃度とする。/X
ロ、

(3)線最計算に用いる相対濃度は、上記(2)で求めた相対濃度のうちで最大の値を使用寸

る,

記載の適正化

方位別(χノQ)の累積出現頻度を求める時、静穏の場合には風速を 0.5(m心)として計算

し、その風向は静穏出現前の風向をイ吏用する。

また、本計算においては、実効放出継続時問 1(h)、建屋等の風向方向の投影面積 386(mり

(最小投影面積)、升会伏係数 0.5、放出源の有効高さ 0(m)とした。

3.3.3 相対線量の計算

相対線量(D/Q)は、(χノQ)から空気力ーマ率を計算して求める。建屋等の影響を考

慮して求めた方位別の周辺監視区城境界外で最大となる地点におけるD/Qの値を夫 2 に、その

地点における累積出現相対頻度を図 1 に示す。 D/Qは DCA 排気筒の東 20lm 地点で最大とな

り、そ0)値は 1.6 × 10 "(μ Cy ・ h/(Mev ・ Bq))である。

なお、χ/QはD/Q と同じく DCA 排気筒の東 20lm 地点で最大となり、その値は 3.2× 10 '

(S/m')である,

3.3 大気拡散計算

DCA原子炉施設の想定寸る事故時に放出される放射性物質による敷地周辺の線最の評価は、実

際に敷地で観測した気象データをもとにして、出現頻度からみて、それより悪い条件にめったに

遭遇しないといえる大気拡散状態(気象条件)を推定す、ることにより行う。拡散状態の推定は、

3.3.1項に示す観測データを使用し、気象指針に示された方法に従って、相対濃度(χ/Q)及び

相対線量(D/Q)を求める。

3.4 被ばく線量の計鯨

大気中に放出された Kr-85 からのガンマ線の外部被ばくによる実効線量は、汝式により計算

、;1、る。

H,・ K.・ Qゞ(D/Q)

3.3.]大気拡散計算に使用する気象条件

大気拡散計算に用いる気象条件は

る説明

の観測データを使用した。

ここに、

Hy

3.3.2 相対濃度の計算

線量計算に用いる相対濃度は、気急指針に示された基本拡散式を用いて淡のようにして求め

る。

変更後

の「2
.,

ガンマ線の外部被ぱくによる実効線量

(D 相対濃度は、毎時刻の気象データと実効放出継続時問を基に、方位別に周辺監視区域境

界外で最大となる着目地点について求める。

(2)着目地点の相対洪度は、毎時刻の相対濃度を 5年問について小さい方から累積した場

合、その累積出現率が 97%に当たる相対濃度と寸る,

(3)線量計算に用いる相対湊度は、上記(2)で求めた相対濃度のうちで最大の値を使用す

00

ブータに示す、敷地内で観測した平成8年1月から平成 12年12月主で

「添付乍頻二

方位別(χ/Q)の累積出現頻度を求める時、静穏の場合には風速を 0.5(m/金として計算

し、その風向は静穏出現前の風向を使用寸る。

また、本計算においては、実効放出継続時問](h)、建屋等の風向方向の投影面積386(m゜)(最

小投影面積)、形状係数 0.5、放出源の有効高さ 0(m)とした。

(μSV)

止措

3.3.3 相対線量の計算

相対線量(D/Q)は、(χノQ)から空気力ーマ率を計算Lて求める。建屋等の影響を考慮し

て求めた方位別の周辺監視区域境界外で最大となる地点におけるD/Qの値を夫2に、その地点にお

ける累積出現相対頻度を図 1に示す。 D/QはDCA排気筒の東201(m)地点で最大となり、その値は

1.6 ×]0 "(μ Gy ・ h/(MCV ・ Bq))で訪る。

なお、χノQはD/Q と同じく DCA 排気筒の東 201(m)地点で最大となり、その値は 3.2× 10"仏

/1nりである。

に つ 射吊

備考

(μ SY)

ばく の

3.4 被ぱく線量の計算

大気中に放出された Kr-85 からのガンマ線の外部被ぱくによる実効線量は、炊式により計算

「1、る。

理に関司 記載の適正化

= K,・ Qゞ(D/Q)H,

ここに、

日γ

(1]6/H2)

ガンマ線の外部被ぱくによる実刻'保量

.

記載の適正化
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KI

Qy

Φ/山

また、KI-85からのべータ線による皮膚の等価線量は、ペータ線の空気中での飛程が極めて

短いことを苦慮して、サブマージョンモデルに基づく次式により計算する。

空気吸収線量から実効線量への換算係数

ガンマ線換算放出率

相対線量

変更前(平成 27年10月30日認可)

H'.k ・ E"・(χ/Q)(Q/360の
ここに、

Hβ

k

ベータ線による皮膚の等価線量 (SV)

瑜・85 の線量換算係数

(=2.226 × 10 扣・ 1(β(m'・ SV / MOV ・ Bq))

で、kβは、ベータ線吸収線量から皮膚への等価線量への換算係数(=

0.72 (SV/Gy)カ)である。

KI-85 のべータ線の実効エネノレギー"

相対漆度

KI-85 の放出率

4.参考文献

D 「被ばく計算に用いる放射線エネルキー等について」

(平成元年3月27日原子力安全委員会了承、平成 13年3月29日一部改訂)

2)「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線最評価について」

(平成元年3月27日原子力安全委員会了承、平成 13年3月29日一部改訂)

Eβ

(χノQ)

Q

上式にて得られたKI・-85からのべータ線による皮膚の等価線量に、皮膚に対寸る組織荷重係

数(=0.OD を乗じてガンY線の外部被ぱくによる実効線量に積算し、全身に対り、る実効線量
.の評価値と寸、る',

(= 1 (S、,/Gy))

(Mev ・ B(1/h)

(μ Gy .1〕/Mev . Bq)

3.5評価結果

この事故による周辺監視区域境界夕Hこおける公衆の最大の実効線量は、約・1.1×10-6 (μS

Wであり、この評価値は「水冷却型試験研究用原子炉施設の安全評価に関する審査指針(平成3

年7月18日原子力安全委員会決定、平成 13年3月29日一部改訂)」に示された、りスクは

小さいと判断される発生事故当たりの周辺公衆の被ぱく線量:5(ⅢSWより十分小さいことか

ら、この事故により周辺の公衆に対L著Lい放射線被ぱくのりスクを与えることはないと判断

さ才1る。

備考

参考文献

D 「被ぱく計算に用いる放射線エネルギー等について」

(平成元年3月27日原子力安全委員会了承、平成]3年3月29日一部改訂)

2)「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」

(平成元年3月27日原子力安全委員会了承、平成 13年3月29日一部改訂)

記載の適正化

KJ

Qy

Φ/Q)

(=0.251Mev)

(S/m')

(Bq/h)

また、 Kr-85 からのべータ線による皮膚の等価線量は、ベータ線の空気中での飛程が極めて

短いことを考慮して、サブマージョンモデルに基ノづく次式により計算する。

空気吸収線量から実効線量への換算係数

ガンマ線換算放出率

相対線量

H

ここに、

11 β

k

E,・(Z/QXQ/360の

変更後

ベータ線による皮膚の等価線量 (SW

KI,-85 の線量換算係数

(=2.226 × 10 扣・ k β(m'・ S"/ MCV ・ Bq))

ここで、kβは、ベータ線吸収線量から皮膚への等価線量への換算係数(=

0.72 (S、ゾGy)゜)である。

KI・-85 のべータ線の実効エネノレギー"

相対濃度

KI・・85 の放出率

Eβ

(χ/Q)

Q

上式にて得られたKT・85からのべータ線による皮膚の等価線最に、皮膚に対する組織荷重係

数(=0.01ンを乗じてガンマ線の外部被ばくによる実効線量に積算し、全身に対寸る実効吊良量
ロ)

の評価値と寸る力。

(= 1(SVGy))

(Mev ・ Bq/h)

(μ Gy ・ h /MOV ・ B(1)

3.5 評価結果

この堪故による周辺監視区域境界外における公衆の最大の実効線量は、約4.1×10 "(μSW

であり、この評価値は「水冷却型試験研究用原子炉施設ω安全評価に関する審査指針(平成3、

年7月18日原子力安全委員会決定、平成 13年3月29日一部改訂)」に示された、りスクは

小さいと判断される発生事故当たりの周辺公衆の被ぱく線量:5(msWより十分小さいことか

ら、この事故により周辺の公衆に対し著しい放射線被ぱくのりスクを与えることはないと判断

さ才1る。

(=0.251Mev)

(S/m")

(B(vh)

(Hフ/N2)

k=
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変更前(平成27年10月30日認可)

累積相対出現頻度(%)

、、,ー.

工

(削除)

図 1 方位別相対線量(D/Q)の累積相対出現頻度

変更後

刷

剛

備考

図表の入替に

より削除

(118/H2)
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変吏前(平成 27年10月30日認可)

表1 燃料棒内の希ガス及びよう棄の残存量

枝種

川"Kr

怖"KI、

"'K】'

所Kr

残存量(3q)

惑Kr

0.000×10゜

刈Kr

0.000×10゜

"゜K I・

5.163× 1σ'

H'"XC

0.000 × 10゜

"'xe

0.000 × 10゜

'×0

H'XC

0.000 × 10゜

0.000 × 10゜

H'XC

UTxe

~0.0

'則Xe

~0.0

"判Xe

~0.0

0.000×10゜

' H I

0.000×10"

HI

0.000×10"

'" 1

0.000×10"

HI

0.000 × 10゜

"'汀

~0.0

10゜0.00O X

変更後

0.000 × 10゜

0.000 × 10゜

夫1

0.000 × 10゜

燃料棒内の希ガス及びよう素の残存量

核種

畷"K ,

M"Kr

心KI、

町Kr

残存量(Bq)

""KI、

0.000 × 10゜

Kr

0.000 × 10゜

'扣Kr

"玲Xe

5.163×10"

0.000 × 10n

"xe

0.000 × 10゜

""Ⅸe

備考

H'XC

0.000 × 10"

0.000 × 10"

"闇Xe

" XC

~0.0

H"X。

~0.0

'杓X。

~0.0

0,000 × 10゜

"" 1

0.000 × 10゜

H01

0.000×10゜

川1

0.000 × 10"

, U I

0.000×10゜

い辻

Q19/H2)

~0.0

0.000 × 10゜

0.000×10"

0.000 × 10゜

0.000 × 10゜
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変萸前(平成 27年10月30日認可)

表2 各方位軸上の最大地点における相対線量Φ/Q)の97%値

方位

NNE

周辺監視区域境界

までの距離(m)

NE

ENE

E

ESE

SE

700

SSE

398

S

259

最大地点までの

距奇隹(m)

SSW

201

SW

190

WSW

201

W

243

WNW

700

368

NW

398

337

NNW

259

相対線量

D/Q (Gy ・ h /11CV ・ 13q)

360

201

N

502

190

603

201

881

2d3

1096

1.8× 10、U

368

1406

5.2 × 10、Ⅲ

337

1367

9.2 × 10、1"

360

1.6 × 10、17

502

9.フ× 10、n

603

4.6× 10、1N

881

1.1× 10、17

1096

フ.9 × 10、1H

上106

5.フ×10、Ⅲ

1367

表2 各方位軸上の最大地点における相対線量(D/Q)の 97%値

3.9× 10、Ⅱ'

2.6 × 10、1N

方位

1.2× 10、Ⅲ

変更後

フ. O × 10、ご゜

NN亘

9.5 × 10、゜1

周辺監視区域境界

までの距高隹(m)

NE

5.9 × 10、」1

εM3

4.4× 10、1"

E

ESE

SE

700

SSE

398

S

259

最大地点までの

距離(m)

SSW

201

SW

190

WSW

201

W

243

WNW

700

368

NW

398

337

NNW

259

相対線量

D/Q (Gy ・ 1〕ハ10V ・ 13q)

360

201

N

502

190

603

201

881

備考

243

1096

1.8× 10、Ⅲ

368

1406

5.2× 10、Ⅲ

337

1訊笄

9.2 × 10、1工

360

1.6 × 10-17

502

9.フ× 10、1"

603

4.6× 10、Ⅲ

881

1.1× 10、17

1096

フ.9×10、1H

1406

5.フ× 10、1H

1367

3.9 × 10、W

2.6 × 10、Ⅲ

(120/H2)

1.2×10、Ⅲ

フ. O × 10、ご0

9.5 × 10、ご1

5.9× 10、H

4.4×10、円



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後

＼・・・・・一

'一入、

.、、1、、

....,■.......ー,..^...■■...■.■■,'^".弔■.■■.^●....■.,■●一.■■......,..,,...ー..ー.

""'、、"・、1工 1
"'入:

'.广、＼_1

1 :'、、1、、

累積相対出現頻度(%)

戈

X三才一

て、 1

戸

U

1＼ 1
.,.、.,ー.^..,.ー,,ー.ー..ー

1 "

气X,、

、

則

r,1

剥

備考

図表の入替に

より追加

1

2

0コ
、、^'、

再

、ー^

'1、_ -L

U,

^^^^:昆

図 1 方位別相対線量(D/Q)の累積相対出現頻度
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0国立研究朋発法人日本原子力研究朋発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年】0月30日認可) 変更後

美燃料物 によるΥ染の

逐世査麺_」聖

布とその評価方法に痢する説明

備考

法令改正に伴

う見直し

(122/H2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

核

炉心及びその周辺割Ⅱこ設

子照射を受けたことかじ

ト物

は

によるt 染の

放射ヒした腐f 生成物"及びトリチウムにより1 染している可屯性がある

'U_透染三^

旦_放^

布とその評価方法

平価対象は炉心構造物及び放射ヌ遮

点で糸勺 5、小I× 10"(B0 である

されている

塑」三迭^

射化γ染している

変更後

評価対

側伶11 系統施設及び、子炉建屋コンクリートであり

器並びに炉室建屋芋の構告物は

限界の

(2)評価方法

はt 染の可能性のある炉心タンク

から求めた推定放射能最は約 3.02×1σ山)で勗る

また

子炉施設に残存tる

放射化汚染物

中性子照射を受けて放射ヒすることにより発生し

は

炉心タンク

である

方射ヒLた腐生成物

体であり

】〕CA におけろ方射ヒ及び二炊

り_を塑^

は

炉内構告物

推定放射能量は炉停止から7

射性物

力0,L

子炉'転

炉心構告物及び放射舮捷体"に残子寸るメ種別放射ヒ1 染物

20

炉心周辺害Ⅲこ設置されている機器及ぴ、子炉建屋の構造物

炉内構吉物

順宣図」」Ξ^

は

(・、子炉停止 7年後)を目

が配

/Kアミ言窒 1

①

放射化1 染物

に中性

担定IF染

中性子束

中性子

備考

法令改正に伴

う見直し

(本文 3.1 項か

ら移動)

r ssTI)1

染物

器類に付

水系設

し

を求める

の計算では

ぴ)言平

これを用いて

布の計

と二次1 染物

ナ射吊

1髪の時

を附属のユーティリティプU グラムにより 22群(DLC-23 の群構造)に縮約

と表面汗't密度の

残于する雫,のである

することにより

ガス系設"

組成は DCA の図面を基に作成した角"析モデルに

は

した

炊に

それぞれ以下のとおりであ才

2炊元 1送計算モデルを図

②放射断染物

体をAむ

まず

放射性物

1次元輸'美計

放射化1 染物

]ENDL-3.1 から編

けることができ

ψクU断面

加設内に残

ド foRIGEN-79

度を

①で求めた中性子東

子炉各部での中性子

σ)

構造材設甫機器の

二次1 染物

(123/H2)

用した

とに計範寸る。

を計算によって評イする

の最の計算

を用いて 2 次元

の

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

}、る

rANISN 爪f により

で計

は

された

0)

DOT3.5 で

の

は

中性子束分布の計

した

を求める

子炉運転履歴並ぴに、子炉建屋等の図面から求めた材一及び

複計用定数ライブラリ

ここでは平成

心、

十算においては軽水炉用の1群断面

の物量データから求めた親元素の

出した中性子スペクトノレを用いて

十

して

城衣オーのマクロ断面

=」ード fl〕OT3

手

計算に用いる

AERI-M6928

の例を図 3 に示司

により

子,ーの物

を基に作

在

を使用した

を用し

ニコ

構造物こ

71^

2こ

け
出

,

十口

十
ム
」

、

ブ
・
カ

)dこ

子



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機楴大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年10月30日認可)

(a ) 子炉匝転歴

DCA の初臨界力

して与える

"トる

(b)炉心構造物及びハ子炉建屋

<子炉i転肝を

放射化を

び放射'遮蔽体を

評価時点は f終'転を行った平成 13年9月から 7年P

金

_コ

放射性核種は現"の知見で可能な限り全てを評価

体チ0出時までの年度ごとの

ステンレス鋼、炭素

変更後

物

③評価結果

炉心構浩物及び建

トベキ主な機器は

の

キ浩物の物,、組成を表2 に示す

夫 1 に示寸、刀

尓小

フt群毛0)

ねる

力

水炉

の物r 組

子炉建屋邸であり

の核種の推定

在最は

全委

成し

リー・トであるコンノ

炉心タンク

価される

炉等におけるクリアランスレベノレについて

炉停止から7年後に残存する放射ヒ汚染物

オ料証明'葬及び文献

一出力実

主な構告オ別

定佰のうち

において

ヅ)

ノレを→一

は

グリッド板

゜別核種別の放射断染物'の推定

これらの構'口材は

「そのイ1」1の欄にー

な才

C

を入カデータと

に下回〔ている

60

要放射性核種として

C

1試験研究の用に共する

1 チナ射性核種以外の核種としては

立種別のナ射ヒt 染物

これらの構造材中に生成される

60 及び「

(平成 17年Ⅱ月30日文部科一省令

コンクリートでは 1{-3 に次し

J 、

分に下回った

旦'迭^

炉心タンク支持台及

とする

0 した日と

二炊汚染物

アノレ

伝'

して記載した評価の結果

備ぎ

152 以外の核種は

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

十

ノづく

ガス系設備

二次t 染物

に用いるナ射性

る

出された8核種及ぴ全

ウム合

計算に用いた主

複雑な構告・升

1 染面

の

子炉等に係る放射能度についての認埜に関する規貝1

の最の評価は

確定要来として 10咲,を見込み

平成 B 年7月16日

の全最は

高'座の

つぃては使用流体の放射、甘、度

の最を評価寸るためには全t1ん面

十測柳御系統施設及び/「子炉建屋を、象と寸Z

芋を

を表3に示す

尖

L

にノ)いては

Ξ_壁晝文世

D Hasc ,a誹a A

かった力

1 染面

直として示したクリアランスレベ

F

約 5.04 × 10゜(B0 と評

定盲を爽4 に示

のポンプ

19 ・号)

γ染の可能性のある炉心タンク

し推

恢によって生

の

二炊1 染物

S

X種以外

放射地沸声の評

望器

した

t 染放射性物,、、表面密1#及びt 染放射性物

射能の推定量は金1では

1

子

別表

U24/H2)

配

器

SS、Π)L・295N-10・1

邸の図面及びチ場

斗

の放射屯量は約 3.02×1d(B0 と推定される

el al

百σ)],1

染面のイ

げる放射

去の保守

" Dcvelo mcnt of a common Nuc le臼1' GI'OU 〕 conslants l"ibl'8r

と表面'、度を求めろことが"

B

を全1 池面

を正確に求めることは困難t ので

炉内構造物

d

1#を十

m

ノづ

E刈)L-3 N

時の唄1定直及び、子炉砥弌時

とした

算出した

水系設

の放射能最の推定結

また

しかし

Dat

でキ

表面密度に

上lbl'al

不

を表5に

11】t Conf

はて、し
、

才こ

三

)会

こ

一
'



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

Nuc leal' Da ta foT sc iel]ce and Tec】1n010,

2) Kovame K

N

3) 1Υ

1

Trans olt codc"

D 小山謹二奥山芳広

A

dG

alet

則10adモ増

群

5)

価(1)

近似

R

6) M

"ANISN ・ 1R

俊司

社1el

T

GENERA'ΠON AND DEPLETION C01〕E ・ MAIRIX MET1101)"

CCC-276 (197フ)

力吉澤俊司

M6928(197フ)AERI

近g

NC TN9'H0 200卜OH (200の

変更後

放射ヒインベントリの評

Be11

"DOT3.5 TWO Dime11S I011a l Discl'ete old 111ates Rediet lon

QⅡCUI tl1' t

8)

A one-Dlmens l011a l Dlsclc te old il】a te code F01'

士

田ク§人

NU1柁G/CR-347・1 a98'1)

9) H

MaV 1991

八木昭

C

今野将太郎谷本

E

B01 1 i n , Wι110r Roa c l017 PO、、,L寸' s t '] 1 i01〕"

宮坂号

1の小山昭夫

D

谷本健一:重水臨界実験

Oak

RISC CのIPUTER CODE COLLECI]ON

回"術35

1).232

ID

t

AERI

et a]

遮へい材料の群定数一中性子 100群

メト、
一↑

ΦCA)

S ri",el'-vfⅦ']a ・ a992)

(Ⅱ)

M 卵54 (197フ)

r太郎、福田誠司

研究用

L01

会報文4

"TeC11n010,

八木昭、羽様平

止措置における放身ナ性

(20ODNC TN9dl0 2001-027

]1

子炉のテニ

ISSN 0917-17'16 (20OD

tl

(1979)CCC-217

ωCA)放射化インベントリの評

SHfelv a】1d cost $0ι Decolnmlss l0111n , a Refel'ence

t

ORICEN

ニングと放射性廃棄物ソンノヨ

俊司

NUREG/CR-0672 (198の

Tod

浩太郎:1 水臨実験共

備考

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

羽様平、遠"浩太郎

物に閼する評価

カンマが 20

79

11

ISOTOPE

tor matclial

INC TN9410 2002-01

印CA)

本周

大一、子炉実験可

水臨界実験

U25/H2)

(2002)

京

吉

吉



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験共置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

年度

昭和

変更後

表1 原子炉運転履歴

44

運転時問

'15

時問

'16

56

47

807

、18

分

623

^19

6・17

50

50

630

33

積算熱出力

51

り戸0

即1

rり

232

り7

[wh]

53

326

21

15.011

54

22793.722

153

29

55

41卜11.246

249

47

56

35950.893

176

23

r戸

28821.111

197

58

40867.242

186

59

39162.028

237

備考

法令改正に伴

う見直L

(添付書類 2 か

ら移動)

9

60

29308.674

234

61

21098.432

平成

132

48

62

2760呂.626

225

「リ

63

28966.275

117

49

元年

29460.805

94

0

30758.535

180

29

3

16727.080

124

31

d

12860.629

172

58

5

18905 265

138

21

6

13855.937

212

'〕

25875.709

137

rr

(126/H2)

8

10054.639

156

43

9

13764.603

238

38

]0

19S

7891.240

5

11

17037.082

130

20

12

13417.818

20

51

13

'1726.131

42

95

計

2597.59ι

59

29

S526.482

3戸

89

i556

4313.543

13

3467.387

54

5303.939

2517.27フ

5

1881.289

2427.604

5291.888

567395.73G

7

7

2

7

合



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変吏前(平成 27年10月30日認可)
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変更後
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後

群定数の処理

(ANISN・,爪)

遮蔽計算用定数ライブラリ(JSSTDL)

(295 群→22 群)

2次元中性子東分布の計算

(DOT3.5)

領域依存のマク以断面積(22群)

備考

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

中性子スペクトル(22 群)

放射能計算

(ORIGEN・79)

(131/142)

図1 放射化放射性物質の計算手順

計算値



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機拙大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年]0月30日認可) 変吏後

軸方向

'

放射級遮蔽体
【ニンウリート)

(空立り

グリノドt妄
(フ'ノレミニ、ウム)

炉内橋造物
(アノレミニ.ウム+空気)

備考

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

遮鹸扉
(コンウリート)

炉,L、

/t
";'、ヰ.心,

遮蔽城

U炎棄鋼}

(リ0てー)

炉心クンク
(アノレミゞウ 1、)

(1丘水)

(空立U

下蔀吸収体

(フ'ノレミ:1 ウノ、+H,C)

Q32/H2)

(空女0

般射線捜織休

(=ンクリー・ト)

図2 2次元輸送計算モデル

径方向
ト



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後 備考

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 2 か

ら移動)

(133/H2)

R1 3 1、,i.「.、'"子」J'1t小ノ〕小" i'・゛ι分・市〔、ト健 i二j EI「'ノ),11 1> ib't')



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変重部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

性能維持加設及びその性能並びにその性能を維持寸べき1佑に

変更後

添付書類 五

備老

法令改正に伴

う見直し

する説明

a3'VM2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

廃止措期ル中の

性h棚荘持施設及びその性地を以下に示す

7 1に示すとおりである

1"メ墓王塑杢佳

子炉本体については

子炉施設の維持理

放射線渡蔽体は、原子炉本体の角体終了までの問、放射/遮蔽としての性能を維持する

1.2 核燃料物

美燃料物質のr蔵"設では

出されるまでのP

変更後

料力

の取及施設及び貯蔵

1.3 計測制御系統施設

全ての燃料が搬出されるまでの「

出されるまでのP

十測制御系統施設については

σ)

また

らの設備等は「添付、類四核燃料物

r蔵性能を維持する

吐

等についてけ

1 染を厶む

その性Nヨを維持寸べ美1 ルは本文表

核燃料物τ、による1 染のノ布とその評イ方法」に示すように

で使用Lた燃DCA

り

燃料の取及性能を維持する

理すべき施設

子炉1設の安全性は確保できる

1.、1 放射性廃醐勿の

のがある力

子炉の極転を行力ないため性能を維持すべキ設

取及設芹については燃料の

放射性廃、物の廃・施設については

価方法に閼tる説明書の「】

炉心タンク内

子炉建屋内に放射性物

を保

料体の健全性を准持する

気体

問

は

子炉建屋の

中であることから

の放射性物

管理区

による汚染の分布とその評価方法に関tる説明

在Lなし

また

棄物

水及び試験体内減'オれ土

施設

から

備考

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 1

から移動)

条」

の 1気性能を'艦持司、Z

「本文十

理区都としての性笵を

したがって

液体

の

を,内

物のf

体

出に生えて

核燃料物

子炉施設外への放出t

め

の方射性物

ま

亥燃料物質又は核燃料物

(の燃

されるまでのP

していること力"

、物棄設'については

放射、宅t,序確

モ

「添付類四

計担1制御系統施設自体については維持

☆体付随廃液(プール水及び角"体乍業に半う手洗い永)が発生すること

の「2.3

→

1.5 放射線管理施設

による汗染のノ布とその評西方法に示tよ

力 ユ

全ての

放射ヒ及ぴ1 染物rによる

出?みである

とはならな、

0)

放射線管理1設については

関する説明

体1

子炉加設外への

内に1 射性物を内包していることから

に維持

核燃料物

廃

者の皮ぱく管理及び原子炉施設外への放射性物の放出

魚物の放射分

削するため

.物

子炉施設内における1 染拡大て

物の保、性能を維持寸る

Q35/H2)

によってt 染された物の廃棄

也

に示「上上うに

これ

の紅

「本文十核燃料物、、又は挺燃料物'によって1 染された

による

ることによ

の

出を

女燃料物'による汚染の,布とその評西方法に示すように

度の確認が終了し

理区

染の,布とその評

佃寸るため

「添付書類四

が角除されるまでの

"体に係る

に

かつ全ての放射性

1 のr留性能を維持寸

射性体

止し

亥燃料物 ICよZ寸染の分布とその評価方法に

の「2.2 液体

体工事梦の理区域内

物が発生するた

理を行う彪、要があるため

廃物力

に係る

出

ノ' J

子炉建屋

メ1:ノニ,

能事

うに示すよ

設

ル
又

ル
又

に



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

エリアモニタ(炉室 1 井及ぴ制御室以外

管理区域の

1.6

理区

子炉格納施い

除までのP

子炉格納施設については

炉室及び炉室内クレーンにっいては、それぞれ、構造物の機台

めの性能t

のレ気の,節機能を

1.7 その他ハ子炉の附が「設

放射#管理モニタとしての性

非常用

角除までの問

変更後

子炉建屋の

1.8 その他の附1 加設

源設伊は放射

炉室用 1

よることから

レ気ダン

7以外で廃止措,朔ル中の施設の維持に必、要なその他の].1~ 1

照明設術)については

その性

体開始までの問維持司、る

上,」主査二墜正

1項に示す放射性棄物の廃.施設に係る管は1

性能維持"設及び.止

を維持司、る

要な性能及び性能を必要な朔問維持できるよう

モニタ及びレ気モニタについて

を維持する

理区

理施設に、源を t給する性能を有することから

1.10 その他の安全、策

の角除までのP

(D

保安

理区j、,の管理

して区画

理区域は 1・染の除去が終了L 理区域を郁除するまでのP

化)周辺

炉室内の飢体物を動するた

置に

その性能を維持する

づき滴翊に,隹持理を行う

キ、識の設

/Jく管理を行う

い保安のために諮じる

体

の廃棄設備運転中ψ

に放出される放射性物

備考

夫

法令改正に伴

う見直し

(添付書類 1

から移動)

出の

四劉笙空li二」

σ)

出入管理等を行う

庶放射性物

些上上怯^

子炉施設から環境に放出される放射性物

保安規定に

切な度て

の燃料ば燃邪検人蔵庫にr蔵中であるためDCA

管理区域の

ニ._

1 施設(消火設 f及び

智に用いる設

して放射性物の濃度測定を行し

しD 火災の防き設 1'の維持管理

の濃度泊定を行う

d)

づく管理として、放射性気体廃棄物については気体廃物

査・校正を行う

保安規定に基づき

理

は

U36/】42)

安全創、上彪

主ゾ

消火設備及び

照明設備の追

加

保安定に基一づく

消火器

は

的に周辺摩

放射性液体廃棄物についても

従来と同様に保規定に

法令改正に伴

う見直し

自動火災報知設 1等の火災の防1 設 1の維持管理を行う

出入管理羊

理と

区 の

彪、要な X物广防1 措貿を行

付 の1

放

率

一

定

定



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変亜前(平成 27年】0月30日認可) 変更後

止 に要す7 用の見

墜世盗頚_」左

り及びその資金の翻 十画に

備考

法令改正に伴

う見直し

}、る説明

U37/H2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措匿計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

廃止措に要する

作業で発生寸る郎体廃、物量力 「* 定される

の廃止

体の対象となる

賢に要tる総見ネリ額は

用の見 り

※1 端数処理に上り

変更後

受及びその

施盤紐体堂ごΣ

は一致しなし寸昆合がある

※2 建屋角体用今む

2

廃止"

示ヨ 15

鉦

約 5.3

体の方法

σ)調

特別会計逐営

する計画である

に要する

子炉施設対魚を「本文五廃止措

円である

の方法

「施設体

の「1

座来物^

用の見

内訳を以下に示司、。

交付金(エネルギー対策特別会引

体の対象となる施設に記)

約 9.9

り額

と 物処理処八

単位'」童里

{}、言十、長」

象施

備考

廃止措置に要

tる贄用の見

積もり及びそ

の資金の胴達

計画に関する

記載の追加

約 15

の合計と「合計

巨源'1」用 定運営

の記'

交付金)により充当

a38/M2)

ιJ)σ



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変亜前(平成 27年10月30日認可) 変更後

止

添付書頚

腎の実茄体柳に寸る説明

し

備考

法令改正に伴

う見直し

(139/M2)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

廃止措の実施体制

廃止措

地区)

規定に廃止措

り

においては

子炉施設保規定(以下「保

関する事項並ぴにその職矛冬売保安規定において明

その畦督を行う者(以下 1

甲 にあたらせる

の業〒に係る各職立の手内容を明確に寸る

大洗研究所(南地区)

変更後

止措主壬者

子炉設変更許可申

とし ノ

とし、う

)に記

にし

)の選壬及ぴその

された体諾1の下で実施し保

廃止措主壬者に止措の保安の

まナ

書及び大洗研究所(南

廃止 賢の実施に当た

壬の基本方針に

備考

法令改正に伴

う廃止措置の

実施体制の追

加

(NO/H2)

定



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可) 変更後

止措 に係る

添付書類

、ナ ンメントシステムに

八

j、る説明

備考

法令改正に伴

う見直L

aunこ)



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画新旧対照表(下線部分は変更部分)

変更前(平成 27年10月30日認可)

止措に係る
目

廃止措

メントシステム

15 条笑 2項に基イ5キ

メント計画を定め

に鋤する保安活動の計画実施

ル中における

に運用することにより

マ不ジメントシステム

また、廃止措置期問中におけZ

式,

六じt

まえ

止措智に係る業務は

「本文六性屯維持加設

保安規寔及び品rマネジメント計画"並びにその鋼',文■により廃止措

理を実施寸る

マネジメント活動は

保規定に才 いて

変更後

、子炉梦制法

子力安全の逮成・維持

平価及ぴ改、のー'中のプロセスを明確にし

35

理事

に示す

「本文十二廃止

ジメント活動は廃止1 1における安全の要性にマイ

1項並びに試験炉

をトップマネジメントとtる

マネジメント計画の下で実施する

止

向上を図る

佑中の性乍維持加設その他の設

に係る

Ijケ; 6 '、の 3 及び

マ不シ

これらを

備考

マ「くシ

法令改正に伴

う廃止措置に

係る品質保証

計画の追加

的

の保守 の

aこ/ト松)

こ0

久
、

)



別添1

本申請書の補正前との変更の内容



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画の補正新旧対照表(下線部分は変吏部分)

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所(南地区)

重水臨界実験装置に係る廃止措置計画

楠 正
-11.

目"

別紙

令和 2年6月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所(南地区)

重水臨界実験装置に係る廃止措置計画

補 正 後

別紙

◆七

考

令和3年3月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

申請年月の変更



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画の補正新旧対照表(下線部分は変更部分)

ー~四

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

(省略)

1.~4

0 安全対策

廃止措置期間中は、以下に示司〔汚染の拡大防止対策、被ぱく低減対策、

事故防止対策並びに原子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策を講

じ、運転期問中に順次廃止措置の特徴を考慮した原子炉施設の安全を確保

する。

(省1御

補 正

5.1汚染の拡大防止対策(省略)

コ」'

目"

5.2被ぱく低減対策(省略)

5.3 事故防止対策

施設・設備の解体に当たっては、あらかじめ事故の誘因となる人為事

象及び自然事象に留意して労働災害に対する防止対策を検討し、それに

基づいた作業計画を立案し、安全確保に必要な措置を行う。さらに必要

に応じて訓練及び試行試験を行い、安全対策の徹底を図る。特に、火災

防止対策については、以下のような措置を講ずる。また、その他の具体

的な一般労働災害防止対策として、停電対策、感電防止対策、墜落・落

下防止対策、爆発防止対策、粉塵障害防止対策、閉所作業の安全対策及

び地震等、自然事象に対tる安全対策を講・ずる。

0火災防止対策

ー~四

廃止措置期問中においても、火災

づき適団に維持管理し、解体の進捗状況に応じて必要な場所に随時配置す

る。火気を使用する作業では、火気使用届の事前提出等の有効な管理手段

を講ずると共に、用いる器材には、できるだけ不燃性又は難燃性材料を用

いて作業を行う。なお、可燃性物質は、周辺部と隔籬Lた不燃性材邪Hこよ

つて囲われた場所に原則として保管する。

五

(変更なし)

廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

r 安全対策

廃止措置期問中は、以下に示す汚染の拡大防止対策、被ばく低減対策、

事故防止対策並びに原子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策を講

じ、運転期問中に順次廃止措置の特徴を考慮した原子炉施設の安全を確保

,、る。

5.4原子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策

(変更なし)

補 正

5.1汚染の拡大防止対策(変更なし)

後

報設備及び消火設備を関係法令に基

5.2 被ぱく低減対策(変更なし)

5.3 事故防止対策

施設・設備の解体に当たっては、あらかじめ事故の誘因となる人為事

象及び自然事象に留意Lて労働災害に対する防止対策を検討L、それに

基づいた作業計画を立案し、安全確保に必要な措置を行う。さらに必、要

に応じて訓練及び試行試験を行い、安全対策の徹底を図る。特に、火災

防止対策については、以下のような措置を講ずる。また、その他の具体

的な一般労働災害防止対策として、停電対策、感電防止対策、墜落・落

下防止対策、爆発防止対築、粉塵障害防止対策、閉所作業の安全対策及

び地震等、自然事象に対する安全対策を講ずる。

0火災防止対策

廃止措置期問中においても、消火設備(自動火災報知設備、消火器及び

(省略)

備

消火栓)を関係法令に基づき適切に維持管理し、解体の進捗状況に応じて

必要な場所に随時配置する。火気を使用寸る作業では、火気使用届の事前

提出等の有効な管理手段を講ずると共に、用いる器材には、できるだけ不

燃性又は難燃性材料を用いて作業を行う。なお、可燃性物質は、周辺部と

隔離した不燃性材料によって囲われた場所に原則として保管する。

考

5.4原子炉施設への不法な接近及び侵入の防止対策

2

(変更なし)

記載の適正化

1



0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画の補正新旧対照表(下線部分は変更部分)

表 5-1

表 5-1

ⅨA施設の廃止措置対象

DCA施設の廃止措置対象

補 正

( 1/5)

( 2/5)

コ、1-

月Ⅱ

(省略)

(省略)

表 5-1

ヲ乏 5-1

1〕

ⅨA施設の廃止措置対象

ⅨA施設の廃止措置対象

{1 ι〕

補

ι1

イ主孤裏鳳杵埋割"

正

( 1/5 )

( 2/5 )

後

(変更なし)

(変更なし)
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0国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所(南地区)重水臨界実験装置に係る廃止措置計画の補正新旧対照表(下線部分は変更部分)

ハ~十二(省略)

添付書類一~添付書類四(省略)

添付書類五性能維持施設及びその性能並ぴにその性能を維持すべき期問に

関寸る説明書

1.廃止措置期問中の原子炉施設の維持管理

補 正
^^

1~ 1.フ

月1」

(省略)

1.8 検査・校正

性能維持施設及び廃止措置に伴い保安のために講じる措睡に用いる設

備は、安全確保上必要な性能及ぴ性能を叱、要な期問維持できるよう適切

な頻度で検査・校正を行う。

1.9 その他の安全対策

(D~し1)(省略)

記載の適正化

(項番号の変

更)

記載の適正化

(項番号の変

更)

添付書類六~添付書類八(省略)

ハ~十二(変更なし)

添付書頬一~添付書類四(変吏なし)

添付書類五性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に

開する説明書

1.廃止措置期問中の原子炉施設の維持管理

性能維持施設及びその性能を以下に示すまたその性能を維持寸べ

補

き期問は、本文表 7

正

1.1~1.フ(変更なし)

後

1.8 その他の附属施設

7以外て1.1~1

施設(消火設雨及び照明設

維持管理を行う

1に示すとおりである

1.9 検査・校正

性能維持施設及び廃止措置に伴い保安のために講じる措睡に用いる設

備は、安全確保上彪、要な性能及び性能を彪、要な期問維持できるよう適切

な頻度で検査・校正を行う。

1.10 その他の安全対策

(1)~(4)(変更なし)

廃止; 期r

添付書類六~添付書類八

)については

備

の施設の縱持に必要なその也の附

老

保安規定

記載の適正化

に基づき商切に

(変更なし)

10

消火設備及び照明

設備の追加
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